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論

説

ド
イ
ツ
行
刑
に
お
け
る
社
会
と
の
同
化
原
則
の
意
義

大

谷

彬

矩

は
じ
め
に

第
一
章

同
化
原
則
前
史
｜
自
由
刑
草
創
期
か
ら
一
九
世
紀
行
刑
改
革
ま
で

第
一
節

自
由
刑
草
創
期

第
二
節

一
九
世
紀
の
行
刑
改
革
期

第
三
節

第
一
章
の
小
括

第
二
章

同
化
原
則
の
萌
芽
と
衰
退
｜
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
期
か
ら
第
三
帝
国
期
ま
で

第
一
節

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
期

第
二
節

第
三
帝
国
期

第
三
節

第
二
章
の
小
括

第
三
章

再
社
会
化
思
想
の
発
展
と
同
化
原
則
の
定
着
｜
戦
後
の
行
刑
改
革
か
ら
連
邦
行
刑
法
ま
で

第
一
節

戦
後
の
行
刑
改
革
期
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第
二
節

同
化
原
則
の
停
滞
期

第
三
節

第
三
章
の
小
括

第
四
章

連
邦
制
度
改
革
以
降
の
同
化
原
則
の
発
展

第
一
節

連
邦
制
度
改
革
以
降
の
展
開

第
二
節

同
化
原
則
の
展
開
場
面

第
三
節

第
四
章
の
小
括

第
五
章

行
刑
に
お
け
る
同
化
原
則
の
意
義

第
一
節

生
成
過
程
に
お
け
る
特
徴

第
二
節

ド
イ
ツ
行
刑
に
お
け
る
意
義

第
三
節

わ
が
国
へ
の
受
容
に
向
け
て

お
わ
り
に

巻
末
資
料

は

じ

め

に

筆
者
は
、
以
前
の
論
稿
に
お
い
て
、
刑
務
所
の
生
活
水
準
を
分
析
視
角
と
し
て
、
受
刑
者
に
対
す
る
適
切
な
関
わ
り
の
あ
り
方
に
つ
い
て

検
討
を
行
っ
た１

）。
そ
の
際
に
、
社
会
と
の
同
化
原
則
を
、
今
後
、
日
本
行
刑
が
依
拠
す
る
べ
き
尺
度
と
評
価
す
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
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で
は
、
そ
れ
を
実
際
に
連
邦
行
刑
法
の
中
で
規
定
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
（
以
下
、
ド
イ
ツ
）
を
比
較
法
研
究
の
対
象
国
と
し
て
検
討
を

行
う
。
そ
の
理
由
は
、
同
化
原
則
を
明
文
で
規
定
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
以
下
の
事
情
に
も
基
づ
い
て
い
る
。

比
較
対
象
と
な
る
ド
イ
ツ
は
、
人
権
、
自
由
、
民
主
主
義
な
ど
を
重
ん
ず
る
欧
州
地
域
の
中
で
も
、
行
刑
の
分
野
に
お
け
る
先
進
国
と
評

価
で
き
る
。
ま
た
、
歴
史
的
に
は
、
わ
が
国
と
ド
イ
ツ
に
は
行
刑
の
分
野
に
限
っ
て
も
相
当
の
つ
な
が
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
わ
が

国
で
国
家
制
度
の
整
備
を
進
め
て
い
た
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
に
当
時
の
内
務
大
臣
で
あ
っ
た
山
縣
有
朋
ら
の
招
請
に
よ
り
、
ド
イ
ツ

人
のK

u
rt v

o
n S

eeb
a
ch

が
内
務
省
獄
務
顧
問
と
し
て
来
日
し
、
わ
が
国
の
監
獄
制
度
の
改
革
と
監
獄
官
吏
の
育
成
に
尽
力
し
た２

）。
わ
が

国
初
め
て
の
行
刑
法
の
制
定
と
な
っ
た
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
の
監
獄
法
（
法
律
第
二
八
号
）
も
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
内
務
省
所
管
監
獄

則
を
模
範
と
し
て
い
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
一
九
七
〇
年
代
の
社
会
復
帰
処
遇
に
対
す
る
疑
念
が
提
示
さ
れ
た
時
代
を
経
て
、
な
お
受
刑
者

の
再
社
会
化
を
行
刑
目
的
に
据
え
、
処
遇
の
充
実
を
図
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
受
刑
者
の
社
会
復
帰
を
目
的
と
す
る
わ
が
国
の
行
刑
と
共

通
点
を
有
し
て
い
る３

）。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
は
行
刑
の
先
進
性
を
有
す
る
と
同
時
に
、
わ
が
国
と
の
共
通
点
を
有
す
る
国
と
し
て
、
そ
の

実
務
及
び
理
論
を
参
照
す
る
こ
と
に
適
し
た
国
な
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
行
刑
の
歴
史
的
経
緯
に
沿
っ
て
、
同
化
原
則
の
生
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
国
際
的
・
地
域
的
人
権
基
準
と
異
な

り
、
実
際
の
刑
事
施
設
の
運
営
に
対
し
て
シ
ビ
ア
に
責
任
が
問
わ
れ
る
国
家
に
お
い
て
、
い
か
に
同
化
原
則
が
生
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
、

ま
た
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
追
究
す
る
こ
と
は
、
同
化
原
則
の
意
義
を
知
る
上
で
有
益
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

具
体
的
に
取
り
上
げ
る
期
間
は
、
近
代
的
自
由
刑
が
生
ま
れ
た
時
代
か
ら
連
邦
制
度
改
革
以
降
の
諸
ラ
ン
ト４

）で
の
発
展
ま
で
の
時
期
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
広
範
な
対
象
期
間
を
設
定
し
た
理
由
は
、
自
由
刑
と
は
そ
も
そ
も
劣
悪
で
あ
る
こ
と
が
当
然
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
時

代
と
、
自
由
刑
を
で
き
る
だ
け
回
避
し
よ
う
と
す
る
現
状
と
の
間
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
り
、
そ
の
変
化
の
道
筋
を
追
う
中
で
、
同
化
原

則
の
生
成
経
緯
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
得
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
対
象
期
間
は
、
次
の
四
つ
に
区
分
で
き
る
。

ドイツ行刑における社会との同化原則の意義（大谷）
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第
一
期：

同
化
原
則
前
史
｜
自
由
刑
草
創
期
か
ら
一
九
世
紀
行
刑
改
革
ま
で

第
二
期：

同
化
原
則
の
萌
芽
と
衰
退
｜
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
期
か
ら
第
三
帝
国
期
ま
で

第
三
期：

再
社
会
化
思
想
の
発
展
と
同
化
原
則
の
定
着
｜
戦
後
の
行
刑
改
革
か
ら
連
邦
行
刑
法
ま
で

第
四
期：
連
邦
制
度
改
革
以
降
の
同
化
原
則
の
発
展

第
一
期
は
、
自
由
刑
草
創
期
か
ら
一
九
世
紀
の
行
刑
改
革
期
で
あ
る
。
同
化
原
則
が
存
在
し
な
か
っ
た
時
代
で
あ
り
、
同
化
原
則
の
前
史

に
当
た
る
（
第
一
章
）。
第
二
期
は
、
同
化
原
則
が
生
ま
れ
た
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
期
と
、
反
対
に
原
則
の
危
機
を
迎
え
た
第
三
帝
国
期
で

あ
る
（
第
二
章
）。
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
期
は
、
同
化
原
則
の
萌
芽
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
時
代
で
あ
り
、
同
化
原
則
初
期
の
段
階
で
同

化
原
則
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
の
か
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
。
第
三
期
は
、
戦
後
の
行
刑
改
革
期
か
ら
初
の
統
一
的
行

刑
法
典
で
あ
る
連
邦
行
刑
法
制
定
ま
で
で
あ
る
（
第
三
章
）。
連
邦
行
刑
法
の
立
法
過
程
で
初
め
て
同
化
原
則
が
明
文
化
さ
れ
た
背
景
を
探

る
。
第
四
期
は
、
二
〇
〇
六
年
の
連
邦
制
度
改
革
以
降
の
大
き
な
変
化
の
中
で
、
同
化
原
則
が
発
展
す
る
時
期
で
あ
る
（
第
四
章
）。
同
化

原
則
の
現
在
の
到
達
点
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
す
る
。
同
化
原
則
の
歴
史
的
生
成
過
程
を
概
観
し
た
上
で
、
最
後
に
、
行
刑
に
お
け
る
同
化

原
則
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
（
第
五
章
）。

１
）

拙
稿
「『
行
刑
の
社
会
化
』
論
の
再
検
討
｜
代
替
概
念
と
し
て
の
『
同
化
原
則
』
の
可
能
性
｜
」
法
政
研
究
八
四
巻
二
号
（
二
〇
一
七
年
）。
本
稿
は
、

同
論
文
と
と
も
に
筆
者
の
学
位
取
得
論
文
「
行
刑
に
お
け
る
社
会
と
の
同
化
原
則
の
意
義
」
の
一
部
を
基
と
し
て
い
る
。

２
）

佐
々
木
繁
典
「
解
題
」『
近
代
監
獄
制
度
の
指
導
者

ク
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ー
バ
ッ
ハ
』
矯
正
協
会
（
一
九
八
五
年
）v

iii
x
v

頁
。

３
）

受
刑
者
の
収
容
人
員
も
ほ
ぼ
同
様
の
規
模
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
六
年
の
日
本
の
受
刑
者
総
数
が
四
九
、
〇
二
七
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ

は
四
六
、
三
〇
八
人
（
少
年
受
刑
者
を
除
く
）
で
あ
る
。S

ta
tistisch

es B
u
n
d
esa

m
t,
F
a
ch
serie 10,

R
eih
e 4.1,

2016.

４
）

連
邦
を
形
成
し
て
い
る
ラ
ン
ト
（L

a
n
d

）
は
、

州
」
と
訳
す
場
合
も
あ
る
が
、
実
態
と
し
て
は
「
邦
」
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
ラ
ン
ト
と
呼
称

論 説
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す
る
。

第
一
章

同
化
原
則
前
史
｜
自
由
刑
草
創
期
か
ら
一
九
世
紀
行
刑
改
革
ま
で

第
一
節

自
由
刑
草
創
期

近
代
的
自
由
刑
の
起
源
と
し
て
、
一
五
五
五
年
に
ロ
ン
ド
ン
に
設
立
さ
れ
た
ブ
ラ
イ
ド
ウ
ェ
ル
懲
治
場
や
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
一
五
九

五
年
に
設
立
さ
れ
た
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
懲
治
場
が
挙
げ
ら
れ
る５

）。
そ
れ
ら
の
地
域
は
経
済
の
中
心
地
と
し
て
栄
え
た
一
方
、
浮
浪
者
、
乞
食
、

売
春
婦
、
不
良
少
年
等
が
激
増
し
、
そ
の
対
策
と
し
て
「
懲
治
場
」
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た６

）。
と
も
に
本
来
は
浮
浪
者
の
救
済
と
殖
産

を
目
的
と
し
た
慈
善
的
、
行
政
的
な
作
業
場
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
被
収
容
者
の
中
で
貧
し
い
犯
罪
者
の
占
め
る
割
合
が
高
く
な
り
、
刑
事

施
設
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
近
代
的
自
由
刑
の
初
期
形
態
は
、
彼
ら
を
一
定
の
施
設
に
収
容
し
て
作
業
を
賦

課
し
、
そ
の
更
生
を
図
る
と
い
う
形
で
出
現
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
死
刑
や
身
体
刑
が
刑
罰
の
中
心
的
地
位
を
占
め
て
い
た
中
世
の
あ

り
様
に
比
べ
る
と
、
画
期
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
前
進
で
あ
っ
た７

）。

し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
刑
務
所
の
模
範
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
た
懲
治
場
そ
の
も
の
も
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
三
〇
年
戦

争
の
混
乱
の
結
果
、
既
に
一
七
世
紀
に
は
衰
退
へ
の
道
を
進
ん
で
お
り８

）、
施
設
拘
禁
と
労
働
に
よ
る
改
善
の
思
想
が
よ
り
普
遍
的
な
地
位
を

占
め
る
に
は
近
代
市
民
社
会
の
本
格
的
な
展
開
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
受
刑
者
が
直
面
す
る
惨
状
に
対
し
て
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
と
り
わ
け
北
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
及
び

ド
イ
ツ
の
一
部
の
都
市
で
熱
心
な
監
獄
改
良
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
人
のJo

h
n
 
H
o
w
a
rd

は
、
一
七
七
三
年
に
ベ
ッ
ド
フ
ォ
ー

（84-４- ）911 5

ドイツ行刑における社会との同化原則の意義（大谷）



ド
の
州
執
行
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
契
機
に
監
獄
改
良
運
動
に
身
を
投
じ
、
イ
ギ
リ
ス
中
の
監
獄
だ
け
で
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
監
獄

を
視
察
し
て
一
七
七
七
年
に
『
監
獄
事
情
』
を
著
し
た９

）。
そ
の
中
でH

o
w
a
rd

は
、
監
獄
に
お
け
る
犯
罪
者
の
悲
惨
な
実
態
を
明
ら
か
に

し
な
が
ら
、
人
道
主
義
的
か
つ
合
理
主
義
的
な
犯
罪
者
処
遇
を
説
い
た
。
さ
ら
に
彼
は
監
獄
の
改
良
案
と
し
て
独
居
拘
禁
を
提
唱
し10

）、
や
が

て
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
独
居
房
を
付
設
し
た
刑
務
所
の
建
設
に
結
び
つ
い
た
。

ま
た
、
北
ア
メ
リ
カ
で
は
、
自
由
刑
に
よ
っ
て
受
刑
者
を
改
善
更
生
さ
せ
る
と
い
う
、
改
善
思
想
が
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
ク

エ
ー
カ
ー
の
思
想
に
基
づ
き
昼
夜
間
独
居
で
反
省
と
悔
悟
の
生
活
を
送
ら
せ
て
改
善
更
生
を
図
ろ
う
と
す
る
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
制
、
昼
間
は

完
全
沈
黙
の
中
で
雑
居
・
労
働
さ
せ
て
夜
間
は
独
居
さ
せ
る
オ
ー
バ
ー
ン
制
等
の
拘
禁
形
式
が
考
案
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
人
間
の

社
会
性
を
無
視
し
た
も
の
で
長
続
き
せ
ず
、
昼
間
雑
居
・
夜
間
独
居
ま
た
は
昼
夜
間
雑
居
の
拘
禁
形
式
が
一
般
化
し
た
。
一
九
世
紀
の
後
半

以
降
、
自
由
刑
の
改
革
は
拘
禁
形
式
か
ら
受
刑
者
の
処
遇
方
法
へ
と
重
点
が
移
り
、
累
進
制
、
分
類
制
、
受
刑
者
自
治
等
の
処
遇
方
法
が
導

入
さ
れ
た
。

一
方
、
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
監
獄
の
実
態
は
悲
惨
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
七
七
六
、
七
八
、
八
一
年
に
ド
イ
ツ
各
地
の
監
獄
を
視
察

し
たH

o
w
a
rd

は
、
残
酷
な
拷
問
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
監
房
の
汚
さ
、
狭
さ
を
批
判
し
て
い
る11

）。

第
二
節

一
九
世
紀
の
行
刑
改
革
期

悲
惨
な
状
態
に
あ
っ
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
一
九
世
紀
初
め
に
起
こ
っ
た
監
獄
改
良
運
動
は
、H

o
w
a
rd

やC
esa

re B
ecca

ria

の
啓
蒙

思
想
及
び
活
動
に
影
響
を
受
け
た
牧
師
のW

a
g
n
itz

や
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
医
師

12
）

Ju
liu
s

に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
た
。
ま
た
、
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒

ら
の
「
愛
の
運
動
（freie L

ieb
esta

tig
k
eit

）」
を
ド
イ
ツ
に
お
い
て
展
開
し
た
宗
教
団
体
を
中
心
と
す
る
保
護
団
体
に
よ
っ
て
も
展
開
さ

れ
た
。
一
八
二
六
年
に
は
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
監
獄
の
教
誨
師
で
あ
っ
たT

h
eo
d
o
r F

lied
er

に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
最
初
の
監
獄
協
会
で
あ
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る
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
監
獄
協
会
が
設
立
さ
れ
、
翌
年
に
は
ベ
ル
リ
ン
保
護
協
会
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
団
体
は
、
改
善

施
設
と
し
て
の
監
獄
の
理
想
像
を
掲
げ
、
被
収
容
者
の
教
育
も
行
っ
た13

）。

刑
の
執
行
に
関
す
る
実
務
が
各
ラ
ン
ト
で
個
々
に
発
展
し
て
い
く
中
で
、
統
一
的
な
行
刑
法
典
制
定
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ド
イ

ツ
で
は
、
刑
法
典
や
刑
事
訴
訟
法
が
、
領
邦
間
の
不
均
衡
を
解
消
し
統
一
を
も
た
ら
す
た
め
や
、
個
人
の
権
利
へ
の
国
家
の
法
的
介
入
に
根

拠
を
あ
た
え
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
。
一
方
で
、
刑
の
執
行
に
関
し
て
は
統
一
法
典
が
存
在
せ
ず
、
法
に
拘
束
さ
れ
な
い
行
政
の
事
項
と
し

て
通
用
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
各
ラ
ン
ト
は
一
般
に
命
令
に
よ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
議
会
の
同
意
な
く
し
て
自
由
刑
の
内
容
と
執
行
を

扱
っ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
帝
国
あ
る
い
は
連
邦
の
レ
ベ
ル
で
の
統
一
的
行
刑
法
典
制
定
の
要
求
は
す
で
に
一
九
世
紀
中
頃
に
は
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
要
求
に
応
え
る
動
き
は
、
当
時
の
バ
ー
デ
ン
大
公
国
に
お
け
る
「
ブ
ル
フ
ザ
ー
ル
の
新
し
い
男
子
監
獄
に
お
け
る
行
刑
に
関
す
る
法

律
」
が
公
布
さ
れ
た
一
八
四
五
年
か
ら
、
刑
法
典
が
発
効
し
た
一
八
七
一
年
に
か
け
て
多
く
の
ド
イ
ツ
諸
ラ
ン
ト
に
お
い
て
見
ら
れ
た14

）。
し

か
し
、
そ
れ
ら
は
部
分
的
に
は
、
受
刑
者
の
権
利
と
義
務
を
法
律
に
よ
っ
て
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
法
治
国
原
則
に
応
え
る
も
の
で

は
あ
っ
た
も
の
の
、
特
定
の
自
由
刑
や
施
設
に
し
か
通
用
し
な
い
法
律
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
行
刑
の
改
革
の
努
力
は
、
実
施
に
と
も
な
う
財

政
的
負
担
を
嫌
っ
た
こ
と
と
、
教
育
行
刑
に
冷
淡
で
刑
罰
の
執
行
に
つ
い
て
も
応
報
思
想
に
こ
だ
わ
る
刑
法
学
や
刑
事
司
法
の
立
場
か
ら
の

妨
げ
に
よ
り
、
統
一
的
行
刑
法
典
制
定
へ
と
結
実
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
の
行
刑
に
お
け
る
停
滞
し
た
状
況
に
お
い
て
、
重
要
な
出
来
事
と
な
っ
た
の
が
、
一
八
七
一
年
の
刑
法
典
の
発
効
で

あ
っ
た
。
新
し
い
刑
法
典
は
刑
罰
の
執
行
に
関
し
て
は
ご
く
わ
ず
か
の
規
定
し
か
も
た
な
い
上
に
、
総
則
的
規
定
し
か
含
ん
で
い
な
い
た
め

に
、
自
由
刑
の
内
容
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
非
難
さ
れ
、
統
一
的
行
刑
法
典
要
求
の
新
た
な
動
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る15

）。
し
か
し
、
こ

の
頃
の
努
力
は
成
果
を
生
ま
な
か
っ
た
。
一
八
七
九
年
に
帝
国
政
府
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
「
自
由
刑
の
執
行
に
関
す
る
法
律
草
案16

）」
は
独

居
拘
禁
を
基
調
と
し
た
受
刑
者
の
収
容
と
処
置
の
規
定
を
備
え
て
い
た
も
の
の
、
財
政
的
影
響
の
点
か
ら
連
邦
参
議
院
の
抵
抗
に
遭
い
、
挫
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折
し
た
。
ま
た
、
刑
法
は
、
刑
の
執
行
の
種
類
お
よ
び
方
法
に
よ
っ
て
、
個
々
の
刑
罰
に
本
質
と
内
容
と
を
与
え
る
こ
と
を
執
行
機
関
に
委

任
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
執
行
機
関
の
裁
量
の
余
地
を
大
幅
に
認
め
る
現
状
を
追
認
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

個
々
の
ラ
ン
ト
に
お
け
る
様
々
な
事
情
が
そ
れ
ま
で
の
行
刑
の
統
一
化
に
障
害
と
し
て
作
用
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
国
内
へ
の
統
一

的
な
法
的
規
制
の
た
め
に
一
八
九
七
年
に
連
邦
参
議
院
が
「
裁
判
所
に
よ
り
言
い
渡
さ
れ
た
自
由
刑
の
執
行
の
場
合
に
、
更
に
一
般
的
で
あ

る
規
制
に
至
る
ま
で
適
用
さ
れ
る
諸
原
則17

）」

以
下
、
連
邦
参
議
院
原
則
）
を
議
決
し
た
。
し
か
し
、
連
邦
参
議
院
原
則
は
、
帝
国
法
律
の

授
権
に
基
づ
く
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
各
ラ
ン
ト
の
協
定
に
よ
る
統
一
的
行
政
規
則
に
過
ぎ
な
か
っ
た18

）。
例
え
ば
、
財
政
上
の
負

担
が
大
き
い
「
隔
離
の
原
則
」
を
実
現
す
る
こ
と
は
、
各
ラ
ン
ト
が
可
能
と
す
る
範
囲
に
任
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
実
現
は
裁
量
に
任
せ
ら

れ
て
い
た
。

第
三
節

第
一
章
の
小
括

近
代
的
自
由
刑
の
黎
明
期
に
は
、
ド
イ
ツ
で
も
劣
悪
な
環
境
の
下
で
刑
の
執
行
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
か
ら
の
監
獄
改

良
運
動
を
契
機
と
し
て
、
刑
の
執
行
に
関
す
る
実
務
が
各
ラ
ン
ト
で
発
展
し
て
い
っ
た
。
こ
の
動
き
は
、
行
刑
の
発
展
を
も
た
ら
す
も
の
で

あ
っ
た
も
の
の
、
一
方
で
ラ
ン
ト
間
の
格
差
を
拡
大
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
た
め
、
統
一
的
な
行
刑
法
典
の
制
定
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
統
一
的
行
刑
法
典
制
定
の
動
き
は
、
連
邦
全
体
で
最
低
限
、
保
障
さ
れ
る
べ
き
生
活
水
準
を
模
索
す
る
試
み
と
し
て
も
注
目
す
る
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
。
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第
二
章

同
化
原
則
の
萌
芽
と
衰
退
｜
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
期
か
ら
第
三
帝
国
期
ま
で

第
一
節

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
期

同
化
原
則
の
萌
芽
は
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
司
法
大
臣G

u
sta
v
 
R
a
d
b
ru
ch

に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。R

a
d
b
ru
ch

は
師
のF

ra
n
z
 
v
o
n

 
L
iszt

と
同
様
に
、
刑
法
お
よ
び
刑
事
政
策
に
関
し
て
学
問
的
意
義
を
有
す
る
著
作
を
著
し
て
い
る
。L

iszt

が
刑
事
政
策
の
一
般
原
理
お

よ
び
刑
法
の
目
的
に
重
点
を
置
き
、
行
刑
の
テ
ー
マ
を
む
し
ろ
副
次
的
に
扱
っ
て
い
る
の
に
対
し
、R

a
d
b
ru
ch

は
行
刑
に
対
し
て
並
々
な

ら
ぬ
関
心
を
寄
せ
て
い
た19

）。R
a
d
b
ru
ch

の
刑
罰
観
は
、
彼
自
身
が
作
っ
た
一
九
二
二
年R

a
d
b
ru
ch

草
案
（
普
通
ド
イ
ツ
刑
法
典
草
案20

））

に
示
さ
れ
て
い
る
。
草
案
は
改
善
刑
思
想
を
中
心
に
据
え
て
お
り
、
応
報
を
根
拠
と
す
る
死
刑
、
重
懲
役
刑
、
名
誉
刑
の
廃
止
を
大
き
な
特

徴
と
し
て
い
た
。
罰
金
刑
が
第
一
の
刑
罰
と
し
て
形
成
さ
れ
、
受
刑
者
の
社
会
復
帰
に
と
っ
て
有
害
な
短
期
自
由
刑
は
後
退
さ
せ
ら
れ
た
。

一
方
で
、R

a
d
b
ru
ch

は
実
務
家
と
し
て
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
も
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
教
育
思
想
を
過
度
に
追
求
は
し
な
か
っ
た
。
そ

も
そ
も
、
教
育
思
想
に
対
し
て
は
二
つ
の
難
点
が
見
つ
か
る
。
一
つ
は
教
育
を
必
要
と
し
な
い
者
は
処
罰
す
る
必
要
も
な
い
こ
と
、
も
う
一

つ
は
教
育
の
困
難
な
行
為
者
、
と
く
に
常
習
犯
人
ま
た
は
傾
向
犯
は
、
そ
の
行
為
が
た
と
え
比
較
的
重
要
で
な
く
と
も
彼
が
「
治
癒
」
す
る

ま
で
不
定
期
に
長
く
拘
禁
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

特
に
教
育
を
施
す
こ
と
の
比
較
的
難
し
い
犯
罪
者
と
し
て
、R

a
d
b
ru
ch

は
確
信
行
為
者
（Ü

b
erzeu

g
u
n
g
sta
ter

）
と
確
信
犯

（Ü
b
erzeu

g
u
n
g
sv
erb

rech
er

）
を
挙
げ
る21

）。
確
信
行
為
者
は
充
分
な
良
心
を
持
っ
た
犯
罪
者
で
あ
る
も
の
の
、
明
確
な
世
界
観
に
基
づ

い
て
行
動
し
て
お
り
、
自
分
自
身
に
対
す
る
反
論
の
声
に
聞
く
耳
を
持
た
な
い
。
確
信
行
為
者
に
と
っ
て
刑
罰
は
教
育
で
は
な
く
、
倫
理
的

優
越
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
確
信
犯
は
、
現
在
の
経
済
的
・
社
会
的
情
勢
に
対
す
る
疑
問
の
増
大
か
ら
の
確

信
の
欠
如
に
起
因
す
る
犯
罪
で
あ
り
、
価
値
観
の
虚
無
的
な
崩
壊
か
ら
生
じ
た
犯
罪
者
で
あ
る
。
こ
の
種
の
職
業
的
犯
罪
者
に
対
す
る
教
育
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は
、
強
力
な
価
値
観
を
印
象
的
な
方
法
で
植
え
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
達
成
で
き
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
価
値
観
も
現
実
の
経
済

的
・
社
会
的
情
勢
と
矛
盾
す
る
状
態
が
続
く
限
り
、
刑
罰
を
科
さ
れ
た
人
間
が
そ
の
刑
罰
を
正
当
と
認
め
な
い
と
い
う
有
様
は
続
く
とR

a
d
-

b
ru
ch

は
主
張
す
る22

）。
さ
ら
に
、
教
育
刑
は
、
そ
れ
が
成
人
に
対
す
る
教
育
で
あ
る
た
め
に
、
他
人
が
明
ら
か
な
意
図
を
も
っ
て
教
育
を
施

そ
う
と
す
る
と
き
に
反
抗
を
示
す
の
が
成
人
の
特
性
で
あ
る
こ
と
、
ま
し
て
そ
の
教
育
が
強
制
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
刑
罰
の
意
味

を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
相
互
の
信
頼
に
基
づ
く
教
育
を
困
難
に
し
て
い
る
と
い
う
問
題
を
有
し
て
い
る23

）。
そ
こ
でR

a
d
b
ru
ch

は
、
一
方

で
刑
罰
、
他
方
で
保
安
処
分
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
難
題
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
。R

a
d
b
ru
ch

草
案
自
体
は
、

そ
れ
を
審
議
し
た
政
府
に
よ
っ
て
原
則
的
な
変
更
を
加
え
ら
れ
た
上
に
、
草
案
の
内
容
も
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
確
信
犯
及
び
確
信
行

為
者
を
め
ぐ
る
考
え
方
か
ら
は
、R

a
d
b
ru
ch

の
刑
罰
観
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、R

a
d
b
ru
ch

は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
の
講
師
時
代
の
論
文
で
す
で
に
、
行
刑
の
現
状
を
憂
え
、
改
善
思
想
の
見
地
か
ら
、

独
居
拘
禁
と
雑
居
拘
禁
と
い
う
伝
統
的
な
行
刑
形
式
の
現
実
が
も
た
ら
す
問
題
の
分
析
的
な
洞
察
と
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

を
行
っ
て
い
る24

）。
論
文
の
中
で
、R
a
d
b
ru
ch

は
受
刑
者
処
遇
に
着
眼
し
、

数
年
の
間
、
刑
務
所
規
則
や
刑
務
所
職
員
の
指
示
す
る
こ
と

の
み
に
従
う
者
は
更
生
の
意
欲
を
忘
れ
、
未
成
年
の
子
ど
も
が
処
遇
さ
れ
る
よ
う
に
扱
わ
れ
る
者
は
子
ど
も
に
な
る25

）」
と
述
べ
た
。
反
社
会

的
な
者
を
社
会
化
す
る
た
め
に
、
こ
の
者
を
市
民
社
会
か
ら
隔
離
し
、
他
の
反
社
会
的
な
者
と
共
に
隔
離
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
も
の
の
、

そ
の
よ
う
な
試
み
は
う
ま
く
い
か
な
い
。
か
と
い
っ
て
宗
教
的
起
源
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
独
居
拘
禁
も
、
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
、
法

違
反
者
の
効
果
的
か
つ
継
続
的
な
改
善
を
な
し
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

独
居
拘
禁
は
さ
び
し
く
後
悔
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
状
態
の
中

で
邪
悪
な
意
思
を
打
ち
砕
く
こ
と
に
ね
ら
い
が
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大
部
分
の
犯
罪
理
由
は
断
固
と
し
た
犯
罪
を
行
う
悪
し
き
意
思

で
は
な
く
、
く
り
返
し
犯
罪
に
帰
す
る
弱
さ
で
あ
る
。
必
要
な
の
は
邪
悪
な
意
思
を
刑
罰
に
よ
っ
て
打
ち
砕
く
こ
と
で
は
な
く
、
か
弱
い
意

思
に
力
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
る26

）」
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
、
独
居
拘
禁
は
、
人
格
を
変
え
る
可
能
性
を
有
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ

は
単
に
施
設
の
た
め
の
改
善
で
あ
っ
て
生
活
の
た
め
の
そ
れ
で
は
な
い
。
房
の
中
の
受
刑
者
の
生
活
条
件
は
、
自
由
な
生
活
の
中
の
生
活
条
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件
と
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
壁
の
中
で
の
改
善
は
、
決
し
て
外
側
の
行
動
へ
の
帰
納
的
推
論
を
許
さ
な
い
ほ
ど
で
あ

る27
）」

と
指
摘
し
た
。R

a
d
b
ru
ch

は
、
そ
の
上
で
受
刑
者
を
社
会
化
す
る
た
め
の
二
つ
の
道
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、

受
刑
者
を
市
民
社
会

と
統
合
さ
せ
て
い
く
か
、
そ
れ
と
も
、
受
刑
者
を
他
の
受
刑
者
と
と
も
に
市
民
社
会
を
モ
デ
ル
と
し
て
構
成
さ
れ
る
共
同
体
と
し
て
統
合
し

て
い
く
か28

）」
と
い
う
道
で
あ
る
。
た
だ
しR

a
d
b
ru
ch

は
独
居
拘
禁
の
反
面
と
し
て
雑
居
拘
禁
を
認
容
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は

「
雑
居
拘
禁
は
人
間
を
悪
く
す
る
。
独
居
拘
禁
は
人
間
を
弱
く
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
解
決
策
と
し
て
、
受
刑
者
の
生
活
条
件

が
「
社
会
に
お
け
る
生
活
条
件
に
可
能
な
限
り
接
近
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
特
に
彼
は
教
育
と
同
様
に
全
て
の
受
刑
者

に
対
し
て
、
休
暇
と
宗
教
教
誨
、
外
部
交
通
、
運
動
、
新
聞
の
閲
読
を
特
に
重
要
と
判
断
し
た
。
そ
れ
は
「
同
化
原
則
の
完
全
な
先
取
り29

）」

で
あ
っ
た
。

こ
の
論
稿
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
自
由
刑
を
受
け
た
国
民
の
一
部
の
特
別
な
憲
法
上
の
地
位
に
つ
い
て
、

受
刑
者
の
法
的
地
位
」
の
確

立
を
提
唱
し
、
議
論
の
端
緒
を
開
い
た
こ
と
で
有
名
な
、B

erth
o
ld
 
F
reu

d
en
th
a
l

の
学
長
就
任
演
説
「
囚
人
の
国
法
上
の
地
位
」

一
九

一
〇
年30

））
の
翌
年
で
あ
る
。
し
か
し
、R

a
d
b
ru
ch

は
受
刑
者
に
法
律
上
の
地
位
を
与
え
る
こ
と
に
基
づ
い
て
同
化
を
求
め
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
拘
禁
状
態
に
あ
る
犯
罪
者
に
、
社
会
及
び
法
の
相
反
す
る
条
件
の
下
で
、
社
会
的
に
責
任
の
あ
る
自
由
な
生
活
を
送
る
準
備
を
さ

せ
る
に
は
、
い
か
な
る
方
法
が
適
切
か
を
思
考
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
彼
は
教
育
目
的
を
原
則
的
に
志
向
し
て
は
い
た
も
の
の
、
自
由
の
剥

奪
に
よ
る
教
育
に
は
抑
制
的
な
態
度
を
と
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
は
、

刑
罰
の
概
念
は
問
題
で
は
な
く
、
犯
罪
者
を
い
か
に
合
目
的
的
に
取

り
扱
う
か
が
重
要31

）」
な
の
で
あ
っ
た
。
国
際
人
権
法
の
文
脈
で
は
、
同
化
原
則
は
人
権
保
障
に
基
づ
い
て
お
り
、
ま
た
人
権
保
障
を
内
容
と

す
べ
き
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
そ
の
萌
芽
期
に
は
人
権
保
障
の
視
点
よ
り
も
犯
罪
者
の
合
理
的
処
遇
が
前
面

に
出
て
い
る
。
背
景
に
は
、R

a
d
b
ru
ch

自
身
の
帝
国
司
法
大
臣
と
し
て
の
経
験
と
、
刑
罰
に
よ
る
改
善
効
果
を
過
度
に
信
頼
し
な
い
客
観

的
冷
静
さ
が
あ
る32

）。

さ
ら
にR

a
d
b
ru
ch

は
、
一
九
二
三
年
六
月
七
日
に
ラ
ン
ト
政
府
の
協
定
事
項
と
し
て
、

自
由
刑
執
行
の
原
則33

）」
を
公
表
し
た
。
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こ
の
原
則
の
最
大
の
特
徴
は
、
刑
罰
の
目
的
を
受
刑
者
の
教
育
に
置
き
、
行
刑
の
最
終
目
標
を
受
刑
者
の
「
再
社
会
化
（R

e-

so
zia
lisieru

n
g

）」
に
設
定
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
四
八
条
は
、
受
刑
者
に
「
労
働
と
秩
序
」
へ
の
価
値
観
を
教
え
、
犯
罪
を
行
わ
な
い

よ
う
「
道
徳
的
に
強
固
」
な
人
間
へ
と
教
育
す
る
こ
と
が
、
行
刑
の
目
的
で
あ
る
と
明
示
し
た
。

ま
た
、

段
階
行
刑
（S

tu
fen

stra
fv
o
llzu

g

）」
を
導
入
し
た
こ
と
も
大
き
な
特
色
で
あ
る
（
一
三
〇
条
）。
段
階
行
刑
は
、
受
刑
者
の

道
徳
的
向
上
を
目
的
と
し
、
受
刑
者
の
内
的
変
化
の
程
度
に
よ
っ
て
刑
罰
を
緩
和
し
、
ま
た
優
遇
措
置
が
付
与
さ
れ
る
。
よ
り
高
次
の
段
階

に
進
む
ほ
ど
刑
罰
の
緩
和
や
優
遇
措
置
の
内
容
が
拡
大
さ
れ
る
。

刑
務
官
の
教
育
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
も
特
筆
す
る
べ
き
点
で
あ
る
。
第
九
条
は
、

専
任
刑
務
官
に
は
刑
務
所
の
事
務
に
対
し
、

理
論
及
び
実
務
に
関
し
て
研
修
を
受
け
た
者
に
限
り
任
命
さ
れ
る
も
の
と
」
し
、
ま
た
「
実
務
研
修
は
刑
務
所
の
事
務
の
す
べ
て
の
細
目
を

根
本
的
に
習
得
さ
せ
る
べ
く
理
論
上
の
研
修
は
特
に
被
拘
禁
者
の
考
査
及
び
取
り
扱
い
に
対
し
価
値
あ
る
範
囲
に
お
い
て
教
育
学
及
び
精
神

病
学
上
の
問
題
に
及
ぶ
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
釈
放
さ
れ
た
受
刑
者
に
対
す
る
保
護
の
領
域
に
つ
い
て
特
に
重
き
を
置
く
も
の
と
す
る
。
刑

務
官
吏
に
対
し
て
は
な
お
刑
事
法
及
び
刑
事
手
続
法
の
原
理
に
関
し
教
育
を
し
な
い
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。」
と
定
め
て
い
た
。
同
化
原
則

実
現
の
担
い
手
と
な
る
べ
き
刑
務
官
に
対
し
て
、
従
来
の
よ
う
に
刑
法
及
び
刑
事
手
続
法
の
み
が
研
修
の
主
た
る
も
の
と
さ
れ
て
い
な
い
点

が
注
目
に
値
す
る
。

教
育
思
想
の
前
提
と
し
て
受
刑
者
の
生
活
の
一
般
社
会
と
の
同
化
を
強
く
押
し
進
め
て
い
たR

a
d
b
ru
ch

の
改
革
努
力
は
、
各
ラ
ン
ト
で

も
追
求
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
最
大
の
ラ
ン
ト
で
あ
っ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
一
九
二
三
年
八
月
一
日
に
前
記
一
九
二
三
年
の
原
則
を
具

体
化
し
た
「
服
務
及
び
執
行
規
則
（D

ien
st-

u
n
d V

o
llzu

g
so
rd
n
u
n
g fu

r d
ie G

efa
n
g
en
en
a
n
sta
lten d

er Ju
stizv

erw
a
ltu
n
g in

 
P
reu

ß
en v

o
m
 
1.
A
u
g
u
st 1923

）」
を
公
布
し
た
。
こ
こ
で
は
、

精
神
的
道
徳
的
向
上
、
健
康
と
労
働
力
」
を
維
持
し
、

釈
放
後
の
秩

序
あ
る
法
に
か
な
っ
た
生
活
へ
の
教
育
」
を
目
指
す
と
さ
れ
、
受
刑
者
の
「
再
社
会
化
」
の
原
則
が
採
用
さ
れ
て
い
た34

）。
次
い
で
、
一
九
二

九
年
六
月
七
日
の
省
令
で
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
「
累
進
処
遇
令
に
関
す
る
命
令
」
を
発
布
し
、
累
進
制
度
適
用
の
可
否
に
よ
っ
て
受
刑
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者
を
分
類
し
、
タ
イ
プ
別
の
収
容
所
に
収
容
す
る
仕
組
み
が
提
示
さ
れ
た
。

テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
も
一
九
二
三
年
原
則
に
倣
っ
て
一
九
二
四
年
五
月
二
四
日
に
「
服
務
及
び
執
行
規
則
」
を
定
め
て
い
た
。
五
二
条
一
項

で
は
、

す
べ
て
の
段
階
で
受
刑
者
の
教
育
に
向
け
て
従
事
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
受
刑
者
の
教
育
は
、
段
階
行
刑
の
枠
組
み
に
お
い
て

個
々
の
人
格
へ
の
影
響
を
通
し
て
行
わ
れ
る35

）」
と
定
め
、
段
階
行
刑
の
導
入
を
明
確
に
し
て
い
た
。

中
で
も
、
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
南
西
部
に
位
置
す
る
ウ
ン
タ
ー
マ
ス
フ
ェ
ル
ト
監
獄
は
、
こ
の
時
代
の
同
化
原
則
の
実
務
上
の
例
と
し
て
注

目
さ
れ
る36

）。
教
育
刑
の
様
々
な
実
験
的
試
み
を
行
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
ウ
ン
タ
ー
マ
ス
フ
ェ
ル
ト
監
獄
で
は
、
受
刑
者
の
自
治
を
採
用

し
、
受
刑
者
は
観
察
級
（B

eo
b
a
ch
tu
n
g
sstu

fe

）、
処
遇
級
（B

eh
a
n
d
lu
n
g
sstu

fe

）、
保
護
級
（B

ew
a
h
ru
n
g
sstu

fe

）
の
三
段
階
の
処

遇
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
各
級
に
は
世
話
人
（F

u
rso

rg
er

）
と
し
て
の
職
員
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
彼
は
日
々
の
生
活
の
指
導

者
で
あ
る
と
同
時
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
の
職
務
を
担
っ
て
い
た
。

制
度
の
概
要
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
受
刑
者
は
ま
ず
観
察
級
に
六
か
月
間
入
る
。
一
日
の
大
半
を
労
役
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
で

過
ご
し
、
そ
れ
を
通
し
て
自
己
規
律
を
学
び
、
釈
放
後
に
仕
事
を
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
訓
練
を
受
け
た
。
そ
れ
か
ら
処
遇
級
に
移
る
。
受

刑
者
は
、
日
中
は
雑
居
拘
禁
で
、
夜
間
は
独
居
拘
禁
と
な
る
。
雑
居
拘
禁
の
間
は
労
役
が
課
さ
れ
、
週
に
二
回
は
運
動
を
す
る
機
会
が
与
え

ら
れ
た
。
そ
の
他
、
合
唱
、
弦
楽
合
奏
団
、
吹
奏
合
奏
団
な
ど
の
音
楽
グ
ル
ー
プ
の
結
成
、
ラ
ジ
オ
の
共
同
聴
取
、
所
内
新
聞
へ
の
参
画
、

日
曜
日
の
休
息
時
間
、
受
刑
者
図
書
室
の
設
置
な
ど
が
試
み
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
将
来
良
好
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
た

受
刑
者
は
、
保
護
級
に
進
ん
だ
。
日
中
は
農
業
に
従
事
し
、
夜
間
は
鍵
の
か
け
ら
れ
た
部
屋
に
居
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
受
刑
者
は

可
能
な
限
り
自
由
な
社
会
で
の
生
活
と
同
様
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
自
治
は
保
護
級
で
初
め
て
許
さ
れ
、
受
刑
者
は
独
自
に
委

員
会
を
結
成
し
、
自
由
時
間
を
ど
の
よ
う
に
使
う
か
と
い
う
こ
と
を
自
分
た
ち
自
身
で
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

移
行
施
設
」
で
は
、

出
所
後
の
受
刑
者
の
生
活
を
考
慮
し
て
ほ
と
ん
ど
外
部
と
同
じ
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ウ
ン
タ
ー
マ
ス
フ
ェ
ル
ト
監
獄
で
の
生
活
は
、
他
の
ラ
ン
ト
で
の
累
進
制
度
か
ら
抜
き
ん
出
て
多
く
の
自
由
が
認
め
ら
れ
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て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
措
置
は
「
刑
務
所
生
活
の
社
会
に
お
け
る
生
活
状
態
へ
の
漸
進
的
、
段
階
的
な
同
化37

）」
を
意
味
し
、

時

代
に
は
る
か
に
先
ん
じ
て
い
た38

）」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
ウ
ン
タ
ー
マ
ス
フ
ェ
ル
ト
で
の
取
り
組
み
が
総
じ
て
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
従
来
の
応
報
的
な

刑
罰
観
に
急
進
的
な
変
化
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
受
刑
者
に
日
々
相
対
す
る
現
場
の
刑
務
官
か
ら
も
不
評
を
買
う
こ
と
と
な
っ
た
。

刑
務
官
の
一
人
は
、
教
育
刑
が
導
入
さ
れ
て
以
来
、
受
刑
者
の
反
乱
や
刑
務
官
に
対
す
る
暴
力
が
相
次
ぎ
、
現
在
の
非
暴
力
的
で
教
育
的
な

行
刑
で
は
全
く
抵
抗
で
き
な
い
こ
と
を
訴
え
る
書
状
を
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
司
法
省
に
書
き
送
っ
て
い
る39

）。
ま
た
、
他
の
ラ
ン
ト
の
行
刑
指

針
も
再
社
会
化
の
要
素
を
認
め
な
が
ら
、
同
時
に
「
刑
罰
の
害
悪
」
を
与
え
る
こ
と
や
「
秩
序
と
規
律
」
の
維
持
が
目
的
と
し
て
残
さ
れ
、

応
報
的
な
刑
罰
観
を
保
持
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
各
ラ
ン
ト
に
お
い
て
一
九
二
三
年
原
則
の
実
質
的
な
導
入
は
進
ま
な
か
っ
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
一
九
二
三
年
原
則
が
あ
く
ま
で
ラ
ン
ト
政
府
間
の
協
定
事
項
に
過
ぎ
ず
、
法
律
と
し
て
の
地
位
を
有
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

一
方
で
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
諸
政
党
も
社
会
と
の
同
化
の
努
力
を
行
っ
て
い
た
。
当
時
の
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
（
以
下
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
の

行
刑
政
策
は
基
本
的
に
再
社
会
化
思
想
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
Ｓ
Ｐ
Ｄ
は
当
時
の
刑
務
所
に
お
け
る
受
刑
者
の
孤
立
し
た
生
活
状
態

を
問
題
視
し
、
教
育
思
想
の
見
地
か
ら
社
会
と
の
同
化
を
求
め
た
。
具
体
的
に
は
、
沈
黙
の
規
則
、
独
居
拘
禁
及
び
多
く
の
懲
戒
処
分
の
廃

止
を
求
め
て
努
力
し
た40

）。
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
提
案
は
、
結
果
に
お
い
て
は
「
一
般
的
な
生
活
状
態
」
と
の
距
離
を
縮
め
る
十
分
な
成
果
を
も
た
ら
す

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
他
の
政
党
に
比
べ
る
と
改
善
思
想
を
貫
い
て
積
極
的
な
提
案
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上

の
先
駆
者
と
し
て
の
役
割
」
を
果
た
し
た
と
評
価
さ
れ
る41

）。
そ
の
他
、
ド
イ
ツ
共
産
党
は
、
労
働
、
教
育
、
生
活
の
領
域
で
、
書
籍
、
新
聞
、

ラ
ジ
オ
の
よ
り
多
く
の
利
用
と
配
偶
者
と
の
接
見
に
関
し
て
、
社
会
と
の
同
化
を
求
め
た42

）。

教
育
刑
に
よ
る
行
刑
の
改
善
は
、
国
全
体
で
追
求
さ
れ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
時
代
の
行

刑
法
制
定
の
試
み
は
近
い
将
来
結
実
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
統
一
的
行
刑
法
典
制
定
の
動
き
は
、
一
九
三
〇
年
の
帝
国
議
会
の
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解
散
に
よ
っ
て
頓
挫
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

第
二
節

第
三
帝
国
期

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
行
刑
に
関
す
る
改
革
努
力
の
挫
折
に
追
い
打
ち
を
か
け
た
の
は
国
家
社
会
主
義
の
台
頭
で
あ
っ
た
。
一
九
三
二
年

七
月
の
選
挙
で
ナ
チ
ス
党
が
第
一
党
と
な
る
と
、
三
三
年
に
入
っ
て
か
ら
の
数
か
月
で
、
各
ラ
ン
ト
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
行
刑
改
良
に
貢
献

し
て
き
た
進
歩
派
が
一
掃
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た43

）。
ナ
チ
ス
の
行
刑
思
想
の
影
響
は
、
ラ
ン
ト
の
法
律
に
も
表
れ
た
。
例
え
ば
、
一
九
三
三

年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
新
し
い
行
刑
規
則
（D

ien
st-

u
n
d
 
V
o
llzu

g
so
rd
n
u
n
g
 
fu
r
 
G
efa

n
g
en
en
a
n
sta
lten

 
d
er
 
P
reu

ssisch
en
 
Ju
-

stizv
erw

a
ltu
n
g
,
d
en 1.

A
u
g
u
st 1933

）
は
、
受
刑
者
の
生
活
状
態
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
市
民
の
職
を
失
っ
て
い
る
も
の
以
下
の
水
準
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
た
（
一
七
条
）。
ま
た
、
懲
役
囚
（Z

u
ch
th
a
n
g
sg
efa

n
g
en
e

）
に
は
二
か
月
に
一
度
の
発
信
ま
た

は
受
信
し
か
許
さ
れ
な
か
っ
た
（
一
九
条
）。

一
方
、
連
邦
レ
ベ
ル
で
は
、
一
九
三
四
年
に
公
布
さ
れ
た
「
自
由
刑
の
執
行
並
び
に
自
由
剥
奪
を
伴
う
保
安
及
び
改
善
の
処
分
の
執
行
に

関
す
る
命
令44

）」
が
、
そ
れ
ま
で
の
教
育
思
想
を
転
換
し
、
刑
罰
目
的
に
威
嚇
と
応
報
を
再
び
導
入
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
た
。
行
刑
に

関
し
て
は
、

自
由
剥
脱
は
（
…
）
受
刑
者
に
と
っ
て
き
び
し
い
害
悪
と
な
る
よ
う
に
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

四
八
条
一
項
）
こ

と
が
確
立
さ
れ
、
受
刑
者
の
生
活
態
度
は
、
最
下
層
の
国
民
の
生
活
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
た
（
一
七
条
）。

さ
ら
に
、
一
九
四
〇
年
の
統
一
行
刑
令45

）で
は
、
民
族
共
同
体
の
一
員
と
し
て
の
改
善
が
説
か
れ
た
。

第
四
八
条

⑴

自
由
刑
の
執
行
に
よ
り
、
民
族
が
保
護
さ
れ
、
実
行
さ
れ
た
不
法
が
贖
わ
れ
、
新
し
い
可
罰
行
為
の
実
行
が
妨
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

（84-４- ）921 15
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な
い
。

⑵

特
に
執
行
が
目
的
と
す
る
の
は
、
刑
務
所
生
活
一
般
の
印
象
に
よ
り
、
ま
た
、
厳
格
な
有
用
労
働
や
規
律
及
び
秩
序
へ
の
習
慣
づ
け
に

よ
り
、
受
刑
者
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
あ
り
、
改
善
能
力
の
あ
る
受
刑
者
に
、
自
由
な
生
活
に
戻
っ
た
時
に
民
族
共
同
体
の
有
用
な
構
成

員
と
し
て
適
合
し
て
い
く
よ
う
に
訓
練
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
行
刑
は
、
自
由
刑
の
過
酷
さ
を
強
調
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
、
内
面
に
お
け
る
反
省
を
激
し
く
迫
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
ま

た
、
民
族
共
同
体
の
名
の
下
に
、
労
働
と
規
律
秩
序
へ
の
習
慣
づ
け
に
よ
っ
て
有
用
な
人
間
に
矯
正
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

第
三
節

第
二
章
の
小
括

以
上
か
ら
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
期
は
、
上
か
ら
の
教
育
刑
の
理
念
の
押
し
付
け
に
対
し
て
、
各
ラ
ン
ト
や
第
一
線
に
立
つ
刑
務
官
か
ら

は
反
発
が
強
か
っ
た
一
方
で
、
行
刑
改
革
の
意
識
も
強
く
見
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
と
総
括
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
ナ
チ
ス
行
刑
の

基
本
的
発
想
は
、
受
刑
者
の
内
面
へ
の
干
渉
や
、
労
働
と
秩
序
維
持
へ
の
習
慣
づ
け
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
つ
ら
く
厳
し
い
受
刑
生
活

を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
仮
に
そ
れ
ら
の
思
想
に
類
似
し
た
考
え
に
基
づ
く
行
刑
が
過
度
に
追
求
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な

行
刑
と
な
り
得
る
の
か
を
ナ
チ
ス
行
刑
は
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

５
）

V
g
l.
T
h
eod

or von
 
H
ippel,

B
eitra

g
e zu

r G
esch

ich
te d

er F
reih

eitstra
fe,

Z
S
tW
 
B
d 18,

1898,
S
.
419ff.

６
）

ド
イ
ツ
に
お
け
る
懲
治
場
の
展
開
に
つ
い
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ゼ
ラ
ー
ト
（
石
塚
伸
一
訳
）

ド
イ
ツ
刑
事
司
法
史
に
お
け
る
自
由
刑
の
起
源
と

展
開
に
つ
い
て
」
北
九
州
大
学
法
政
論
集
一
八
巻
二
号
（
一
九
九
〇
年
）
三
五
〇

三
三
五
頁
を
参
照
。
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７
）

た
だ
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
残
虐
な
死
刑
や
身
体
刑
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
刑
罰
全
体
を
貫
く
固
有
の
合
理
性
が
あ
り
、
時
代
背
景
ぬ
き
に
そ
の
優

劣
を
つ
け
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
。
阿
部
謹
也
『
刑
吏
の
社
会
史
』

中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
）
は
中
世
ド
イ
ツ
に
お
け
る
身
体
刑
中
心
の
執
行

体
系
と
そ
の
執
行
の
あ
り
様
、
そ
し
て
こ
れ
ら
を
必
要
と
し
た
社
会
の
特
徴
を
描
い
て
い
る
。

８
）

K
lau
s L

au
ben

th
al,

S
tra
fv
o
llzu

g
,
7.A

u
fl.,

B
erlin H

eid
elb
erg 2015,

R
n
.
95.

三
〇
年
戦
争
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
対
立

を
背
景
と
し
て
勃
発
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
巻
き
込
み
な
が
ら
一
六
一
八
年
か
ら
一
六
四
八
年
ま
で
続
い
た
。
主
戦
場
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
は
特
に
被
害

が
大
き
か
っ
た
。
阿
部
謹
也
『
物
語

ド
イ
ツ
の
歴
史
』
中
公
新
書
（
二
〇
〇
九
年
）
一
四
四
頁
以
下
を
参
照
。

９
）

Jo
h
n H

o
w
a
rd
,
T
h
e S

ta
te o

f th
e P

riso
n
s,
(J.

M
.
D
en
t,
1929).

ジ
ョ
ン
・
ハ
ワ
ー
ド
（
湯
浅
猪
平
訳
）『
監
獄
事
情
』

矯
正
協
会
、
一
九

七
二
年
）。
抄
訳
と
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
ハ
ワ
ー
ド
（
川
北
稔
‖
森
本
真
美
訳
）『
十
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
監
獄
事
情
』
岩
波
文
庫
（
二
〇
一
五
年
）。

10
）

ハ
ワ
ー
ド
（
湯
浅
訳
）
・
同
上
三
五
頁
。

11
）

ハ
ワ
ー
ド
（
川
北
‖
森
本
訳
）
・
前
掲
注

９
）九
〇

一
〇
四
頁
、
一
一
八

一
二
四
頁
、
一
五
三

一
五
六
頁
を
参
照
。

12
）

W
a
g
n
itz

及
びJu

liu
s

に
つ
い
て
、
山
中
敬
一
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
受
刑
者
の
法
的
地
位
の
展
開
（
一
）」
法
学
論
叢
九
五
巻
五
号
（
一
九
七
四

年
）
六
七
頁
以
下
を
参
照
。

13
）

一
九
世
紀
初
頭
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
監
獄
改
良
運
動
に
つ
い
て
、
土
井
政
和
「
犯
罪
者
援
助
と
社
会
復
帰
行
刑
（
一
）」
九
大
法
学
四
七
号
（
一
九

八
四
年
）
七
〇

七
一
頁
。

14
）

H
ein
z M

u
ller-D

ietz
,
D
ie b

ish
erig

e E
n
tw
ick

lu
n
g a

u
f d
em
 
G
eb
iet d

es S
tra
fv
o
llzu

g
srech

ts,
in
:
A
rth
u
r K

a
u
fm
a
n
n
(H
rsg

.),
D
ie

 
S
tra
fv
o
llzu

g
srefo

rm
,
K
a
rlsru

h
e 1971,

S
.
83f.

15
）

こ
れ
に
先
立
っ
て
、
一
八
七
〇
年
三
月
四
日
の
帝
国
議
会
の
会
議
に
お
い
て
、
自
由
刑
の
執
行
を
連
邦
法
に
よ
っ
て
規
制
す
る
と
い
う
提
案
が
な
さ

れ
た
が
、
連
邦
行
刑
法
典
が
個
々
の
ラ
ン
ト
に
連
邦
構
成
員
の
財
政
力
を
上
回
る
財
政
的
負
担
を
課
し
て
し
ま
う
と
い
う
政
府
代
表
者
の
懸
念
か
ら
、
否

決
さ
れ
た
。
し
か
し
刑
法
典
が
帝
国
法
律
と
し
て
継
承
さ
れ
た
た
め
、
立
法
者
に
対
し
一
層
の
圧
力
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。H

ein
z M

u
ller-D

ietz
,

S
tra
fv
o
llzu

g
sg
esetzg

eb
u
n
g u

n
d S

tra
fv
o
llzu

g
srefo

rm
,
K
o
ln B

erlin B
o
n
n M

u
n
ch
en 1970,

S
.
5f.

16
）

E
n
tw
u
rf ein

es G
esetzes u

b
er d

ie V
o
llstreck

u
n
g v

o
n F

reih
eitsstra

fen
,
B
R
-D
rs.

1879.
B
d 2,

N
r.
56.

17
）

G
ru
n
d
sa
tze,

w
elch

e b
ei d

em
 
V
o
llzu

g
e g

erich
tlich erk

a
n
n
ter F

reih
eitsstra

fen b
is zu w

eiterer g
em
ein
sa
m
er R

eg
elu
n
g zu

r
 

A
n
w
en
d
u
n
g k

o
m
m
en
,
Z
en
tra
lb
la
tt fu

r d
a
s D

eu
tsch

e R
eich 1897,

S
.
308ff.

18
）

M
u
ller-D

ietz
,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
15),

S
.
10.

19
）

ハ
イ
ン
ツ
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
‖
デ
ィ
ー
ツ
（
宮
澤
浩
一
・
勝
亦
藤
彦
訳
）

グ
ス
タ
フ
・
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
の
眼
か
ら
み
た
行
刑
」
法
学
研
究
六
八
巻
三
号

（
一
九
九
五
年
）
三
頁
。
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20
）

G
u
sta
v R

a
d
b
ru
ch
s E

n
tw
u
rf ein

es a
llem

ein
en D

eu
tsch

en S
tra
fg
esetzb

u
ch
es
(1922),

T
h
u
b
in
g
en 1952.

21
）

G
u
stav R

ad
bru

ch
,
D
er E

n
tzieh

u
n
g
sg
ed
a
n
k
e im

 
S
tra
fw
esen

,
in
:
D
er M

en
sch im

 
R
ech

t,
2.
A
u
fl.,

1961,
S
.
50ff.

22
）

E
b
en
d
a
,
S
.
52f.

23
）

E
b
en
d
a
,
S
.
56f.

24
）

G
u
stav R

ad
bru

ch
,
P
sy
ch
o
lo
g
ie d

er G
efa

n
g
en
sch

a
ft,

Z
S
tW
 
B
d 32,

1911,
S
.
339ff.

25
）

E
b
en
d
a
,
S
.
348f.

26
）

E
b
en
d
a
,
S
.
352.

27
）

E
b
en
d
a
,
S
.
351.

28
）

E
b
en
d
a
,
S
.
351.

29
）

H
ein
z M

u
ller-D

ietz
,
D
er S

tra
fv
o
llzu

g in d
er S

ich
t G

u
sta
v R

a
d
b
ru
ch
s,
in
:
P
eter-A

lexis A
lbrech

t,
A
lexan

d
er P

.
F
.
E
h
lers,

F
ran

ziska L
am
ott,

C
h
ristian P

feiffer,
H
an
s-D

ieter S
ch
w
in
d
,
M
ich
ael W

alter
(H
rsg

.),
F
estsch

rift fu
r H

o
rst S

ch
u
ler-S

p
rin
g
o
ru
m

 
zu
m
 
65.

G
eb
u
rtsta

g
,
K
o
ln B

erlin B
o
n
n M

u
n
ch
en 1993,

S
.
622.

30
）

B
erth

old
 
F
reu

d
en
th
al,

D
ie sta

a
tlich

e S
tellu

n
g d

es G
efa

n
g
en
en
,
Jen

a 1909,
Z
fS
trV

o 1955,
S
.
157ff.

邦
訳
と
し
て
、
小
川
太
郎

「
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
・
囚
人
の
国
法
上
の
地
位
」
亜
細
亜
法
学
八
巻
一
号
（
一
九
七
三
年
）
一
二
二
頁
以
下
。
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
の
学
説
に
つ
い
て
、

宮
沢
浩
一
「
刑
事
政
策
家
と
し
て
の
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
」
法
学
研
究
四
三
巻
八
号
（
一
九
七
〇
年
）
一

二
九
頁
、
同
巻
九
号
（
同
年
）
四
〇

六
五
頁
。

31
）

R
ad
bru

ch
,
a
.a
.O
.
(21),

S
.
57.

32
）

一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
は
、
応
報
刑
論
と
目
的
刑
論
（
特
別
予
防
論
）
と
の
折
衷
・
統
合
が
進
み
、
自
由
刑
に
よ
る
受
刑
者
の

改
善
更
生
と
い
う
考
え
方
が
、
刑
法
学
の
中
で
も
次
第
に
一
般
化
し
て
い
っ
た
時
期
で
あ
る
こ
と
も
背
景
と
し
て
指
摘
で
き
る
。

33
）

G
ru
n
d
sa
tze d

er fu
r d
en V

o
llzu

g v
o
n F

reih
eitsstra

fen
,
R
G
B
l.
II 1923,

S
.
263ff;

M
a
teria

lien zu
r S

tra
frech

tsrefo
rm
,
6.
B
d
,

B
o
n
n 1954,

S
.
123ff.

邦
訳
と
し
て
、
正
木
亮
‖
辻
敬
助
訳
『
獨
逸
行
刑
法
規
』

刑
務
協
会
出
版
部
、
一
九
二
八
年
）。

34
）

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
同
時
に
「
刑
罰
の
害
悪
を
加
え
、
規
律
と
秩
序
を
維
持
す
る
」
と
の
文
言
も
あ
り
、
な
お
応
報
的
な
刑
罰
観
が
残
存
す
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
佐
藤
公
紀
「『
文
明
化
』
と
刑
罰
｜
『
応
報
』
か
ら
『
教
育
』
へ
」
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
一
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
六
九
頁
を
参
照
。

35
）

訳
は
佐
藤
・
同
上
六
六
頁
に
拠
る
。

36
）

V
g
l.
Isabell M

atth
ey
,
D
er A

n
g
leich

u
n
g
sg
ru
n
d
sa
tz n

a
ch

3 S
tV
o
llzG

,
F
ra
n
k
fu
rt a

m
 
M
ein 2011,

S
.
35f.

37
）

W
olfgan

g L
estin

g
,
N
o
rm
a
lisieru

n
g im

 
S
tra
fv
o
llzu

g
,
P
fa
ffen

w
eiler 1988,

S
.
35.

38
）

E
b
en
d
a
,
S
.
36.
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39
）

T
h
u
rin
g
isch

es H
a
u
p
tsta

a
tsa
rch

iv W
eim

a
r,
T
u
rin
g
isch

es Ju
stizm

in
isteriu

m
 
N
r.
423,

B
l.
459.

佐
藤
・
前
掲
注

34
）六
九
頁
を
参

照
。
な
お
、
原
典
を
披
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

40
）

Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
要
求
の
一
部
は
、
一
九
一
八
年
か
ら
一
九
二
三
年
の
間
に
省
令
の
公
布
に
よ
っ
て
、
特
に
プ
ロ
イ
セ
ン
と
ザ
ク
セ
ン
に
お
い
て
実
現
さ
れ

た
。
そ
れ
は
沈
黙
制
の
廃
止
、
信
書
発
受
の
要
件
の
緩
和
、
日
刊
紙
購
読
の
許
可
、
多
く
の
懲
戒
処
分
の
廃
止
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。L

estin
g
,
a
.

a
.O
.
(A
n
m
.
37),

S
.
30f.

41
）

L
estin

g
,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
37),

S
.
31.

42
）

L
estin

g
,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
37),

S
.
37.

43
）

ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
期
か
ら
第
三
帝
国
期
に
か
け
て
の
行
刑
の
分
野
に
お
け
る
変
化
に
つ
い
て
、
ナ
サ
ニ
エ
ル
・
キ
ャ
ン
タ
ー
（
訳
者
不
詳
）

ナ
チ

ス
の
行
刑
改
革
｜
１
９
３
３
｜
」
刑
政
四
七
巻
三
号
（
一
九
三
四
年
）
三
六

四
四
頁
を
参
照
。
同
論
文
に
よ
れ
ば
、
ナ
チ
ス
の
司
法
大
臣
た
ち
は
、
ワ

イ
マ
ー
ル
期
の
行
刑
を
唾
棄
す
べ
き
女
々
し
い
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
考
え
て
い
た
。
同
四
二
頁
。

44
）

V
ero

rd
n
u
n
g u

b
er d

en V
o
llzu

g v
o
n F

reih
eitsstra

fen u
n
d v

o
n M

a
ß
reg

eln d
er S

ich
eru

n
g u

n
d B

esseru
n
g
,
R
G
B
l.
I 1934,

S
.

383ff.

45
）

V
erein

h
eitlich

u
n
g
 
d
er D

ien
st-

u
n
d
 
V
o
llzu

g
sv
o
rsch

riften
 
fu
r d

en
 
S
tra
fv
o
llzu

g
 
im
 
B
ereich

 
d
er R

eich
sju
stizv

erw
a
ltu
n
g

(S
tra
fv
o
llzu

g
o
rd
n
u
n
g
),
A
m
tlich

e S
o
n
d
erv

ero
ffen

tlich
u
n
g d

er D
eu
tsch

en Ju
stiz N

r.
21.

邦
訳
と
し
て
、
小
川
太
郎
訳
「
１
９
４
０
年
ド

イ
ツ
統
一
行
刑
法
規
（
一
）
〜
（
四
）」
季
刊
刑
政
五
五
巻
一
号
（
一
九
四
二
年
）
八
六

一
〇
七
頁
、
同
巻
二
号
（
同
年
）
一
四
一

一
四
八
頁
、
同
巻

三
号
（
同
年
）
九
九

一
一
二
頁
、
同
巻
四
号
（
同
年
）
九
七

一
一
〇
頁
、
五
六
巻
一
号
（
一
九
四
三
年
）
一
〇
三

一
一
六
頁
、
同
巻
二
号
（
同
年
）

一
〇
九

一
一
六
頁
、
同
巻
三
号
（
同
年
）
六
九

七
六
頁
、
同
巻
四
号
（
同
年
）
九
一

一
〇
一
頁
。
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第
三
章

再
社
会
化
思
想
の
発
展
と
同
化
原
則
の
定
着
｜
戦
後
の
行
刑
改
革
か
ら
連
邦
行
刑
法
ま

で

第
一
節

戦
後
の
行
刑
改
革
期

一
九
四
五
年
以
後
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
か
ら
の
回
復
に
向
け
た
努
力
が
始
ま
っ
た
。
多
く
の
ラ
ン
ト
で
は
、
行
刑
の
組
織
や
受
刑

者
の
処
遇
と
法
的
地
位
を
規
定
す
る
行
政
命
令
が
新
た
に
公
布
さ
れ
、
一
九
六
一
年
に
は
「
服
務
及
び
執
行
令46

）」
が
協
定
さ
れ
た
。
注
目
さ

れ
る
の
は
、
行
刑
の
目
的
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。

第
五
七
条

⑴

自
由
刑
の
執
行
は
、
公
共
の
保
護
に
役
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
受
刑
者
に
対
し
、
彼
が
実
行
し
た
不
法
に
と
っ
て
代
わ
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
の
洞
察
を
助
け
、
か
つ
受
刑
者
が
再
び
共
同
体
に
復
帰
す
る
こ
と
に
役
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
執
行
は
将
来
合
法
的

で
秩
序
あ
る
生
活
を
送
ろ
う
と
す
る
受
刑
者
の
意
思
と
能
力
を
覚
醒
し
、
強
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵

こ
れ
ら
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
行
刑
は
受
刑
者
の
人
格
を
参
酌
し
、
そ
の
有
害
な
傾
向
を
除
去
し
、
そ
の
人
格
の
都
合
の
よ
い

結
節
点
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
は
、
行
刑
の
目
的
と
し
て
、
公
共
の
保
護
、
贖
罪
、
再
社
会
化
の
三
つ
を
掲
げ
て
い
る
。
位
置
関
係
上
、

公
共
の
保
護
」
が
第

一
の
目
的
と
な
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
に
は
行
刑
の
目
的
を
民
族
の
保
護
に
設
定
し
た
一
九
四
〇
年
の
統
一
行
刑
令
と
の
類
似
性
が
見
ら
れ

る
た
め
、
批
判
の
的
と
な
っ
た47

）。
一
方
、
行
刑
に
関
し
て
は
、
刑
事
法
の
改
正
は
行
刑
法
規
の
発
布
と
一
括
さ
れ
て
初
め
て
完
結
し
た
も
の

（法政研究84-４- ）20 926
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に
な
る
と
い
う
見
解
が
一
九
六
二
年
の
刑
法
政
府
草
案
の
準
備
作
業
の
中
で
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
た48

）。

一
九
六
七
年
一
〇
月
五
日
、
連
邦
司
法
大
臣G

u
sta
v
 
W
.
H
ein
em
a
n
n

がR
u
d
o
lf S

iv
erts

博
士
を
委
員
長
と
す
る
一
八
名
の
委
員

か
ら
な
る
行
刑
委
員
会
（S

tra
fv
o
llzu

g
sk
o
m
issio

n

）
を
召
集
し
、
法
案
の
作
成
に
着
手
さ
せ
た
。
そ
の
作
業
は
国
連
最
低
基
準
規
則
の

影
響
を
受
け
て
い
た
。
行
刑
委
員
会
は
、

受
刑
者
の
取
り
扱
い
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
行
刑
委
員
会
の
原
則
」
に
お
い
て
、

行
刑
委
員
会

は
（
…
）
次
の
協
議
の
際
に
、
行
刑
法
の
推
敲
の
場
合
に
国
連
の
最
低
基
準
が
十
分
に
充
た
さ
れ
る
こ
と
を
顧
慮
」
し
、

刑
務
所
内
の
生

活
は
施
設
外
の
生
活
に
で
き
る
だ
け
同
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い49

）」
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。

一
九
六
八
年
の
第
二
回
行
刑
委
員
会
で
は
、S

ch
u
ller-S

p
rin
g
o
ru
m

が
再
社
会
化
を
唯
一
の
行
刑
目
的
（V

o
llzu

g
sziel

）
と
す
る
こ

と
を
主
張
し
た50

）。
彼
に
よ
れ
ば
、
保
安
（S

ich
eru

n
g

）、
贖
罪
（S

u
h
n
e

）
並
び
に
応
報
（V

erg
eltu

n
g

）
と
刑
罰
害
悪
（S

tra
fu
b
el

）

に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
す
べ
て
の
こ
と
は
、
行
刑
目
的
と
し
て
は
除
外
さ
れ
る
。
保
安
は
、
受
刑
者
を
拘
禁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
を
安
全

に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
強
制
的
な
自
由
剥
奪
が
す
で
に
概
念
上
不
可
欠
に
含
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
由
刑
の
本
質
に
属
す

る
も
の
の
、
そ
の
執
行
の
目
的
で
は
な
い
。
類
似
し
た
こ
と
は
応
報
と
害
悪
に
も
当
て
は
ま
る
。
ま
た
、
贖
罪
は
応
報
の
崇
高
な
形
式
か
、

改
善
の
微
細
な
形
式
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
贖
罪
が
応
報
で
あ
れ
ば
応
報
に
対
す
る
批
判
が
当
て
は
ま
り
、
改
善
で
あ
る
と
し
て
も
、

純
粋
な
内
部
事
項
と
し
て
検
証
可
能
性
を
逃
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た51

）。

そ
の
後
の
「
第
一
次
行
刑
法
作
業
草
案52

）」
で
は
、
再
社
会
化
は
、
法
律
全
体
に
妥
当
す
る
行
刑
目
的
と
し
て
で
は
な
く
、
処
遇
目
的

（B
eh
a
n
d
lu
n
g
sziel

）
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。
な
お
、
処
遇
目
的
と
し
て
の
再
社
会
化
の
形
成
は
、
結
局
、
委
員
会
草
案
に
お
い
て
採
用

さ
れ
、
政
府
草
案
で
も
受
け
継
が
れ
た
。
行
刑
法
対
案
は
、
行
刑
目
的
で
は
な
く
処
遇
目
的
と
す
る
こ
と
は
位
置
づ
け
の
後
退
と
捉
え
て
い

る
。
そ
の
後
、
一
九
七
七
年
に
発
効
さ
れ
た
連
邦
行
刑
法
で
は
、
再
社
会
化
を
行
刑
目
的
（
第
二
条
第
一
文
）
と
し
て
規
定
し
た
も
の
の
、

公
共
の
保
護
」

第
二
条
第
二
文
）
の
挿
入
に
よ
っ
て
二
条
の
形
式
は
再
社
会
化
に
関
し
て
妥
協
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る53

）。

一
九
六
九
年
、
第
一
次
及
び
第
二
次
刑
法
改
正
法
の
成
立
と
と
も
に54

）、
行
刑
の
法
律
的
規
制
の
障
害
は
な
く
な
っ
た
。
同
年
に
は
「
行
刑

（84-４- ）927 21
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法
発
効
前
の
改
革
措
置
に
関
す
る
規
定55

）」
で
、
行
刑
の
自
由
化
に
関
す
る
措
置
を
提
案
し
た
。
そ
こ
で
は
同
化
思
想
を
顧
慮
し
て
、
新
聞
、

雑
誌
、
書
籍
の
購
入
の
緩
和
、
個
人
が
所
有
で
き
る
物
品
を
増
や
す
こ
と
、
面
会
と
信
書
の
発
受
の
制
限
の
緩
和
、
拘
禁
休
暇
等
が
内
容
と

し
て
含
ま
れ
て
い
た
。

行
刑
委
員
会
は
一
九
七
一
年
の
第
一
三
回
会
議
に
お
い
て
、
行
刑
法
の
最
初
の
草
案
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
で
初
め
て
同
化
原
則
を
法
律
で
示

し
た56

）と
さ
れ
る
「
自
由
刑
及
び
自
由
を
剥
脱
す
る
改
善
保
安
処
分
の
施
行
に
関
す
る
法
律
の
草
案
（E

n
tw
u
rf ein

es G
esetzes u

b
er d

en
 

V
o
llzu

g d
er B

esseru
n
g u

n
d

57
）

S
ich
eru

n
g

）」

以
下
、
委
員
会
草
案
）
を
決
議
し
た58

）。
委
員
会
草
案
の
大
き
な
特
徴
は
、
処
遇
の
目
的

と
、
自
由
刑
執
行
の
原
則
に
関
す
る
諸
条
項
に
表
れ
て
い
た
。

第
三
条

処
遇
の
目
的

自
由
刑
の
執
行
に
お
い
て
、
受
刑
者
は
、
将
来
社
会
的
な
責
任
に
お
い
て
、
犯
罪
を
犯
す
こ
と
な
く
生
活
す
る
能
力
を
付
与
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
処
遇
目
的
）。

第
三
条
ａ

行
刑
の
諸
原
則

⑴

行
刑
は
、
そ
れ
が
受
刑
者
に
、
自
由
な
生
活
に
復
帰
す
る
の
を
助
け
る
よ
う
に
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵

行
刑
に
お
け
る
生
活
は
、
社
会
の
生
活
状
態
に
で
き
る
だ
け
同
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

D
a
s L

eb
en im

 
V
o
llzu

g ist d
en

 
a
llg
em
ein
en L

eb
en
sv
erh

a
ltn
issen so w

eit a
ls m

o
g
lich a

n
zu
g
leich

en
.

）

⑶

自
由
剥
奪
の
侵
害
的
効
果
は
、
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

委
員
会
草
案
は
、
三
条
「
処
遇
の
目
的
」
の
具
体
化
と
し
て
、
こ
の
三
条
ａ
に
行
刑
の
諸
原
則
を
定
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
最
低
限
の

（法政研究84-４- ）22 928
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要
求
と
し
て
「
社
会
復
帰
原
則
（In

teg
ra
tio
n
sg
ru
n
d
sa
tz

）」、
自
由
刑
の
「
侵
害
排
除
原
則
（G

eg
en
steu

eru
n
g
sg
ru
n
d
sa
tz

）」
と

並
ん
で
、

同
化
原
則
（A

n
g
leich

u
n
g
sg
ru
n
d
sa
tz

）」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

委
員
会
草
案
が
処
遇
の
目
的
と
し
て
示
し
た
「
再
社
会
化
」
の
概
念
の
理
論
的
基
盤
は
、
社
会
化
の
理
論
と
社
会
国
家
の
理
論
で
あ
る
。

再
社
会
化
処
遇
の
中
核
に
は
、

刑
法
と
衝
突
す
る
こ
と
の
な
い
生
活
」
へ
と
能
力
づ
け
る
こ
と
が
あ
る
と
さ
れ
る59

）。M
ich
a
el M

a
rx

に
よ
れ
ば
、
こ
の
目
的
の
達
成
は
、

調
教
」
も
辞
さ
な
い
「
裸
の
適
応
」
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
べ
き
か
、
自
己
答
責
的
、
社
会
答
責
的

な
成
熟
し
た
人
格
の
形
成
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
点
が
争
わ
れ
、
今
日
（
一
九
七
〇
年
代
）
の
ド
イ
ツ
で
は
明
ら
か
に
後
者

の
立
場
に
有
利
に
進
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
。

社
会
に
適
合
し
国
家
に
従
属
す
る
臣
民
の
教
育
」
や
「
摩
擦
な
く
機
能
す
べ
き
『
社
会
の
必

要
な
共
同
成
員
へ
の
教
育
』」
で
は
な
く
、

社
会
的
責
任
に
お
い
て
生
活
す
る
能
力
を
持
っ
た
、
内
的
及
び
外
的
自
立
性
の
発
展
」、
『
自

立
し
た
』
人
格
」
へ
の
発
展
が
目
的
と
な
っ
て
い
る60

）。

再
社
会
化
の
理
論
的
基
盤
で
あ
る
「
社
会
化
」
と
い
う
概
念
は
、
社
会
心
理
学
に
お
け
る
行
動
理
論
上
の
概
念
で
あ
っ
て
、
人
間
の
各
発

達
段
階
に
お
け
る
社
会
的
・
文
化
的
適
応
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
、

犯
罪
は
、
社
会
化
の
過
程
に
お
け
る
適
応
の
失
敗
で
あ
る
」

と
い
う
犯
罪
原
因
に
関
す
る
見
解
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
行
刑
に
お
い
て
は
、
受
刑
者
の
特
に
幼
少
期
の
社
会
化
過
程
に
お
け
る
欠
陥
が
排

除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
再
社
会
化
）
と
い
う
主
張
と
む
す
び
つ
く
。

再
社
会
化
（R

eso
zia
lisieru

n
g

）」
の
こ
の
よ
う
な
理
解
に

対
し
て
は
次
の
よ
う
な
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
接
頭
辞
の‘re’

が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
か
つ
て
の
社
会
適
応
の
状
態
を

回
復
す
る
の
で
は
な
く
、
人
格
の
発
展
段
階
で
の
社
会
教
育
に
失
敗
し
た
人
々
は
、
今
は
じ
め
て
社
会
的
な
状
態
に
導
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
社
会
化
（S

o
zia
lisa

tio
n

）」
の
用
語
が
よ
り
適
切
と
い
う
の
で
あ
る61

）。

一
方
、
社
会
国
家
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
人
格
の
真
の
展
開
は
、
個
人
の
社
会
へ
の
関
与
及
び
個
人
の
生
活
維
持
に
お
け
る
国
家
の

協
力
が
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
国
家
は
、
今
日
の
社
会
に
お
い
て
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
者
や
社
会

的
弱
者
に
対
し
て
保
護
と
援
助
の
手
を
差
し
出
し
、
犯
罪
者
も
こ
れ
ら
の
中
に
含
ま
れ
る62

）。
す
な
わ
ち
、
行
刑
に
お
い
て
、
国
家
は
受
刑
者

（84-４- ）929 23
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を
援
助
し
、
保
護
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
他
方
、
受
刑
者
は
自
ら
の
社
会
的
欠
損
を
補
償
し
、
社
会
的
共
同
責
任
を
遂
行
す
る
た
め

に
、
行
刑
の
形
成
に
積
極
的
に
協
力
す
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
社
会
国
家
の
理
論
に
関
し
て
は
、
国
家
と
受
刑
者
と
の
現
実
の
力
関
係
や
受
刑
者
が
極
め
て
他
律
的
で
制
限
的
な
状
況
に
置
か

れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
国
家
が
受
刑
者
に
対
し
て
一
方
的
で
、
か
つ
強
制
的
な
処
遇
権
を
有
す
る
一
方
、
受
刑
者
は
国
家
が
要
求

す
る
法
的
義
務
を
ひ
た
す
ら
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
片
務
的
な
関
係
に
容
易
に
転
化
す
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る63

）。
社
会
国

家
原
則
に
よ
る
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
、
再
社
会
化
の
た
め
の
処
遇
は
受
刑
者
の
福
祉
に
役
立
つ
と
い
う
公
式
に
置
き
換
え
ら
れ
、
本

来
の
国
家
刑
罰
権
に
対
す
る
警
戒
を
希
薄
化
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
国
家
に
よ
る
受
刑
者
に
対
す
る
援
助
が
、
憲
法
上
の
原
理
に

よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
再
社
会
化
の
た
め
の
処
遇
に
も
一
定
の
法
的
な
安
全
策
が
設
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
再
社
会
化
を
志
向
す
る
行
刑
法
の
立
法
手
続
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
一
九
七
二
年
三
月
一
四
日
の
決
定64

）で
、
受
刑
者
の
基

本
権
は
法
律
に
よ
り
、
又
は
法
律
に
基
づ
い
て
の
み
制
限
さ
れ
、
立
法
者
に
行
刑
法
制
定
の
た
め
の
猶
予
期
間
を
設
け
る
こ
と
を
述
べ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
早
め
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
一
九
七
二
年
に
連
邦
政
府
が
連
邦
議
会
に
提
出
し
た
「
行
刑
法
政
府
草
案65

）」

以
下
、
政
府
草
案
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
規
定

さ
れ
た
。

第
三
条

行
刑
の
形
成

⑴

行
刑
に
お
け
る
生
活
は
、
社
会
の
生
活
状
態
に
で
き
る
だ
け
同
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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）

⑵

自
由
剥
奪
の
侵
害
的
効
果
は
、
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑶

行
刑
は
、
そ
れ
が
受
刑
者
に
、
自
由
な
生
活
に
復
帰
す
る
の
を
助
け
る
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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委
員
会
草
案
で
は
、
同
様
の
原
則
の
見
出
し
を
「
行
刑
の
諸
原
則
」
と
し
て
い
た
一
方
、
政
府
草
案
で
は
「
行
刑
の
形
成
」
へ
と
変
更
し

た
。
こ
れ
以
降
、
三
つ
の
原
則
を
総
称
し
て
形
成
原
則
（G

esta
ltu
n
g
sp
rin
zip
ien

）
と
呼
称
す
る
よ
う
に
な
る
。
政
府
草
案
の
理
由
書

は
、
行
刑
の
形
成
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
行
刑
形
成
に
と
っ
て
至
高
の
原
則
は
、
基
本
法
一
条
に
基
づ
き
、
人
間
の
尊
厳
を
尊

重
し
擁
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
政
府
草
案
三
条
は
、
こ
の
行
刑
の
憲
法
上
の
前
提
と
政
府
草
案
二
条
の
処
遇
目
的
と
を
さ
ら
に
敷
衍
し
て
、

基
本
課
題
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
化
原
則
と
侵
害
排
除
原
則
は
、
自
由
剥
奪
に
付
随
す
る
好
ま
し
く
な
い
影
響
を
除
く
よ
う
義
務
づ

け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
犯
罪
者
と
い
う
集
団
を
収
容
し
て
い
る
こ
と
や
、
拘
禁
形
態
が
歴
史
的
に
十
分
に
改
善
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
特
に

損
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
施
設
が
有
す
る
生
活
不
適
応
に
な
る
お
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
緩
和
し
、
外
部
と
の
区
別
が
、
不
可
避
的

な
も
の
を
越
え
て
強
め
る
こ
と
の
な
い
よ
う
執
行
職
員
に
義
務
づ
け
て
い
る
、
と
。
行
刑
委
員
会
の
一
員
で
も
あ
っ
たS

ch
u
ler-

S
p
rin
g
o
ru
m

も
、
社
会
復
帰
と
刑
罰
に
お
け
る
「
目
的
と
手
段
の
結
合
（

66
）

Z
iel-M

ittel-K
o
m
b
in
a
tio
n

）」
を
示
し
た
同
化
原
則
に
よ
っ

て
「
一
般
的
な
生
活
環
境
と
行
刑
の
展
開
の
間
の
可
能
な
限
り
少
な
い
相
違
」
が
保
障
さ
れ
、
執
行
官
庁
は
「
こ
の
差
異
の
均
一
化
に
関
し

て
積
極
的
に
な
る
」
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
職
員
が
居
室
へ
立
ち
入
る
際
に
ノ
ッ
ク
を
義
務

づ
け
る
こ
と
な
ど
、
同
化
原
則
か
ら
実
務
に
対
す
る
具
体
的
な
行
動
を
導
き
出
す
試
み
も
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
い
る
。

外
部
と
近
づ
け
る
こ
と
が
、
自
由
の
中
で
の
自
己
責
任
に
基
づ
く
生
活
を
送
る
「
訓
練
（E

in
u
b
en

）」
に
も
な
る
の
で
、
同
化
原
則
は
、

執
行
の
全
体
系
に
お
い
て
全
て
の
個
別
の
措
置
の
際
に
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
執
行
上
の
有
害
な
効
果
を
防
ぐ
必
要
が
あ
る
範
囲

で
の
み
、
外
部
と
の
同
化
に
限
界
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る67

）。

理
由
書
か
ら
、
同
化
原
則
は
、
刑
罰
が
自
由
の
剥
奪
そ
れ
自
体
に
あ
り
、
執
行
の
方
法
に
は
な
い
と
い
う
自
由
刑
純
化
論
の
考
え
に
基
づ

い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
仮
に
そ
の
他
の
害
悪
の
付
加
や
過
度
の
制
約
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
由
剥
奪
の
結
果
と
し
て
避
け
ら
れ
な
い

場
合
に
限
ら
れ
る
。

政
府
草
案
は
委
員
会
草
案
に
依
拠
し
て
い
る
点
で
、
そ
れ
ま
で
の
行
刑
法
規
か
ら
の
進
歩
が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
及
び
ス
イ
ス
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の
刑
法
学
者
ら
か
ら
構
成
さ
れ
る
行
刑
法
対
案
グ
ル
ー
プ
は
、
再
社
会
化
に
は
犯
罪
者
に
対
し
て
行
動
科
学
の
成
果
に
裏
付
け
ら
れ
た
働
き

か
け
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
草
案
に
は
そ
の
よ
う
な
再
社
会
化
の
た
め
の
提
案
が
な
い
こ
と
に
不
満
を
持
っ
た
。

そ
こ
で
、
議
論
の
活
発
化
の
た
め
に
一
九
七
三
年
四
月
に
連
邦
議
会
に
「
行
刑
法
対
案68

）」

以
下
、
対
案
）
を
提
出
し
た
。

対
案
の
行
刑
目
的
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

第
二
条

行
刑
の
目
的

⑴

自
由
刑
と
自
由
剥
奪
を
伴
う
処
分
の
執
行
の
目
的
は
、
確
定
判
決
を
受
け
た
者
が
法
共
同
体
に
再
編
入
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
こ
と
に

あ
る
（
行
刑
の
目
的
）。

⑵

そ
の
執
行
は
、
そ
れ
を
超
え
て
有
罪
者
の
人
格
や
信
念
の
変
革
を
目
指
し
て
は
な
ら
な
い
。

対
案
は
、
委
員
会
草
案
や
政
府
草
案
と
は
異
な
り
、

社
会
的
な
責
任
に
お
い
て
、
犯
罪
を
犯
す
こ
と
な
く
生
活
す
る
能
力
を
付
与
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
文
言
を
排
除
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
能
力
の
付
与
が
も
は
や
国
家
の
行
刑
の
正
規
の
目
的
と
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
認
識
に
立
ち
、
再
社
会
化
処
遇
が
法
共
同
体
へ
の
再
編
入
と
い
う
目
的
を
超
え
る
こ
と
を
危
惧
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。

続
く
三
条
に
は
こ
う
あ
る
。

第
三
条

行
刑
の
原
則

⑴

行
刑
は
、
受
刑
者
が
刑
罰
と
関
係
の
な
い
生
活
を
心
が
け
る
よ
う
に
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
刑
の
形
成
は
、
判
決
に
含
ま

れ
た
行
為
へ
の
社
会
的
非
難
を
強
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

⑵

行
刑
に
お
け
る
生
活
は
、
社
会
の
生
活
状
態
に
適
合
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
受
刑
者
は
私
服
を
着
用
す
る
。
行
刑
は
、
受
刑
者
の

（法政研究84-４- ）26 932
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人
格
に
お
け
る
や
む
を
え
な
い
理
由
が
妨
げ
な
い
か
ぎ
り
、
緩
和
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
定
判
決
を
受
け
た
者
と
外
部
と
の
関
係

は
、
そ
れ
が
行
刑
の
目
的
に
役
立
つ
限
り
、
促
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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⑶

自
由
剥
奪
の
有
害
な
結
果
は
排
除
さ
れ
る
。

対
案
は
、
政
府
草
案
の
「
で
き
る
だ
け
（so

w
eit a

ls m
o
g
lich

）」
と
い
う
文
言
に
よ
る
制
限
を
放
棄
し
、

適
合
の
範
囲
を
刑
務
所
の

現
実
的
な
可
能
性
に
従
属
さ
せ
、
原
則
の
簡
易
化
と
し
て
容
易
に
理
解
さ
れ
る69

）」
よ
う
に
し
た
。
さ
ら
に
続
い
て
、
原
則
の
具
体
的
内
容
と

し
て
私
服
の
着
用
が
示
さ
れ
た
の
は
、
受
刑
者
の
自
信
を
高
め
る
と
い
う
心
理
学
的
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
、
社
会
と
の
同
化
は
そ
れ
自
体
、
自
己
目
的
で
は
な
く
、
対
案
に
お
い
て
も
処
遇
概
念
に
一
致
す
る
か
ぎ
り
で
の
み
生
じ
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
対
案
は
、
そ
の
序
言
で
、
政
府
草
案
が
執
行
の
人
間
化
と
自
由
化
へ
の
傾
向
に
の
み
と
ら
わ
れ
て
い
て
、
受
刑
者
の

社
会
復
帰
の
面
に
は
ほ
と
ん
ど
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
点
を
批
判
し
、
政
府
草
案
以
上
に
「
行
刑
の
目
的
」
を
重
視
し
て
い
る70

）。
そ
の
た

め
に
、
三
条
二
項
に
お
い
て
執
行
の
緩
和
と
、
受
刑
者
の
外
部
交
通
の
促
進
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
外
部
交
通
に
つ
い
て
は
「
行
刑

の
目
的
」
に
役
立
つ
か
ぎ
り
促
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
て
、
政
府
草
案
よ
り
も
外
部
交
通
の
拡
大
を
図
っ
て
い
る
。

一
方
、
同
化
原
則
と
対
立
す
る
関
係
に
あ
る
規
律
秩
序
に
対
し
て
、
対
案
は
無
条
件
に
必
要
な
も
の
の
み
を
秩
序
と
し
て
強
制
で
き
る
に

す
ぎ
な
い
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
信
書
の
差
止
め
が
で
き
る
場
合
の
一
つ
を
「
施
設
の
安
全
が
著
し
く
侵
害
さ
れ
る
と

き
」
に
限
定
し
、

規
律
（
秩
序
）
が
お
び
や
か
さ
れ
る
と
き
」
を
除
外
し
て
い
る
点
は
（
一
一
五
条
一
項
）、
ま
さ
に
そ
の
表
れ
で
あ
る
。

対
案
は
、
社
会
復
帰
を
重
視
す
る
行
刑
目
的
に
つ
い
て
社
会
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
な
い
こ
と
を
看
過
し
、
規
定
を
実
現
す
る
に
は
人
的
・

（84-４- ）933 27
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物
的
負
担
が
大
き
く
理
想
的
に
過
ぎ
る
面
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
対
案
の
踏
み
込
ん
だ
提
案
（
同
化
原
則
の
規
定
形
式
、
処
遇
目
的
へ
の
受

刑
者
の
協
力
義
務
の
排
除71

）等
）
の
多
く
は
、
結
局
立
法
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
再
社
会
化
行
刑
の
た
め
に
妥
協
を
許

さ
な
い
立
法
態
度
は
、
現
行
法
の
問
題
を
あ
ぶ
り
出
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
連
邦
議
会
に
設
け
ら
れ
た
刑
法
改
正
特
別
委
員
会
が
、
一
九
七
五
年
八
月
二
九
日
に
政
府
草
案
に
関
す
る
報
告
と
提
案
を
行
っ

た72
）。

執
行
の
形
成
」
の
部
分
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

第
三
条

執
行
の
形
成

⑴

行
刑
に
お
け
る
生
活
は
、
で
き
る
だ
け
一
般
の
生
活
状
態
に
同
化
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

D
a
s L

eb
en im

 
V
o
llzu

g so
ll d

en a
ll-

g
em
ein
en L

eb
en
sv
erh

a
ltn
issen so

w
eit a

ls m
o
g
lich a

n
g
eg
lich

en w
erd

en
.

）

⑵

自
由
剥
奪
の
侵
害
的
効
果
は
、
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑶

行
刑
は
、
受
刑
者
が
自
由
な
生
活
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
を
援
助
す
る
よ
う
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
、
同
化
原
則
に
関
し
て
重
要
な
変
更
が
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
参
議
院
の
提
案
に
基
づ
き
、
受
刑
者
が
同
化
原
則
か
ら
直

接
権
利
を
主
張
で
き
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
規
定
形
式
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
義
務
規
定
（M

u
ß
-V
o
rsch

rift

）
で
は

な
く
、
訓
示
規
定
（S

o
ll-V

o
rsch

rift

）
と
し
て
行
刑
法
三
条
一
項
は
形
成
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
語
で
は
、
一
般
にso

ll

（
〜
す
べ
き
）
は

k
a
n
n

（
〜
で
き
る
）
よ
り
強
い
意
味
が
あ
る
も
の
の
、ist zu

（
〜
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
よ
り
弱
い
。
連
邦
参
議
院
の
懸
念
は
、
義

務
規
定
が
法
律
知
識
を
持
た
な
い
受
刑
者
に
過
剰
な
期
待
を
抱
か
せ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
期
待
（
例
え
ば
、
居
室
の
設

備
に
関
し
て
）
が
、
当
局
が
拒
絶
で
き
な
い
正
当
な
要
請
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
訓
示
規
定
は
、
通
常
の
事
例
に
対
す
る
官
庁
の
厳
格
な
拘
束
を
含
む
が
、
規
定
が
個
々
の
事
例
の
特
殊
性
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
、

（法政研究84-４- ）28 934
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特
異
な
事
例
で
の
逸
脱
を
許
容
す
る73

）。
訓
示
規
定
の
使
用
の
背
後
に
は
、
裁
判
所
に
よ
る
行
刑
法
三
条
一
項
の
審
査
を
制
限
す
る
考
慮
が
隠

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

刑
法
改
正
特
別
委
員
会
に
よ
る
修
正
を
経
て
、

自
由
刑
並
び
に
自
由
剥
奪
を
伴
う
矯
正
及
び
保
安
の
実
行
に
関
す
る
法
律
（G

esetz
 

u
b
er d

en V
o
llzu

g d
er F

reih
eitsstra

fe u
n
d d

er freih
eitsen

tzieh
en
d
en M

a
ß
reg

eln d
er B

esseru
n
g u

n
d S

ich
eru

n
g

）」

以

下
、
連
邦
行
刑
法
）
は
、
一
九
七
六
年
二
月
一
二
日
の
連
邦
議
会
で
可
決
さ
れ
、
三
月
一
六
日
に
連
邦
参
議
院
の
同
意
を
得
た
後
で
、
一
九

七
七
年
一
月
一
日
に
発
効
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
最
終
的
な
規
定
は
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。

第
三
条

執
行
の
形
成

⑴

行
刑
に
お
け
る
生
活
は
、
社
会
の
生
活
状
態
に
で
き
る
限
り
同
化
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

D
a
s
 
L
eb
en
 
im
 
V
o
llzu

g
 
so
ll
 
d
en

 
a
llg
em
ein
en L

eb
en
sv
erh

a
ltn
issen so

w
eit a

ls m
o
g
lich a

n
g
eg
lich

en w
erd

en
.

）

⑵

自
由
剥
奪
の
侵
害
的
効
果
は
、
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑶

行
刑
は
、
受
刑
者
が
自
由
な
生
活
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
を
援
助
す
る
よ
う
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

同
化
原
則
の
停
滞
期

積
年
の
努
力
の
末
に
成
立
し
た
連
邦
行
刑
法
で
あ
る
も
の
の
、
経
過
規
定
に
よ
っ
て
発
効
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
内
容
も
、
財
政
上
の
困
難

に
よ
り
、
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
現
実
に
妥
協
し
た
法
律
と
い
う
誹
り
は
免
れ
な
い
。
実
務
で
は
、
行
刑
の
連
邦
特

別
法
に
よ
っ
て
施
行
を
必
要
と
さ
れ
な
が
ら
、
社
会
保
険
と
失
業
保
険
に
お
け
る
受
刑
者
の
算
入
と
、
適
切
な
額
で
の
賃
金
の
支
払
い
に
つ

い
て
の
労
働
賃
金
の
規
定
は
実
現
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
同
化
原
則
の
存
在
意
義
自
体
が
問
わ
れ
る
事
態
を
招
い
て
い
た
。
行
刑
法
自
体
が

（84-４- ）935 29
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い
く
つ
か
の
規
定
で
、
同
化
原
則
に
違
反
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
の
対
応
も
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
施
設
内
と
自
由
社
会
と

の
齟
齬
が
固
定
化
し
、
個
々
の
規
定
自
体
の
改
正
の
是
非
が
問
題
に
な
っ
た74

）。
そ
れ
で
も
連
邦
と
ラ
ン
ト
の
財
政
難
の
時
代
に
は
、
行
刑
も

財
政
上
の
削
減
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
同
化
原
則
は
そ
の
生
成
の
瞬
間
か
ら
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
た
。

ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
六
〇
、
七
〇
年
代
の
処
遇
に
対
す
る
期
待
過
剰
で
あ
っ
た
時
期
と
は
対
照
的
に
、
八
〇
年
代
に
入
っ
て
再
社
会
化
に

対
す
る
疑
念
が
芽
生
え
始
め
て
い
た
こ
と
も
背
景
に
あ
る
。
す
で
に
七
〇
年
代
に
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
社
会
学
者
で
あ
るR

o
b
ert

 
M
a
rtin

so
n

が
、
既
存
の
処
遇
効
果
評
価
研
究
の
中
か
ら
二
三
一
件
を
抽
出
し
、
そ
れ
ら
の
再
評
価
を
行
っ
た
結
果
、

ご
く
少
数
の
孤
立

し
た
例
外
を
除
け
ば
、
こ
れ
ま
で
に
報
告
さ
れ
て
い
る
改
善
更
生
の
た
め
の
試
み
は
、
再
犯
の
上
に
、
認
識
し
得
る
ほ
ど
の
効
果
を
も
た
ら

す
こ
と
は
な
か
っ
た75

）」
と
結
論
付
け
て
い
た
。M
a
rtin

so
n

報
告
を
契
機
と
し
た
反
社
会
復
帰
思
想
の
隆
盛
に
対
し
て
、
受
刑
者
処
遇
の

目
標
と
し
て
改
善
・
社
会
復
帰
処
遇
を
掲
げ
る
こ
と
に
関
す
る
議
論
が
国
際
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ド
イ
ツ
に
も
こ
の
影
響
は
波

及
し
、
失
業
の
増
加
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
暴
力
犯
罪
の
歪
め
ら
れ
た
描
写
、
受
刑
者
人
口
の
増
加
状
況
と
も
結
び
つ
き
、
再
社
会
化
思
想
に

対
す
る
失
望
が
広
が
っ
た76

）。
行
刑
法
施
行
か
ら
一
〇
年
が
経
過
し
た
一
九
八
七
年
に
は
、
行
刑
法
の
改
正
の
必
要
性
を
検
討
す
る
こ
と
が
必

要
と
の
認
識
か
ら
、
各
ラ
ン
ト
が
参
加
し
た
行
刑
委
員
会
で
議
論
が
行
わ
れ
た
。
結
果
と
し
て
は
撤
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
の
、
そ
こ

で
は
、
行
刑
法
の
目
的
に
つ
い
て
、

司
法
執
行
施
設
は
行
刑
官
庁
の
要
求
に
基
づ
き
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
科
さ
れ
た
自
由
刑
を
執
行
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」、

自
由
刑
の
執
行
は
、
同
時
に
、
さ
ら
な
る
犯
罪
行
為
か
ら
社
会
を
保
護
す
る
こ
と
に
資
す
る
も
の
と
す
る
」
と
の
文

言
に
変
更
す
る
提
案
が
あ
っ
た
。
同
化
原
則
に
関
し
て
も
、

行
刑
法
の
任
務
と
一
致
し
、
施
設
の
規
模
、
人
的
資
源
及
び
組
織
上
の
条
件

が
許
容
す
る
限
り
に
お
い
て
」
と
い
う
留
保
が
付
さ
れ
て
い
た77

）。
こ
の
よ
う
な
提
案
は
「
報
復
と
贖
罪
の
行
刑
」
へ
の
回
帰
と
し
て
批
判
の

対
象
と
な
っ
た
。

行
刑
法
三
条
が
行
刑
の
憲
法
上
の
前
提
と
行
刑
目
的
と
を
敷
衍
し
、
補
完
す
る
重
要
な
原
則
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
同
化
原

則
は
抽
象
性
が
高
い
た
め
に
、
学
理
上
も
、
同
化
原
則
は
実
質
を
伴
う
形
成
原
則
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
空
虚
な
決
ま
り
文
句78

）」
に
過
ぎ
な
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い
の
か
、
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
一
九
七
〇
年
の
第
四
八
回
ド
イ
ツ
法
学
者
大
会
（D

eu
tsch

en
 
Ju
ri-

sten
ta
g
es zu

r R
efo

rm
 
d
es S

tra
fv
o
llzu

g
s

）
で
の
討
議
の
際
に
、
同
化
原
則
が
テ
ー
マ
と
し
て
扱
わ
れ
た79

）。
ま
た
、
一
九
八
四
年
に

は
、
ロ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
・
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
司
教
区
の
会
議
の
席
で
、
現
金
、
よ
り
多
く
の
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
、
独
居
房
に
立
ち
入
る

前
の
ノ
ッ
ク
、
私
服
、
個
別
化
さ
れ
た
空
間
、
自
弁
、
自
由
な
医
師
の
選
択
、
移
送
の
た
め
の
公
共
交
通
機
関
の
利
用
、
自
由
な
雇
用
関
係

等
の
導
入
の
よ
う
な
実
務
に
お
け
る
同
化
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た80

）。

同
化
原
則
の
裁
判
上
の
影
響
力
に
つ
い
て
は
、L

estin
g

に
よ
る
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る81

）。
そ
れ
は
、
判
決
文
ま
た
は
決
定
文
の
中
で
、

三
条
一
項
の
同
化
原
則
を
明
文
で
保
障
す
る
裁
判
例
と
、
同
化
原
則
の
意
味
で
「
同
化
」、

近
似
す
る
」
な
ど
の
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
る

裁
判
例
を
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
九
七
七
年
か
ら
一
九
八
七
年
に
か
け
て
二
四
の
裁
判
所
で
同
化
原
則
に
言
及
す
る

五
七
の
裁
判
例
が
確
認
さ
れ
た
。
同
化
原
則
を
明
文
で
保
障
す
る
も
の
は
四
三
件
で
あ
り
、

同
化
」
な
ど
の
文
言
を
用
い
て
い
る
も
の
は

一
四
件
で
あ
っ
た
。
年
毎
の
内
訳
は
、
左
の
表
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

行
刑
に
関
す
る
裁
判
例
全
体
の
数
に
比
す
る
と
、
同
化
原
則
に
言
及
す
る
も
の
は
非
常
に
少
な
い
。
例
え
ば
、
一
九
八
四
年
の
行
刑
に
関

す
る
裁
判
は
一
一
九
で
あ
る
こ
と
か
ら82

）、
裁
判
の
中
で
同
化
原
則
が
出
て
く
る
こ
と
が
い
か
に
少
な
い
か
が
分
か
る
。
内
容
に
関
し
て
、
裁

判
で
は
同
化
原
則
を
主
と
し
て
解
釈
の
際
に
、
ご
く
少
数
の
事
例
で
は
量
刑
の
際
に
利
用
す
る
。
そ
の
場
合
、
特
に
歴
史
的
な
解
釈
の
枠
組

み
で
立
法
の
意
図
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
決
定
理
由
で
考
慮
さ
れ
た
。
し
か
し
、
裁

判
所
は
同
化
に
つ
い
て
規
範
的
判
断
を
行
わ
ず
、
む
し
ろ
、
物
品
の
所
持
な
ど
を

争
点
と
し
て
、
実
際
の
「
同
化
」
の
是
非
が
裁
判
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
ま
れ

に
、
同
化
原
則
を
手
段
と
し
て
現
行
の
法
的
状
態
へ
の
批
判
が
行
わ
れ
た
一
方83

）、

受
刑
者
の
自
治
組
織
や
、
共
同
決
定
の
拡
大
に
関
し
て
裁
判
は
ほ
と
ん
ど
役
割
を

果
た
さ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
同
化
原
則
に
よ
る
説
明
は
し
ば
し
ば
型
通
り
に
過
ぎ

1977年 ３件

1978年 ３件

1979年 ６件

1980年 ６件

1981年 ４件

1982年 ３件

1983年 ６件

1984年 ３件

1985年 ９件

1986年 ４件

1987年 10件
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ず
、
立
証
さ
れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
化
原
則
の
裁
判
実
務
に
対
す
る
影
響
力
は
非
常
に
小
さ
か
っ
た
と
言
え

る84
）。同

化
原
則
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
そ
の
文
言
か
ら
も
内
実
の
追
究
が
行
わ
れ
た
。
執
行
中
の
生
活
は
「
社
会
の
生
活
状
態
」
と

同
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
場
合
、

社
会
の
生
活
状
態
」
と
は
何
を
指
す
の
か
立
法
者
は
明
確
に
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
行

刑
施
設
内
と
一
般
社
会
の
生
活
環
境
と
が
あ
ま
り
に
も
異
な
る
た
め
に
、
比
較
対
象
に
は
で
き
な
い
と
い
う
批
判
が
提
起
さ
れ
る85

）。
そ
れ
に

対
し
て
、

人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活
状
態86

）」
ま
た
は
「
地
域
社
会
に
お
け
る
生
活
の
積
極
的
な
側
面87

）」
が
出
発
点
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
行
刑
法
に
お
け
る
同
化
原
則
は
、
近
時
の
国
際
的
・
地
域
的
人
権
基
準
に
お
け

る
同
化
原
則
と
同
様
に
、
劣
等
原
則
と
は
理
念
上
は
一
線
を
画
す
る
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
。
一
方
、
あ
る
特
定
の
生
活
条
件
と
の
同
化

に
は
、
自
由
社
会
の
様
々
に
異
な
る
生
活
条
件
と
は
矛
盾
す
る
強
制
的
な
平
均
化
と
い
う
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
と
い
う
批
判
が
あ
る88

）。
し

か
し
、
こ
の
尺
度
は
強
制
的
平
均
化
で
は
な
く
異
な
っ
た
生
活
上
の
習
慣
を
許
容
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る89

）。
こ
う
し
て
、
行
刑
は
自
由
剥

奪
の
み
で
あ
る
と
さ
れ
、
個
々
人
の
生
き
方
の
侵
害
は
で
き
る
限
り
行
わ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
さ
れ
る90

）。

同
化
原
則
を
抽
象
性
の
高
い
原
則
に
し
て
い
る
原
因
は
、

で
き
る
限
り
（so

w
eit a

ls m
o
g
lich

）」
と
い
う
文
言
で
あ
る
。

で
き
る

限
り
」
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
立
法
者
が
、
執
行
中
の
生
活
を
一
般
社
会
の
生
活
状
態
に
完
全
に
同
化
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
と

考
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
文
言
を
置
い
た
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
保
安
及
び
規
律
の
維
持
で
あ
る
。
こ
の
制
約
は
、

自
由
刑
の
実
行
は
、
ま
た
、
そ
の
後
の
新
た
な
犯
罪
行
為
に
対
す
る
社
会
の
保
護
に
も
資
す
る
」
と
規
定
す
る
連
邦
行
刑
法
二
条
第
二
文

か
ら
導
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
化
原
則
の
影
に
は
常
に
保
安
の
要
請
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
ヘ
ッ
セ
ン
行
刑
法
三
条
一
項

が
、
同
化
原
則
に
続
け
て
、

そ
の
際
、
施
設
の
保
安
及
び
規
律
の
要
素
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
文
言
を
置
き
、
同
化
原

則
と
「
同
時
に
、〔
施
設
〕
内
部
及
び
外
部
の
保
安
の
重
要
性
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い91

）」
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る
。
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社
会
の
保
護
は
、
同
化
原
則
に
基
づ
く
執
行
の
緩
和
の
場
合
に
も
問
題
に
な
る
。
執
行
の
緩
和
は
、
連
邦
行
刑
法
一
一
条
二
項
に
基
づ
い

て
「
受
刑
者
が
自
由
刑
の
実
行
を
免
れ
、
又
は
執
行
の
緩
和
が
犯
罪
行
為
の
た
め
に
悪
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
」
に
の
み
許
容
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
同
化
原
則
は
社
会
の
保
護
と
い
う
目
的
と
の
関
係
で
制
限
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
が
判
断
さ
れ
る
。
安
全
を
考

慮
し
た
上
で
同
化
原
則
を
適
用
し
な
い
場
合
が
あ
る
た
め
、
同
化
原
則
を
優
先
的
な
概
念
規
定
と
解
す
る
こ
と
は
本
質
的
に
困
難
で
あ
る
。

同
化
原
則
は
、
法
律
上
の
位
置
づ
け
か
ら
も
そ
の
意
義
が
模
索
さ
れ
る
。

ま
ず
、
行
刑
の
形
成
に
お
い
て
、
同
化
原
則
は
、
形
成
原
則
の
最
初
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
他
の
形
成
原
則
に
比
し
て
優
位
を
占

め
る
と
さ
れ
る92

）。
し
か
し
、
立
法
過
程
で
、
一
九
七
一
年
に
作
成
さ
れ
た
委
員
会
草
案
で
は
社
会
復
帰
原
則
が
「
行
刑
の
諸
原
則
」

三
条

ａ
）
の
一
項
に
置
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
一
九
七
二
年
の
政
府
草
案
で
は
三
項
に
後
退
し
て
い
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
同
化
原
則
の
規
定
は

二
項
か
ら
一
項
へ
と
移
動
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
政
府
草
案
に
お
い
て
「
社
会
復
帰
原
則
」
の
位
置
づ
け
は
本
質
的
に
後
退
し
た
と

捉
え
ら
れ
て
お
り93

）、
同
化
原
則
の
位
置
は
そ
れ
に
伴
う
産
物
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
化
原
則
を
特
に
優
先
的
な
規
定
と
捉
え
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
二
つ
の
原
則
よ
り
も
法
技
術
的
に
緩
や
か
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
影
響
力
に
疑
問
が
呈
さ
れ

て
い
る94

）。

さ
ら
に
、
侵
害
排
除
原
則
こ
そ
実
務
に
お
い
て
最
も
重
要
な
原
則
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る95

）。
な
ぜ
な
ら
、
侵
害
排
除
原
則
は
、
特
に

再
社
会
化
が
許
さ
れ
な
い
者
（N

ich
t-reso

zia
lisieru

n
g
sb
ed
u
rftig

en

）、
再
社
会
化
能
力
が
な
い
者
（

fa
h
ig
en

）
あ
る
い
は
再
社
会

化
を
望
ま
な
い
者
（R

eso
zia
lisa

tio
n
su
n
w
illig

en

）
に
と
っ
て
も
、
さ
ら
に
、
拘
禁
期
間
の
短
さ
の
た
め
に
処
遇
の
可
能
性
が
な
い
受

刑
者
に
対
し
て
も
当
て
は
ま
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
再
社
会
化
目
的
と
強
く
結
び
つ
い
た
同
化
原
則
と
は
異
な
る
点
で
あ

る
。よ

り
俯
瞰
的
に
、
法
体
系
上
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
行
刑
目
的
に
つ
い
て
定
め
た
連
邦
行
刑
法
二
条
第
一
文
は
、

自
由
刑
の
実
行
に
お

い
て
、
受
刑
者
は
、
将
来
、
社
会
的
責
任
に
お
い
て
犯
罪
を
行
う
こ
と
な
く
生
活
で
き
る
よ
う
に
な
る
べ
き
で
あ
る
」
と
定
め
て
お
り
、
行
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刑
目
的
が
達
成
で
き
る
よ
う
に
、
行
刑
に
お
い
て
一
般
的
な
生
活
状
態
が
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
受
刑
者
社

会
は
往
々
に
し
て
不
自
由
な
状
態
で
あ
り
、
む
し
ろ
再
社
会
化
に
と
っ
て
望
ま
し
い
環
境
と
は
言
え
な
い
。
受
刑
者
は
生
活
全
般
で
規
制
さ

れ
、
自
己
の
主
体
性
と
自
己
責
任
に
お
け
る
生
活
を
送
る
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
る
者
が
、
自
由
な
社
会

の
条
件
の
下
で
法
律
に
違
反
し
な
い
生
活
を
維
持
し
、
そ
の
た
め
の
機
会
を
利
用
し
て
危
機
を
乗
り
切
る
こ
と
、
特
に
違
法
行
為
へ
の
誘
惑

に
耐
え
る
こ
と
を
学
ぶ
に
は
、
刑
務
所
の
中
で
秩
序
あ
る
自
由
な
生
活
状
態
が
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
同
化
原
則
は
再
社
会
化
の
た
め
の
最
も
重
要
な
基
礎
で
あ
る
と
考
え
ら
れ96

）、
連
邦
行
刑
法
二
条
第
一
文
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る97

）。

再
社
会
化
目
的
は
、
人
道
的
な
配
慮
と
と
も
に
、
理
念
的
な
原
動
力
と
な
っ
て
同
化
原
則
の
実
現
を
推
し
進
め
る
一
面
が
あ
る
。
し
か
し
、

再
社
会
化
目
的
が
同
化
原
則
と
衝
突
す
る
場
合
に
は
、
む
し
ろ
抑
止
的
に
作
用
す
る
た
め
、
再
社
会
化
と
同
化
原
則
は
、
論
理
的
に
は
異
な

る
帰
結
が
生
じ
得
る
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
、
ド
イ
ツ
行
刑
を
貫
徹
す
る
原
理
で
あ
る
再
社
会
化
が
、
同
化
原
則
に
と
っ
て
は
諸
刃
の
剣
と

な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
受
刑
者
の
人
権
保
障
が
再
社
会
化
に
よ
っ
て
拡
大
さ
れ
る
一
面
も
あ
れ
ば
、
他
方
で
制
約
さ
れ
る
一
面
が
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。

人
間
の
尊
厳
を
謳
っ
た
基
本
法
一
条
一
項
と
の
関
係
で
は
、
行
刑
に
お
い
て
も
相
対
化
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
を
鮮
明
に
打
ち
出
し

た
の
が
「
レ
ー
バ
ッ
ハ
判
決
」
と
し
て
名
高
い
一
九
七
三
年
六
月
五
日
判
決98

）で
あ
っ
た
。
レ
ー
バ
ッ
ハ
判
決
は
、
再
社
会
化
の
要
請
は
、

価
値
体
系
の
中
心
に
人
間
の
尊
厳
を
置
き
、
社
会
国
家
原
則
に
義
務
付
け
ら
れ
た
共
同
体
の
自
己
理
解
に
合
致
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
（
…
）
人
間
の
尊
厳
か
ら
派
生
し
こ
れ
を
保
障
さ
れ
た
基
本
権
の
保
有
者
と
し
て
、
有
罪
判
決
を
受
け
た
犯
罪
者
は
、
服
役
後
再
び
共

同
体
に
適
応
す
る
機
会
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い99

）」
と
し
た
。
こ
こ
で
は
、
人
格
の
自
由
な
発
展
に
つ
い
て
規
定
し
た
基
本
法
二
条
一
項

と
関
連
す
る
基
本
法
一
条
一
項
（
人
間
の
尊
厳
）
か
ら
、
受
刑
者
の
た
め
の
再
社
会
化
の
要
求
が
生
じ
る
こ
と
と
、
社
会
国
家
の
行
刑
は
再

社
会
化
行
刑
と
し
て
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る100

）。
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し
た
が
っ
て
、
行
刑
法
三
条
一
項
は
、
社
会
国
家
原
則
に
根
ざ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ101

）、
同
化
へ
の
要
請
を
通
し
て
、
人
道
的
な
拘
禁
条

件
の
確
保
に
資
す
る
も
の
と
な
る102

）。
ま
た
、
同
化
原
則
を
含
む
形
成
原
則
は
補
償
的
（k

o
m
p
en
sa
to
risch

）
な
機
能
を
有
す
る103

）。
形
成
原

則
は
、

全
制
施
設
」
で
あ
る
刑
務
所
ゆ
え
に
生
じ
る
、
社
会
と
の
接
触
か
ら
孤
立
す
る
こ
と
や
刑
務
所
化
の
影
響
を
防
止
す
る
も
の
と
し

て
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
施
設
は
、
開
架
式
図
書
館
の
読
書
資
料
の
選
択
を
可
能
に
す
る
こ
と
や
電
話
（
連
邦
行

刑
法
三
二
条
）
に
関
し
て
電
話
ボ
ッ
ク
ス
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
る
と
す
る
。

同
化
原
則
を
再
社
会
化
の
手
段
と
し
て
捉
え
る
認
識
は
、
受
刑
者
の
中
で
も
、
再
社
会
化
と
は
縁
遠
い
終
身
自
由
刑
（L

eb
en
sla
n
g
e

 
F
reih

eitsstra
fe

）
に
処
せ
ら
れ
た
者
に
対
し
て
、
同
化
原
則
の
適
用
は
排
除
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る104

）。
こ
の

こ
と
は
、
行
刑
法
の
再
社
会
化
目
的
の
対
象
が
、
終
身
自
由
刑
受
刑
者
を
含
む
受
刑
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
判
例
に
よ
っ
て
も
否
定
さ

れ
て
い
る
。
一
九
七
七
年
六
月
二
一
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決105

）は
、
終
身
自
由
刑
の
合
憲
性
に
関
す
る
基
礎
的
な
決
定
で
あ
り
、
連
邦
憲

法
裁
判
所
は
、
こ
の
終
身
自
由
刑
が
科
さ
れ
る
犯
罪
者
に
対
し
て
も
、
基
本
的
に
い
つ
か
再
び
拘
禁
か
ら
釈
放
さ
れ
る
チ
ャ
ン
ス
が
残
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た106

）。
そ
れ
ゆ
え
、
終
身
自
由
刑
の
判
決
を
受
け
た
者
に
も
再
社
会
化
の
権
利
が
認
め
ら
れ
、
執
行

施
設
は
、
終
身
自
由
刑
受
刑
者
の
再
社
会
化
を
目
指
す
た
め
に
、
生
活
能
力
を
身
に
付
け
、
自
由
剥
奪
の
侵
害
的
な
影
響
と
そ
れ
に
伴
う
人

格
の
歪
ん
だ
変
容
を
防
ぐ
よ
う
義
務
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
同
化
原
則
は
こ
の
種
の
受
刑
者
に
も
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
観
念
で

き
る
。

第
三
節

第
三
章
の
小
括

同
化
原
則
は
、
学
理
上
は
、
再
社
会
化
目
的
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
た
め
に
重
要
か
つ
不
可
欠
の
原
則
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
原

則
の
例
外
は
、
理
論
的
に
は
、
犯
罪
を
誘
発
す
る
よ
う
な
生
活
状
態
へ
の
同
化
が
行
わ
れ
る
場
合
と
、
施
設
内
の
条
件
が
自
由
剥
奪
の
避
け
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ら
れ
な
い
結
果
で
あ
る
場
合
の
二
つ
に
限
ら
れ
る107

）。
欧
州
刑
事
施
設
規
則
が
行
刑
に
よ
っ
て
受
刑
者
を
改
善
す
る
こ
と
に
懐
疑
的
な
見
方
を

示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ
行
刑
法
は
再
社
会
化
と
い
う
行
刑
目
的
を
重
視
し
、
そ
こ
か
ら
同
化
原
則
は
導
か
れ
て
お
り
、
再
社
会
化

の
枠
組
み
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

再
社
会
化
目
的
と
い
う
強
力
な
後
ろ
盾
を
得
た
も
の
の
、
実
際
に
は
同
化
原
則
は
、
文
言
に
よ
る
制
約
、
再
社
会
化
と
結
び
つ
い
て
い
る

が
ゆ
え
の
制
約
な
ど
、
様
々
な
制
約
を
受
け
て
い
る
。
三
条
一
項
の
明
文
化
と
と
も
に
、
同
化
原
則
は
「
妥
当
な
形
式
」
を
得
た
と
さ
れ
る

一
方
、
同
化
原
則
に
対
す
る
文
言
上
及
び
法
体
系
上
の
制
限
に
よ
っ
て
生
じ
た
、
例
外
を
許
容
す
る
拘
束
力
の
低
さ
が
ネ
ッ
ク
と
な
っ
た
。

そ
の
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
行
刑
法
に
お
い
て
、
同
化
原
則
を
骨
抜
き
に
し
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

46
）

D
ien
st-

u
n
d V

o
llzu

g
so
rd
n
u
n
g v

o
m
 
01.

D
ezem

b
er 1961.

47
）

Ju
rgen

 
B
au
m
an
n
,
D
ie D

ien
st-

u
n
d V

o
llzu

g
so
rd
n
u
n
g v

o
n 1.

12.
61.

M
sch

rK
rim
 
1964,

S
.
57

80.

48
）

E
n
tw
u
rf ein

es S
tra
fg
esetzb

u
ch
es
(S
tG
B
)
E
 
1962,

B
T
-D
rs.

IV
/650,

S
.
103.

49
）

T
a
g
u
n
g
sb
erich

te d
er S

tra
fv
o
llzu

g
sk
o
m
m
issio

n B
a
n
d III,

S
.
101.

50
）

T
a
g
u
n
g
sb
erich

te d
er S

tra
fv
o
llzu

g
sk
o
m
m
issio

n B
a
n
d II,

S
.
67.

51
）

E
b
en
d
a
,
S
.
67ff.

52
）

S
o
n
d
erb

a
n
d zu d

en T
a
g
u
n
g
sb
erich

te d
er S

tra
fv
o
llzu

g
sk
o
m
m
issio

n B
a
n
d X

I-X
III.

53
）

V
g
l.
M
atth

ey
,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
36),

S
.
94.

54
）

こ
の
と
き
の
第
一
次
刑
法
改
正
法
に
よ
っ
て
、
従
来
の
自
由
刑
の
伝
統
的
種
別
を
廃
し
、
自
由
刑
の
単
一
化
が
な
さ
れ
た
。

55
）

T
a
g
u
n
g
sb
erich

te d
er S

tra
fv
o
llzu

g
sk
o
m
m
issio

n B
a
n
d V

,
S
.
136ff.

56
）

L
estin

g
,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
37),

S
.
42.

57
）

S
o
n
d
erb

a
n
d zu d

en T
a
g
u
n
g
sb
erich

ten d
er S

tra
fv
o
llzu

g
sk
o
m
m
issio

n
,
B
a
n
d X

I-X
III.

58
）

委
員
会
草
案
の
邦
訳
と
し
て
、
朝
倉
京
一
訳
『
一
九
七
一
年
ド
イ
ツ
行
刑
法
草
案
』
法
務
省
矯
正
局
〔
監
獄
法
改
正
資
料
第
一
二
号
〕

一
九
七
二

年
）。
委
員
会
草
案
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
団
藤
重
光
「
ド
イ
ツ
行
刑
法
草
案
（
一
九
七
一
年
）
に
つ
い
て
」
刑
政
八
二
巻
七
号
（
一
九
七
一

（法政研究84-４- ）36 942
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年
）
三
四

三
八
頁
、
八
三
巻
五
号
（
一
九
七
二
年
）
一
六

二
五
頁
、
同
巻
八
号
（
同
年
）
二
〇

二
八
頁；

斉
藤
誠
二
「
一
九
七
一
年
西
ド
イ
ツ
行
刑

法
草
案
を
め
ぐ
っ
て
（
１
）

２
）

３
）」
警
察
研
究
四
二
巻
九
号
（
一
九
七
一
年
）
三
一

四
九
頁
、
同
巻
一
〇
号
（
同
年
）
六
一

八
〇
頁
、
同
巻
一

一
号
（
同
年
）
五
五

八
二
頁；

同
「
西
ド
イ
ツ
行
刑
法
の
こ
と
ど
も
（
１
）
｜
行
刑
法
草
案
を
中
心
と
し
て
｜
」
判
例
時
報
六
四
四
号
（
一
九
七
一
年
）

一
四
頁
以
下；

朝
倉
京
一
ほ
か
「

座
談
会

一
九
七
一
年
西
ド
イ
ツ
行
刑
法
草
案
を
め
ぐ
っ
て
」
罪
と
罰
一
〇
巻
二
号
（
一
九
七
三
年
）
四

一
九
頁；

朝
倉
京
一
「
行
刑
の
法
的
規
制
の
問
題
」
刑
政
八
二
巻
八
号
（
一
九
七
一
年
）
一
二

一
九
頁
を
参
照
。

59
）

H
orst S

ch
u
ler-S

prin
goru

m
,
W
a
s stim

m
t n
ich
t m

it d
em
 
S
tra
fv
o
llzu

g
?,
H
a
m
b
u
rg 1970,

S
.
46.

60
）

M
ich
ael M

arx
,
R
eso

zia
lisieru

n
g
;
Z
ielk

o
n
flik

t;
E
n
tw
u
rf ein

es S
tra
fv
o
llzu

g
sg
esetzes,

in
:
R
ein
h
art M

au
rach

,
E
th
el B

eh
ren

d
t

(H
rsg

.),
W
a
h
lfa
ch E

x
a
m
in
a
to
riu
m
 
W
E
X
 
3 S

tra
fv
o
llzu

g
,
1973,

S
.
83.

61
）

E
b
en
d
a
,
S
.
82f.

62
）

T
h
om
as
 
W
u
rten

berger
,
K
rim

in
a
lp
o
litik im

 
so
zia
len R

ech
tssta

a
t,
S
tu
ttg
a
rt 1970,

S
.
203.

63
）

石
川
正
興
「
再
社
会
化
行
刑
に
関
す
る
考
察
」
早
稲
田
法
学
会
誌
二
八
号
（
一
九
七
七
年
）
二
四
頁
。

64
）

B
V
erfG

E
 
33,

1f.

65
）

G
esetzen

tw
u
rf d

er B
u
n
d
esreg

ieru
n
g
,
E
n
tw
u
rf ein

es G
esetzes u

b
er d

en V
o
llzu

g d
er F

reih
eitsstra

fe u
n
d d

er freih
eitsen

tzie-

h
en
d
en M

a
ß
reg

eln d
er B

esseru
n
g u

n
d S

ich
eru

n
g

｜S
tra
fv
o
llzu

g
sg
esetz

(S
tV
o
llzG

)

｜v
o
m
 
23.

07.
1973,

B
T
-D
rs.

7 /918.

邦
訳
と
し

て
、
中
谷

子
訳
「
一
九
七
三
年
西
ド
イ
ツ
行
刑
法
政
府
草
案
（
一
）

二
・
完
）」
法
学
研
究
四
六
巻
七
号
（
一
九
七
三
年
）
七
九
八

八
二
四
頁
、
同
巻

八
号
（
同
年
）
九
五
三

九
七
六
頁
。

66
）

S
ch
u
ler-S

prin
goru

m
,
S
tra
fv
o
llzu

g u
n
d S

tra
fv
o
llzu

g
sg
esetz

｜Ü
b
er d

ie S
ch
w
ierig

k
eiten

,
d
u
rch ein G

esetz ein
e R

efo
rm
 
zu

 
b
ew
irk
en
,
in
:
A
rth
u
r K

au
fm
an
n
,
G
u
n
ter B

em
m
an
n
,
D
etlef K

rau
ss,

K
lau
s V

olk
(H
rsg

.),
F
estsch

rift fu
r P

a
u
l B
o
ck
elm

a
n
n zu

m
 

70.
G
eb
u
rsta

g
,,
M
u
n
ch
en 1979,

S
.
879.

同
様
の
こ
と
は
、

目
的
と
手
段
の
関
係
（Z

iel-M
ittel-V

erh
a
ltn
is

）」
と
も
呼
称
さ
れ
る
。M

ich
ael

 
K
oh
n
e
,
D
ie
,,a
llg
em
ein
en L

eb
en
sv
erh

a
ltn
isse“

im
 
A
n
g
leich

u
n
g
sg
ru
n
d
sa
tz d

es S
tV
o
llzG

,
B
ew
H
i 2003,

S
.
251.

67
）

B
T
-D
rs.

7 /918,
S
.
46.

68
）

Ju
rgen

 
B
au
m
an
n
,
A
n
n
e-E

va B
rau

n
eck,

R
olf-P

eter C
alliess,

K
lau
s G

eppert,
E
rn
st-W

alter H
an
ack,

S
teph

an
 
Q
u
en
sel,

C
lau
s

 
R
oxin

 
R
u
d
olf

 
S
ch
m
itt,

H
orst

 
S
ch
u
ler-S

prin
goru

m
,
G
u
n
ter
 
S
traten

w
erth

,
A
ltern

a
tiv
-E
n
tw
u
rf ein

es
 
S
tra
fv
o
llzu

g
sg
esetzes,

T
u
b
in
g
en 1973.

行
刑
法
対
案
の
邦
訳
と
し
て
、
斉
藤
誠
二
「
西
ド
イ
ツ
の
行
刑
法
対
案
」
成
蹊
法
学
九
号
（
一
九
七
六
年
）
七
七

一
二
八
頁
、
一
〇

号
（
同
年
）
四
三

九
七
頁
。
ま
た
、
対
案
の
内
容
を
解
説
し
た
も
の
と
し
て
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
バ
ウ
マ
ン
（
宮
沢
浩
一
訳
）

行
刑
に
お
け
る
安
全
と
秩
序

の
問
題
」
法
学
研
究
四
六
巻
六
号
（
一
九
七
三
年
）
六
〇
三

六
三
二
頁
。

（84-４- ）943 37

ドイツ行刑における社会との同化原則の意義（大谷）



69
）

E
b
en
d
a
,
S
.
57.

70
）

森
本
益
之
「
受
刑
者
の
外
部
交
通
」
同
『
行
刑
の
現
代
的
展
開
』

成
文
堂
、
一
九
八
五
年
）
一
三
一

一
三
二
頁
。

71
）

政
府
草
案
も
真
正
の
義
務
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
対
案
は
、
執
行
計
画
へ
の
参
加
を
受
刑
者
の
義
務
で
は
な
く
、
施
設
の
義
務
と
し

た
。
ま
た
、
受
刑
者
の
自
己
責
任
に
訴
え
か
け
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
（
対
案
四
条
一
項
）。

72
）

B
erich

t u
n
d A

n
tra
g d

es S
o
n
d
era

u
ssch

u
sses fu

r d
ie S

tra
frech

tsrefo
rm
 
zu d

em
 
v
o
n d

er B
u
n
d
esreg

ieru
n
g ein

g
eb
ra
ch
ten

 
E
n
tw
u
rf ein

es G
esetzes u

b
er d

en V
o
llzu

g d
er F

reih
eitsstra

fe u
n
d d

er freih
eitsen

tzieh
en
d
en M

a
ß
reg

eln d
er B

esseru
n
g u

n
d

 
S
ich
eru

n
g

｜S
tra
fv
o
llzu

g
sg
esetz

(S
tV
o
llzG

)

｜v
o
m
 
29.

08.
1975,

B
T
-D
rs.

7 /3998.

73
）

F
ran

k A
rloth

,
D
er A

n
g
leich

u
n
g
sg
ru
n
d
sa
tz d

es
3 A

b
s.1 S

tV
o
llzG

:
G
esta

ltu
n
g
sp
rin
zip o

d
er L

eerfo
rm
el?,

Z
fS
trV

o 1987,
S
.

329.

74
）

G
u
n
ter
 
B
em
m
an
n
,
Ü
b
er d

en A
n
g
leich

u
n
sg
ru
n
d
sa
tz d

es
3 A

b
s.1 S

tV
o
llzG

,
in
:
F
estsch

rift fu
r K

a
rl L

eck
n
er zu

m
 
70.

G
eb
u
rsta

g
,
1987,

S
.
1047

1056.

例
え
ば
、
労
働
の
対
価
の
規
定
（
行
刑
法
四
三
、
二
〇
〇
条
）
と
施
設
服
の
着
用
に
関
す
る
義
務
付
け
（
行
刑
法

二
〇
条
）
の
規
定
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
論
文
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
と
し
て
、
土
井
政
和
「
行
刑
法
の
理
念
に
遠
く
及
ば
な
い
実
務
」『
監
獄
の
現
在
』

日
本
評
論
社
、
一
九
八
八
年
）
二
五
八

二
六
四
頁
も
参
照
。

75
）

R
o
b
ert M

a
rtin

so
n
,
W
h
a
t w

o
rk
s?
Q
u
estio

n
s a
n
d a

n
sw
ers a

b
o
u
t p
riso

n refo
rm
,
35 T

h
e P

u
blic In

terest
(1974),

p
.
25.

76
）

V
g
l.
M
atth

ey
,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
36),

S
.
94f.

な
お
、
こ
う
し
た
社
会
復
帰
処
遇
に
対
す
る
悲
観
的
評
価
は
、
む
し
ろ
処
遇
内
容
を
見
直
す
契
機
と

な
り
、
ま
た
、
評
価
自
体
の
是
非
を
問
う
こ
と
と
も
な
っ
て
、
今
日
の
欧
米
社
会
で
は
社
会
復
帰
処
遇
の
復
権
が
図
ら
れ
つ
つ
あ
る
。V

g
l.

D
ieter

 
D
ollin

g
,
Z
u
r sp

ezia
lp
ra
v
en
tiv
en
 
A
u
fg
a
b
e d

es S
tra
frech

ts,
in
:
d
ers

(H
rsg

.),
F
estsch

rift fu
r E

rn
st-Jo

a
ch
im
 
L
a
m
p
e zu

m
 
70.

G
eb
u
rtsta

g
,
B
erlin 2003,

S
.
597ff.

77
）

V
g
l.
E
rn
st-P

eter H
artw

ig
,
D
er E

in
flu
ß
d
er
“a
llg
em
ein
en
”
S
tra
fzw

eck
e im

 
S
tra
fv
o
llzu

g
,
A
a
ch
en 1995,

S
.
58f.

そ
の
後
、
連

邦
議
会
に
提
出
さ
れ
た
「
行
刑
法
改
正
法
律
草
案
」

B
T
-D
rs.

11 /3694

）
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
土
井
政
和
「
西
ド
イ
ツ
行
刑
の
現
状
と
行
刑
法

改
正
案
」
刑
政
一
〇
一
巻
一
〇
号
（
一
九
九
〇
年
）
一
二

二
一
頁
を
参
照
。

78
）

A
rloth

,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
73),

S
.
328

331.

79
）

V
g
l.
z.B

.
H
elga E

in
sele

,
T
h
esen zu

r B
eh
a
n
d
lu
n
g d

er G
efa

n
g
en
en
,
in
:
M
it w

elch
em
 
H
a
u
p
tin
h
a
lt em

p
fieh

lt es sich
,
ein

 
S
tra
fv
o
llzu

g
sg
esetz

 
su
 
erla

ssen
?,
V
erh

a
n
d
lu
n
g
en
 
d
es
 
48.

D
eu
tsch

en
 
Ju
risten

ta
g
es
 
M
a
in
z
 
1970,

h
rsg

.v
o
n
 
d
er
 
sta
n
d
ig
en

 
D
ep
u
ta
tio
n d

es D
eu
tsch

en Ju
risten

ta
g
es,

B
a
n
d II

(S
itzu

n
g
sb
erich

te),
T
eil N

,
M
u
n
ch
en 1970,

N
49;

L
estin

g
,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
37),

S
.

41.
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80
）

A
k
a
d
em
ie d

er D
io
zese R

o
tten

b
u
rg
-S
tu
ttg
a
rt
(H
rsg

.),
A
llg
em
ein
e L

eb
en
sv
erh

a
ltn
isse u

n
d H

a
ftsitu

a
tio
n

M
o
g
lich

k
eiten

 
u
n
d G

ren
zen ein

er A
n
g
leich

u
n
g
,
S
tu
ttg
a
rt 1984.

81
）

L
estin

g
,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
37),

S
.
78ff.

82
）

L
estin

g
,
a
.a
.O
.
(A
n
m
 
37),

S
.
81.

83
）

社
会
一
般
の
人
間
の
交
際
形
式
を
行
刑
に
持
ち
込
む
こ
と
を
求
め
る
事
例
が
該
当
す
る
。L

G
 
B
ielefeld

,
N
S
tZ 1986,

189.;
L
G
 
T
rier,

N
S
tZ

 
1987,

428.

84
）

ま
た
、B

o
h
m

も
、
一
九
八
四
年
の
ロ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
・
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
司
教
区
の
会
議
の
席
上
で
、
最
近
二
年
間
の
同
化
原
則
を
考
慮
し
た

裁
判
例
を
調
査
し
、
若
干
の
判
決
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
の
、
そ
こ
で
は
、
む
し
ろ
行
刑
法
二
条
の
目
的
が
重
視
さ
れ
、
同
化
原
則
は
ほ
と

ん
ど
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。A
lexan

d
er B

oh
m
,
D
er A

n
g
leich

u
n
g
sg
ru
n
d
sa
tz-ein

e v
o
llzu

g
sw
issen

sch
a
ftlich

e
 

E
in
fu
h
ru
n
g
,
in
:
d
ie A

k
a
d
em
ie d

er D
io
zese R

o
tten

b
u
rg S

tu
ttg
a
rt
(H
rsg

.),
A
llg
em
ein
e L

eb
en
sv
erh

a
ltn
isse u

n
d H

a
ftsitu

a
tio
n
-

M
o
g
lich

k
eiten u

n
d G

ren
zen ein

er A
n
g
leich

u
n
g
,
S
tu
ttg
a
rt 1984,

S
.
7.

85
）

L
au
ben

th
al,

a
.a
.O
.
(A
n
m
.
8),

R
n
.
205.

86
）

R
olf-P

eter C
allies,

H
ein
z M

u
ller-D

ietz
,
S
tra
fv
o
llzu

g
sg
esetz

-K
o
m
m
en
ta
r,
6.
A
u
fl.,

M
u
n
ch
en 1994,

R
n
.
1.

87
）

E
u
ro
p
a
isch

e S
tra
fv
o
llzu

g
sg
ru
n
d
sa
tze,

2006,
N
r.
5.

88
）

L
au
ben

th
al,

a
.a
.O
.
(A
n
m
.
8),

R
n
.
205

89
）

K
oh
n
e
,
a
.a
.O
.
(66),

S
.
250.

90
）

L
estin

g
,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
37),

S
.
61;

M
an
fred S

eebod
e
,
S
tra
fv
o
llzu

g
-R
ech

t u
n
d P

ra
x
is,
1.
T
eil:

G
ru
n
d
la
g
en
,
L
in
g
en 1997,

S
.
138.

91
）

H
essisch

er L
a
n
d
ta
g
,
D
rs.

18 /1396,
S
.
77.

92
）

Joch
en
 
B
u
n
g,
Joh

an
n
es F

eest,
in
:
Joh

an
n
es F

eest,
W
olfgan

g L
estin

g
(H
rsg

.),
K
o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fv
o
llzu

g
sg
esetz

(A
K
-

S
tV
o
llzG

),
6.
A
u
fl.,

K
o
ln 2012,

3 R
n
.
14.

93
）

井
上
祐
司
「
行
刑
の
目
的
に
つ
い
て
｜
西
ド
イ
ツ
行
刑
改
革
を
め
ぐ
る
立
法
問
題
｜
」
法
政
研
究
四
五
巻
二
号
（
一
九
七
九
年
）
一
八
三
頁
。

94
）

B
oh
m
,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
84),

S
.
5.

95
）

A
lexan

d
er B

oh
m
,
Jorg

 
M
artin

,
in
:
H
an
s-D

ieter S
ch
w
in
d
,
A
lexan

d
er B

oh
m
,
Jorg-M

artin
 
Jeh
le,

K
lau
s L

au
ben

th
al
(H
rsg

.),

S
tra
fv
o
llzu

g
sg
esetz

B
u
n
d u

n
d L

a
n
d
er,

5.
A
u
fl.,

B
erlin 2009,

3 R
n
.
11.

96
）

K
oh
n
e
,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
66),

S
.
251.

97
）

A
rloth

,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
73),

S
.
328.
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98
）

B
V
erfG

E
 
35,

202.

99
）

B
v
erfG

E
 
35,

202
(235f).

100
）

レ
ー
バ
ッ
ハ
判
決
は
、
そ
れ
以
降
の
行
刑
に
お
い
て
も
折
に
触
れ
て
指
針
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
の
再
社
会
化
に
関
す
る
判
例
の
中
で
も
重
要
な

も
の
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

一
九
七
五
年
一
〇
月
二
九
日
の
決
定
（B

V
erfG

E
 
40,

276

）
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
行
刑
に
お
い
て
国
家
の
任
務
は
、
人
格
的
及
び
物
質
的
不

足
に
対
し
て
必
要
な
手
段
を
講
じ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
行
刑
目
的
の
別
の
一
面
と
し
て
、
遂
行
さ
れ
る
行
刑
は
、
再
社
会
化
を
目
指
し
て
受

刑
者
の
権
利
を
基
礎
づ
け
る
の
み
で
な
く
、
基
本
権
を
制
限
す
る
措
置
を
正
当
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

一
九
八
三
年
六
月
二
八
日
の
決
定
（B

V
erfG

E
 
64,

261

）
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
行
刑
目
的
と
し
て
の
再
社
会
化
に
も
排
他
性
が
あ
る
こ
と

を
明
示
し
た
。
ナ
チ
ズ
ム
犯
罪
の
た
め
に
終
身
自
由
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
二
人
の
受
刑
者
に
対
す
る
休
暇
の
保
障
に
関
し
て
、
行
刑
法
二
条
に
従
い
、
行

刑
目
的
は
「
主
と
し
て
」
受
刑
者
の
再
社
会
化
に
あ
る
も
の
の
、
例
え
ば
責
任
の
重
大
性
の
よ
う
な
他
の
点
の
考
慮
は
な
お
除
外
さ
れ
な
い
と
し
た
。

一
九
九
三
年
二
月
一
六
日
の
決
定
（B

V
erfG

 
N
JW
 
1993,

3188

）
で
は
、
実
り
あ
る
再
社
会
化
の
貫
徹
の
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
関
与
者
の
集
中

的
な
協
働
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
受
刑
者
及
び
執
行
官
庁
双
方
の
協
力
を
要
請
し
た
。

一
九
九
三
年
一
二
月
八
日
の
決
定
（B

V
erfG

E
 
89,

315

）
で
は
、
再
社
会
化
が
是
が
非
で
も
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
す
な
わ

ち
、
再
社
会
化
の
実
現
の
際
に
は
、
受
刑
者
の
基
本
権
の
位
置
づ
け
と
行
為
相
当
性
の
原
則
が
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
九
五
年
六
月
二
九
日
の
決
定
（B

V
erfG

 
Z
fS
trV

o 1996,
174

）
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
再
社
会
化
に
関
す
る
前
提
と
言
う
べ
き
問

題
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
の
決
定
で
は
、
施
設
に
お
け
る
保
安
及
び
秩
序
は
、
再
社
会
化
と
い
う
行
刑
目
的
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
い
て

い
る
。

一
九
九
七
年
一
一
月
一
二
日
の
決
定
（B

V
erfG

 
N
S
tZ
-R
R
 
1998,

121

）
は
、
再
社
会
化
と
拘
禁
期
間
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
受
刑
者
の
利
益
は
、
長
年
月
の
拘
禁
の
侵
害
的
な
影
響
を
受
け
続
け
る
こ
と
を
防
ぎ
、
拘
禁
か
ら
の
釈
放
の
場
合
に
備
え
て
生
活
能
力

を
持
た
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
す
で
に
持
続
し
て
い
る
自
由
剥
奪
の
期
間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
そ
れ
ら
は
い
っ
そ
う
重
要
性
を
有
し
て
い
る
と
さ
れ
た
。

レ
ー
バ
ッ
ハ
判
決
か
ら
二
五
年
以
上
後
の
一
九
九
九
年
一
一
月
二
五
日
の
決
定
（

第
二
次
レ
ー
バ
ッ
ハ
事
件
決
定
」、B

V
erfG

 
N
JW

 
2000,

1859

）
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
九
九
年
一
一
月
末
に
か
つ
て
の
レ
ー
バ
ッ
ハ
の
兵
士
殺
害
に
つ
い
て
の
フ
ィ
ル
ム
を
放
映
禁
止
に
で
き
る
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
改
め
て
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
、
行
刑
目
的
と
執
行
目
的
の
間
の
つ
な
が
り
に
関
し
て
、
他
の
一
般
化
可
能
な
原
則
を

提
示
し
た
。
そ
れ
は
、
犯
罪
者
の
再
社
会
化
は
、
犯
罪
者
が
自
由
刑
に
服
さ
な
い
か
、
非
常
に
短
期
の
自
由
刑
に
服
す
場
合
で
も
、
そ
れ
自
体
考
慮
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
な
重
要
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
の
決
定
（B

V
erfG

 
S
tV
 
2001,

38

）
で
は
、
再
編
入
と
い
う
行
刑
目
的
を
、
受
刑
者
の
権
利
へ
の
あ
ら
ゆ
る
侵
害
に
対

（法政研究84-４- ）40 946
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す
る
尺
度
と
し
て
強
調
し
た
。
つ
ま
り
、
受
刑
者
が
行
刑
法
に
基
づ
い
て
課
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
制
限
は
、
再
社
会
化
の
要
請
と
対
比
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

101
）

M
an
fred

 
S
eebod

e
,
D
er V

o
llzu

g d
er U

n
tersu

ch
u
n
g
sh
a
ft,

B
erlin N

ew
Y
o
rk 1985,

S
.
145.

102
）

A
rloth

,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
73),

S
.329.

103
）

R
olf-P

eter C
allies,

H
ein
z M

u
ller-D

ietz
,
S
tra
fv
o
llzu

g
sg
esetz,

11.
A
u
fl.,

M
u
n
ch
en 2008,

29 R
n
.
3.

こ
れ
に
対
し
て
、
同
化
原
則

は
、
侵
害
排
除
原
則
や
社
会
復
帰
原
則
と
は
異
な
り
、
補
償
的
な
規
定
と
は
解
さ
れ
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
社
会
と
の
同
化
は
、

塀
の
内
と
外
」

と
の
区
別
が
あ
る
範
囲
で
の
み
実
現
の
可
能
性
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
。
ゆ
え
に
、
例
え
ば
、
執
行
の
緩
和
は
、
同
化
原
則
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
侵
害
排

除
原
則
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
。L

estin
g
,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
37),

S
.
9.

こ
こ
で
は
、
何
を
「
補
償
的
」
と
解
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
拘

禁
に
よ
る
不
利
益
を
緩
和
す
る
た
め
に
一
般
社
会
で
保
障
さ
れ
て
い
る
以
上
の
便
益
を
提
供
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
同
化
原
則
は
「
補
償
的
」
と
は
言

え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
行
刑
そ
の
も
の
か
ら
生
ま
れ
る
損
害
は
、
社
会
と
の
同
化
を
目
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
も
縮
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か

ら
、
同
化
原
則
も
「
補
償
的
」
な
規
定
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

104
）

ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
四
九
年
の
死
刑
廃
止
後
、
終
身
自
由
刑
が
最
高
刑
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
八
一
年
の
第
二
〇
次
刑
法
変
更
法
の
公
布
に
よ
り
、

終
身
自
由
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
の
仮
釈
放
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
文
字
通
り
終
生
に
わ
た
り
執
行
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
と
は
い
え
、

終
生
に
わ
た
る
執
行
が
憲
法
上
原
理
的
に
排
除
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。B

V
erfG

E
 
86,

288.

第
二
〇
次
刑
法
変
更
法
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
、
田
中

開
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
終
身
自
由
刑
の
改
革
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
九
八
号
（
一
九
八
三
年
）
五
四

六
一
頁
を
参
照
。

105
）

B
V
erfG

E
 
45,

187.

106
）

こ
の
判
決
の
意
義
と
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
、
小
池
信
太
郎
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
『
終
身
自
由
刑
』
の
動
向
｜
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
中
心

に
｜
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
七

二
三
頁
を
参
照
。

107
）

A
rloth

,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
73),

S
.
329.
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第
四
章

連
邦
制
度
改
革
以
降
の
同
化
原
則
の
発
展

第
一
節

連
邦
制
度
改
革
以
降
の
展
開

行
刑
の
分
野
に
お
い
て
、
よ
り
大
き
な
変
化
が
現
れ
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
六
年
の
連
邦
制
度
改
革
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
三
年

一
一
月
に
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
と
連
邦
参
議
院
が
「
連
邦
制
度
秩
序
の
現
代
化
に
関
す
る
調
査
会108

）」
を
共
同
で
設
置
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る

一
連
の
改
革
の
背
景
に
は
、
現
行
連
邦
制
の
下
で
連
邦
と
ラ
ン
ト
の
権
限
が
複
雑
に
絡
み
合
い
、
主
と
し
て
立
法
と
財
政
の
領
域
を
中
心
に
、

責
任
の
明
確
性
や
意
思
決
定
の
効
率
性
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
と
の
認
識
が
広
ま
っ
て
い
た
状
況
が
あ
る
。
連
邦
議
会
は
二
〇
〇
六
年
六
月
三

〇
日
に
「
基
本
法
の
改
正
に
関
す
る
法
律
（
連
邦
制
度
改
革
法
）」
に
同
意
し
、
そ
の
後
、
連
邦
参
議
院
も
同
年
七
月
七
日
に
賛
同
、
九
月

一
日
に
発
効
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
連
邦
と
ラ
ン
ト
と
の
競
合
的
立
法
に
関
す
る
規
定
（
基
本
法
七
四
条
）
が
改
正
さ
れ
、

行
刑
に
つ
い
て
の
立
法
権
限
は
連
邦
か
ら
ラ
ン
ト
に
委
譲
さ
れ
た109

）。
そ
の
結
果
、
各
ラ
ン
ト
は
現
在
ま
で
に
少
年
行
刑
法
、
未
決
勾
留
執
行

法
、
行
刑
法
、
保
安
監
置
執
行
法
を
次
々
に
立
法
し
た
。

行
刑
に
つ
い
て
の
立
法
権
限
を
ラ
ン
ト
に
移
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
批
判
の
声
が
強
か
っ
た
。
刑
法
典
も
刑
事
訴
訟
法
も
、
連
邦
に
お
い

て
統
一
的
に
適
用
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
の
刑
罰
の
執
行
目
的
や
方
法
が
ラ
ン
ト
ご
と
に
異
な
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
発
展
し
て
き
た
統
一
的

行
刑
法
と
し
て
の
法
文
化
の
喪
失
を
意
味
す
る110

）。
ま
た
、
各
ラ
ン
ト
の
間
で
は
、
す
で
に
運
用
面
で
格
差
が
開
き
、

み
す
ぼ
ら
し
さ
の
競

争
」
を
演
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
上
、
立
法
権
限
を
ラ
ン
ト
に
譲
れ
ば
、
再
社
会
化
行
刑
は
確
実
に
退
潮
し
て
し
ま
う
と
い

う
批
判
も
あ
っ
た111

）。

ラ
ン
ト
に
よ
る
独
自
の
立
法
は
ま
ず
少
年
行
刑
の
分
野
で
活
発
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
、
少
年
裁
判
所
が
選
択
で
き
る
終
局
処
分
と
し

て
教
育
処
分
、
懲
戒
処
分
と
並
ん
で
少
年
刑
が
あ
る
。
少
年
刑
を
言
い
渡
さ
れ
て
司
法
執
行
施
設
に
収
容
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
行
刑
関
係
を
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規
律
す
る
法
的
基
盤
と
な
る
の
は
、
少
年
行
刑
の
任
務
に
つ
い
て
定
め
る
少
年
裁
判
所
法
九
一
条
、
少
年
刑
は
少
年
刑
務
所
で
執
行
さ
れ
る

こ
と
な
ど
を
定
め
る
同
法
九
二
条
、
そ
し
て
少
年
行
刑
に
関
す
る
規
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
裁
量
を
連
邦
政
府
に
認
め
た
同
法
一
一
五

条
の
三
つ
で
あ
り
、
少
年
の
行
刑
関
係
を
規
律
す
る
施
設
法
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
少
年
行
刑
が
法
律
上
明
確
な
根
拠
を

持
っ
て
い
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
連
邦
制
度
改
革
法
制
定
に
先
立
つ
二
〇
〇
六
年
五
月
三
一
日
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
法
的
根
拠
を
持

た
な
い
状
態
を
憲
法
上
の
社
会
的
法
治
国
家
原
則
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
違
憲
と
判
断
し
た
上
で
、
立
法
者
に
二
〇
〇
七
年
末
ま
で
に
少
年
行

刑
法
を
立
法
す
る
よ
う
期
限
を
設
け
た112

）。
そ
の
後
、
ほ
と
ん
ど
の
ラ
ン
ト
は
二
〇
〇
七
年
の
う
ち
に
独
自
の
少
年
行
刑
法
を
制
定
し
た
。
ま

た
、
バ
イ
エ
ル
ン
及
び
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
は
行
刑
法
の
一
部
に
特
則
を
設
け
る
形
で
少
年
行
刑
を
定
め
て
い
る
。

続
い
て
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
か
け
て
、
未
決
勾
留
執
行
法
の
盛
ん
な
立
法
活
動
が
行
わ
れ
た
。
従
来
、
未
決
勾
留
の
執
行

に
関
す
る
規
定
は
、
刑
事
訴
訟
法
、
行
刑
法
、
少
年
裁
判
所
法
に
含
ま
れ
る
若
干
の
規
定
を
除
い
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の
立
法
状
況

に
つ
い
て
、
行
刑
委
員
会
が
、
す
で
に
一
九
七
一
年
に
未
決
勾
留
の
執
行
に
つ
い
て
、
法
律
に
よ
っ
て
包
括
的
に
規
定
す
る
べ
き
こ
と
を
述

べ
て
い
た
ほ
か
、
専
門
家
団
体
に
よ
る
法
律
の
要
求
が
沸
き
起
こ
っ
た
。
し
か
し
、
連
邦
法
で
定
め
る
試
み
は
、
つ
い
に
草
案
の
段
階
を
超

え
出
る
こ
と
は
な
い
ま
ま
、
ラ
ン
ト
に
立
法
権
限
が
移
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
未
決
勾
留
執
行
の
立
法
権
限
は
ラ
ン
ト
に
移
っ
た
一
方
、

裁
判
所
の
手
続
部
分
を
定
め
る
未
決
勾
留
法
（U

n
tersu

ch
u
n
g
sh
a
ftrech

t

）
の
立
法
権
限
は
連
邦
に
残
さ
れ
て
い
る
（
基
本
法
七
四
条

一
項
一
号
）。

さ
ら
に
、
二
〇
一
一
年
五
月
四
日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決113

）は
、
保
安
監
置
の
命
令
及
び
期
間
に
関
す
る
刑
法
典
の
規
定
が
、
基
本
法
一

〇
四
条
一
項
と
関
連
す
る
基
本
法
二
条
二
項
の
人
身
の
自
由
と
相
容
れ
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
裁
判
所
は
、
連
邦
及
び
ラ
ン
ト
の
立
法

者
に
、
遅
く
と
も
二
〇
一
三
年
五
月
三
一
日
ま
で
に
、
基
本
法
に
適
合
す
る
新
し
い
立
法
の
ノ
ル
マ
を
課
し
た
。
そ
の
た
め
、
二
〇
一
二
年

か
ら
二
〇
一
三
年
の
間
に
、
す
べ
て
の
ラ
ン
ト
で
独
自
の
保
安
監
置
執
行
法
が
制
定
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
立
法
ラ
ッ
シ
ュ
の
中
、
行
刑
に
関
す
る
規
定
は
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
一
六
年
に
か
け
て
様
々
な
形
態
の
法
律
と
し
て
順
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次
、
定
め
ら
れ
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
行
刑
法
が
二
〇
一
六
年
七
月
に
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
ラ
ン
ト

に
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ラ
ン
ト
に
よ
る
立
法
は
、
司
法
執
行
法
と
い
う
形
式
で
少
年
行
刑
、
成
人
行
刑
及
び
未
決
勾
留
執
行
を
同

一
の
法
律
で
規
定
し
た
り
、
各
法
律
を
独
立
に
定
め
た
り
と
、
そ
の
規
定
形
態
は
様
々
で
あ
る
。
司
法
執
行
法
を
制
定
し
た
ラ
ン
ト
で
は
、

す
で
に
立
法
し
て
い
た
少
年
行
刑
法
及
び
未
決
勾
留
執
行
法
が
そ
れ
に
伴
っ
て
失
効
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

成
人
行
刑
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇
一
六
年
に
か
け
て
様
々
な
形
態
の
法
律
と
し
て
順
次
、
定
め
ら
れ
た
。
同
化
原
則
は
そ

の
す
べ
て
に
置
か
れ
、
連
邦
行
刑
法
の
規
定
と
対
応
し
て
い
る
。
理
由
も
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
を
掲
げ
る
ラ
ン
ト
が
多
い
。
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ

ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
議
会
の
理
由
書
は
、

司
法
執
行
施
設
は
、
例
え
ば
、
拘
禁
期
間
と
と
も
に
自
己
責
任
に
基
づ
く
決
定
を
行
う
能
力
を
減

退
さ
せ
る
危
険
が
あ
る
施
設
生
活
の
特
殊
性
を
で
き
る
限
り
抑
え
込
む
た
め
に
、
施
設
内
の
生
活
と
自
由
社
会
に
お
け
る
生
活
の
間
の
差
違

を
避
け
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
原
則
は
行
刑
全
体
に
影
響
を
与
え
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
的
措
置
の
際
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
可
能
な
限
り
広
範
な
同
化
は
自
由
社
会
に
お
け
る
自
己
責
任
に
基
づ
く
生
活
の
『
訓
練
』
を
も
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る114

）」
と
説
明

し
て
い
る
。

一
方
で
、
連
邦
行
刑
法
か
ら
変
更
さ
れ
た
点
も
あ
る
。
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
、
ザ
ク

セ
ン
・
ア
ン
ハ
ル
ト
を
除
く
す
べ
て
の
ラ
ン
ト
で
、
同
化
原
則
は
訓
示
規
定
か
ら
義
務
規
定
に
修
正
さ
れ
た
。
義
務
規
定
に
な
っ
た
か
ら
と

い
っ
て
受
刑
者
が
何
ら
か
の
請
求
権
を
導
き
出
せ
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
文
言
の
修
正
に
よ
っ
て
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
の
意
義
が

強
調
さ
れ
る115

）。

同
化
原
則
は
成
人
行
刑
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
他
の
種
類
の
被
収
容
者
に
つ
い
て
定
め
た
法
律
に
も
置
か
れ
て
い
る
。
規
定
形
態

に
か
か
わ
ら
ず
、
成
人
行
刑
、
少
年
行
刑
、
未
決
勾
留
執
行
、
保
安
監
置
執
行
を
対
象
と
す
る
ラ
ン
ト
の
法
律
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
原
則
を

置
い
て
い
る116

）。
同
化
原
則
を
含
む
条
文
の
見
出
し
も
「
執
行
の
形
成
」、

一
般
的
な
形
成
原
則
」、

処
遇
及
び
教
育
原
則
」
等
で
あ
り
、
法

律
上
の
位
置
づ
け
か
ら
も
法
律
全
体
の
原
則
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
同
化
原
則
は
刑
事
司
法
分
野
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の
被
収
容
者
す
べ
て
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
普
遍
的
な
原
則
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
成
人
行
刑
以
外
の
分
野
に
波
及
し
て
い
っ
た
こ
と
が
見
て
と

れ
る
。

一
方
、
対
象
者
の
法
的
地
位
に
よ
っ
て
同
化
原
則
の
内
容
は
変
わ
り
得
る
。
例
え
ば
、
成
人
の
受
刑
者
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
被
収
容
者

に
つ
い
て
も
定
め
る
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
司
法
執
行
法
で
は
、
一
般
的
形
成
原
則
と
し
て
同
化
原
則
を
規
定
す
る
一
方
（
七
条
一

項
）、
少
年
受
刑
者
に
対
し
て
は
行
刑
の
教
育
的
形
成
を
求
め
て
い
る
（
九
条
）。
そ
の
結
果
、
成
人
受
刑
者
に
対
す
る
同
化
の
内
容
が
、
少

年
受
刑
者
に
と
っ
て
は
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
も
生
じ
る
の
で
あ
る117

）。

こ
の
こ
と
は
未
決
勾
留
執
行
に
も
当
て
は
ま
る
。
た
だ
、
連
邦
制
度
改
革
以
前
は
行
刑
に
お
け
る
同
化
原
則
を
未
決
勾
留
の
執
行
に
お
い

て
も
顧
慮
す
る
べ
き
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
顧
慮
す
る
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
に
考
慮
す
る
べ
き
な
の
か
も

明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、S

eeb
o
d
e

に
よ
り
、
同
化
原
則
を
未
決
勾
留
執
行
に
お
い
て
も
考
慮
す
る
こ
と
を
明
確
に
求
め
る
主

張
が
注
目
さ
れ
る118

）。S
eeb

o
d
e

に
よ
れ
ば
、
本
来
、
同
化
原
則
は
行
刑
の
領
域
に
由
来
す
る
た
め
、
区
別
な
く
未
決
勾
留
に
転
用
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
両
拘
禁
方
法
の
本
質
的
な
違
い
は
、
同
化
原
則
の
形
成
を
要
求
す
る
根
拠
も
、
そ
の
保
障
内
容
に
も
違
い
を
も
た
ら
す
か

ら
で
あ
る119

）。
同
化
原
則
の
有
効
性
の
根
拠
と
な
る
の
は
、
収
容
中
の
受
刑
者
に
犯
罪
と
は
関
わ
り
の
な
い
生
活
を
社
会
的
な
責
任
に
お
い
て

送
る
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
い
う
行
刑
目
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
未
決
勾
留
の
執
行
に
お
い
て
、
同
化
原
則
の
有
効
性
の
要
求

は
無
罪
推
定
か
ら
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
執
行
中
の
生
活
は
一
般
の
生
活
状
態
に
同
化
す
る
の
で
は
な
く
、
元
々
同
じ
で
あ
る
べ
き
生
活

を
十
分
に
保
護
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、S

eeb
o
d
e

は
未
決
勾
留
執
行
に
お
け
る
同
化
原
則
を
「
保
護
原
則

（E
rh
a
ltu
n
g
sg
ru
n
d
sa
tz

）」
と
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
同
化
原
則
の
理
由
づ
け
の
相
違
に
よ
り
、
未
決
勾
留
の
執
行
に
関
し
て
同
化

原
則
は
、
執
行
が
自
由
社
会
に
お
い
て
存
在
す
る
生
活
状
態
だ
け
で
な
く
、
被
収
容
者
の
生
活
状
態
と
個
別
的
な
ニ
ー
ズ
に
方
向
づ
け
ら
れ

る
よ
う
に
修
正
を
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
被
収
容
者
の
生
活
状
態
と
個
別
的
な
ニ
ー
ズ
は
未
決
勾
留
執
行
の
目
的

ま
た
は
執
行
施
設
の
秩
序
維
持
に
反
し
な
い
範
囲
で
考
慮
し
、
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
個
別
化
の
要
請
と
は
別
に
、
現
行
の
同
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化
原
則
と
無
罪
推
定
原
則
は
、
未
決
勾
留
執
行
に
お
い
て
拘
禁
が
刑
の
手
段
で
も
刑
そ
れ
自
体
で
も
な
い
こ
と
を
体
現
す
る
原
則
と
な
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
未
決
勾
留
執
行
は
刑
事
拘
禁
よ
り
も
厳
し
く
な
く
、
軽
い
も
の
と
な
る
よ
う
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い120

）。

S
eeb

o
d
e

に
よ
る
主
張
は
、
未
決
勾
留
執
行
に
お
け
る
同
化
原
則
の
内
容
を
受
刑
者
に
対
す
る
原
則
の
内
容
に
比
し
て
よ
り
発
展
し
た

も
の
と
捉
え
る
。
未
決
被
勾
留
者
に
対
す
る
制
約
は
、
公
共
の
利
益
に
対
す
る
具
体
的
な
危
険
が
存
す
る
限
り
で
の
み
可
能
と
な
り
、

被

拘
禁
者
は
従
来
の
生
活
を
基
本
的
に
継
続
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
」。

今
で
は
、
未
決
勾
留
執
行
の
分
野
で
同
化
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
化
に
つ
い
て
、
現
在
も
効

力
を
有
し
、
未
決
勾
留
を
独
立
に
定
め
た
法
律
に
手
が
か
り
を
求
め
る
と
、
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
未
決
勾
留
執
行
法
の
ラ
ン
ト
政
府
草
案
の
理

由
書121

）が
、

執
行
の
形
成
」

五
条
）
と
「
個
人
的
保
管
、
費
用
の
分
担
」

一
五
条
）
の
箇
所
で
同
化
原
則
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
執

行
の
形
成
に
お
い
て
は
、
被
勾
留
者
に
課
さ
れ
る
制
限
は
、
未
決
勾
留
執
行
の
任
務
ま
た
は
施
設
に
お
け
る
秩
序
正
し
い
共
同
生
活
の
要
請

を
通
し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
個
別
の
規
定
に
お
い
て
は
、
被
勾
留
者
が
個
人
で
保
管
を
許
さ
れ
る
物
品
に

か
か
る
費
用
が
適
切
な
基
準
を
上
回
る
場
合
に
は
、
同
化
原
則
も
考
慮
し
て
被
勾
留
者
に
費
用
の
負
担
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
あ
る
。

し
か
し
、
受
刑
者
よ
り
も
社
会
と
の
同
化
の
要
請
が
強
い
は
ず
の
未
決
勾
留
執
行
法
に
お
い
て
、
同
化
原
則
の
趣
旨
を
斟
酌
し
よ
う
と
す
る

姿
勢
は
い
か
に
も
弱
い
。
内
容
面
に
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
の
か
、
現
時
点
で
明
ら
か
な
こ
と
は
少
な
い
と
言
え
る
。

保
安
監
置
執
行
法
は
、
ほ
と
ん
ど
の
ラ
ン
ト
で
独
立
し
た
法
律
と
し
て
立
法
さ
れ
て
お
り
、
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
を
除
く
す
べ
て
の
ラ
ン
ト
で

同
化
原
則
は
義
務
規
定
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
保
安
監
置
と
い
う
保
安
処
分
と
し
て
の
性
質
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
ベ
ル
リ
ン
保
安
監
置
執
行
法
は
同
化
原
則
の
文
言
に
続
い
て
「
仮
に
収
容
が
長
期
間
に
わ
た
る
と
し
て
も
、
被
収
容
者
の
尊
厳
の

あ
る
生
活
と
広
範
な
自
己
決
定
が
可
能
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
定
め
、
保
安
監
置
を
受
け
る
被
収
容
者
に
は
よ
り
一
層
の
配
慮

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。

現
時
点
で
連
邦
諸
ラ
ン
ト
に
お
け
る
同
化
原
則
は
普
遍
的
な
原
則
と
し
て
の
地
位
を
築
い
て
い
る
も
の
の
、
成
人
受
刑
者
以
外
の
法
的
地

（法政研究84-４- ）46 952
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位
に
あ
る
者
に
対
し
て
、
原
則
か
ら
ど
の
よ
う
な
具
体
的
内
容
を
導
き
出
せ
る
か
は
、
な
お
明
ら
か
で
は
な
い
。
流
動
的
な
ラ
ン
ト
の
立
法

及
び
実
務
の
動
き
を
今
後
も
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
節

同
化
原
則
の
展
開
場
面

同
化
原
則
が
ド
イ
ツ
の
行
刑
に
お
い
て
次
第
に
大
き
な
意
義
を
獲
得
し
、
連
邦
制
度
改
革
以
降
は
、
各
ラ
ン
ト
に
お
い
て
、
成
人
受
刑
者

の
み
な
ら
ず
、
他
の
分
野
に
も
波
及
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
、
一
方
で
、
同
化
原
則
自
体
、
机
上
の
空
論
に
留
ま
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
も
十
分
に
予
想
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
原
則
の
射
程
が
非
常
に
広
範
で
あ
る
こ
と
や
、
刑
事
施
設
で
同
化
原
則
を

達
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
多
く
の
障
害
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
ま
た
、
ラ
ン
ト
の
法
律
に
現
れ
た
同
化
原
則
を
、
連
邦
行
刑
法

に
お
け
る
同
化
原
則
と
比
し
て
発
展
し
た
原
則
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ
る
。

長
き
に
渡
る
行
刑
の
歴
史
を
経
て
、
現
在
、
同
化
原
則
の
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
か
確
認
す
る
作
業
が
必

要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
大
前
提
と
い
う
べ
き
事
柄
に
つ
い
て
も
、
そ
の
謙
抑
的
解
釈
の
た
め
か
、
同
化
原
則
自
体
に
つ
い
て
、

行
刑
法
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
い
て
す
ら
数
ペ
ー
ジ
の
記
述
で
終
わ
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
連
邦
及
び
ラ
ン
ト
の
立
法
資
料
や
判
例
、
ド
イ
ツ
行
刑
の
研
究
者
に
よ
る
著
作
物
に
お
い
て
同
化
原
則
が
問
題
に
な
る
場
面
と

し
て
挙
げ
た
事
項
を
、
成
人
受
刑
者
の
場
合
に
限
っ
て
整
理
し
た
も
の
が
巻
末
の
表
で
あ
る122

）。
こ
の
表
で
は
、
同
化
原
則
が
具
体
的
に
問
題

に
な
る
場
面
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
と
、
同
化
原
則
の
観
点
か
ら
の
評
価
を
整
理
し
て
い
る
。

刑
事
施
設
が
生
活
全
体
を
規
律
す
る
「
全
制
施
設
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
同
化
原
則
が
問
題
と
な
る
場
面
が
多
岐
に
渡
る
た
め
、
こ
こ
で

は
ド
イ
ツ
行
刑
に
お
け
る
同
化
原
則
の
特
筆
す
る
べ
き
特
徴
に
限
定
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
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⑴

中
核
的
な
処
遇
手
段
で
あ
る
作
業
の
位
置
づ
け
の
変
化

近
年
、
同
化
原
則
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
処
遇
の
中
核
的
な
手
段
で
あ
っ
た
作
業
の
位
置
づ
け
に
変
化
が
現
れ
て
い
る123

）。
ド
イ
ツ
で
は
、
基

本
法
一
二
条
三
項
に
よ
り
強
制
労
働
（Z

w
a
n
g
sa
rb
eit

）
が
許
容
さ
れ
て
お
り
、
連
邦
行
刑
法
四
一
条
一
項
で
受
刑
者
の
作
業
義
務
を
定

め
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
指
定
さ
れ
た
作
業
を
拒
否
す
る
こ
と
は
義
務
違
反
と
な
り
、
連
邦
行
刑
法
一
〇
二
条
以
下
に
よ
り
懲
戒
処
分
の

対
象
に
な
っ
た
。
こ
の
場
合
、
叱
責
（
一
〇
三
条
一
項
一
号
）
と
、
三
月
ま
で
の
自
用
金
の
使
用
及
び
物
品
購
入
の
制
限
ま
た
は
禁
止
（
二

号
）
が
科
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。

変
化
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
新
た
な
行
刑
法
を
立
法
す
る
際
の
指
針
と
す
る
た
め
に
一
〇
の
ラ
ン
ト
が
一
年
半
の
協
議
の
末
、
二

〇
一
一
年
八
月
に
公
表
し
た
行
刑
法
モ
デ
ル
草
案
（
以
下
、
モ
デ
ル
草
案
）
で
あ
っ
た124

）。
こ
の
モ
デ
ル
草
案
に
お
い
て
、
同
化
原
則
を
根
拠

と
し
て
作
業
義
務
の
廃
止
が
初
め
て
謳
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
モ
デ
ル
草
案
は
、
作
業
義
務
の
廃
止
の
み
な
ら
ず
、
従
前
の
立
法
資
料
以
上
に

同
化
原
則
の
観
点
か
ら
様
々
な
提
案
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
な
い
ラ
ン
ト
が
文
字
通
り
指
針
と
し
て
採
用
し
た
。
し
か
し
、
作
業
義

務
を
実
際
に
廃
止
し
た
の
は
三
つ
の
ラ
ン
ト
（
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
、
ザ
ク
セ
ン
）
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

作
業
義
務
を
排
除
し
た
ラ
ン
ト
の
う
ち
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
司
法
執
行
法
は
、
二
九
条
一
項
で
「
受
刑
者
に
は
、
申
出
に
基

づ
き
、
又
は
そ
の
同
意
の
下
で
、
作
業
が
割
り
当
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
定
め
た
。
理
由
書
で
は
、
作
業
は
同
化
原
則
を
考
慮
し
て
自

由
意
思
で
あ
る
こ
と
、
受
刑
者
及
び
少
年
受
刑
者
に
対
す
る
措
置
は
再
社
会
化
に
と
っ
て
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ

ゆ
え
作
業
は
中
心
で
は
な
く
、
多
く
の
再
社
会
化
の
要
素
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
た125

）。

こ
の
こ
と
は
、
受
刑
者
の
労
働
を
執
行
の
積
極
的
な
構
成
要
素
と
み
な
し
、
刑
罰
の
た
め
に
使
用
し
な
い
よ
う
に
勧
告
す
る
欧
州
刑
事
施

設
規
則
（
二
六
・
一
）
や
、
作
業
へ
の
従
事
率
が
低
く
、
実
務
に
お
い
て
作
業
義
務
が
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
も
考
慮
さ
れ
た126

）。
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⑵

自
立
性
の
促
進

同
化
原
則
は
、
受
刑
者
の
自
律
性
を
尊
重
す
る
意
味
で
の
同
化
ば
か
り
が
追
求
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
化
原
則
を
根
拠
と
し
て
、
他

人
に
依
存
せ
ず
迷
惑
を
か
け
な
い
自
立
し
た
個
人
と
な
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
受
刑
者
に
よ
る
費
用
負
担
の
正
当
化

に
つ
な
が
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
受
刑
者
に
光
熱
費
（
特
に
娯
楽
用
電
子
機
器
類
に
関
し
て
）
を
出
費
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
議
論
さ
れ
て
い

る
。
行
刑
法
五
〇
条
で
規
定
さ
れ
た
拘
禁
費
用
分
担
金
は
、
拘
禁
費
用
に
限
定
し
て
規
定
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
関
し
て
法
的
根
拠
を
示

す
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
光
熱
費
の
負
担
は
同
化
原
則
に
よ
っ
て
も
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
さ
れ
た127

）。

自
由
社
会
の
生
活
で
も
存
在
す
る
よ
う
に
、
費
用
負
担
を
正
当
化
す
る
た
め
に
こ
の
原
則
が
採
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
受
刑
者
に
と
っ
て
不
利

に
な
る
よ
う
な
「
同
化
原
則
の
悪
用
（M

issb
ra
u
ch d

es

128
）

A
n
g
leich

u
n
g
sg
ru
n
d
sa
tz

）」
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
化
原
則
は
「
外
で

起
き
て
い
る
消
極
的
な
展
開
を
『
同
化
の
た
め
に
』
行
刑
に
お
い
て
同
列
に
並
べ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
ま
さ
に
正
反
対
に
変
え
ら
れ

る129
）」

こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
研
究
者
の
懸
念
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
受
刑
者
に
よ
る
費
用
負
担
を
法
律
で
定
め
て
い
る
ラ
ン
ト
は
存
在
す
る
。
バ
ー
デ
ン
・

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
ヘ
ッ
セ
ン
で
は
、
受
刑
者
は
「
私
物
の
所
有
」
の
た
め
に
光
熱
費
の
負
担
に
協
力
さ

せ
ら
れ
る
。
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
行
刑
法
で
は
、
通
常
の
範
囲
を
越
え
る
限
り
で
、
電
化
製
品
の
使
用
に
か
か
る
出
費
負
担
を
規
定
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
受
刑
者
の
費
用
負
担
を
ま
さ
に
同
化
原
則
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
ラ
ン
ト
も
存
在
す
る
。
ヘ
ッ
セ
ン
行
刑
法
で
は
、
合
わ
せ

て
施
設
側
の
給
付
に
か
か
る
費
用
と
第
三
者
の
給
付
を
受
刑
者
に
仲
介
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
費
用
も
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四

三

条

五

項

第

二

文
）
。
そ

の

理

由

書

で

は
、
四

三

条

五

項

の

規

定

は
「
同

化

原

則

の

明

示
（A

u
s
p
r
a
g
u
n
g
 
d
e
s

130
）

A
n
g
leich

u
n
g
sg
ru
n
d
sa
tzes

）」
を
意
味
す
る
と
し
て
い
る
。
バ
イ
エ
ル
ン
行
刑
法
で
は
、
信
書
の
発
受
、
電
話
及
び
小
包
の
受
け
渡
し

に
関
す
る
費
用
、
保
健
関
係
費
用
、
光
熱
費
、
ラ
ジ
オ
放
送
及
び
テ
レ
ビ
受
像
機
に
関
す
る
運
営
費
用
並
び
に
薬
物
検
査
に
か
か
る
費
用
を
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受
刑
者
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
理
由
書
で
は
、
こ
の
こ
と
は
「
同
化
原
則
の
表
れ
（A

u
sd
ru
ck d

es A
n
g
leich

u
n
g
sg
ru
n
d
-

sa
tzes

）」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る131

）。

基
本
と
な
る
額
を
超
え
る
場
合
に
、
特
に
受
刑
者
が
所
持
す
る
物
品
の
管
理
に
か
か
る
費
用
を
負
担
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
む

し
ろ
受
刑
者
の
物
品
の
所
持
・
利
用
を
拡
大
す
る
効
果
が
期
待
で
き
る
。
し
か
し
、
基
本
額
を
含
め
た
費
用
負
担
が
同
化
原
則
に
よ
っ
て
正

当
化
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
社
会
の
否
定
的
側
面
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
受
刑
者
に
「
訓
練
」
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
施
設
内

生
活
を
劣
悪
な
も
の
に
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
原
則
の
性
質
を
変
質
さ
せ
る
危
険
性
が
あ
る
。

信
書
の
発
受
に
関
し
て
も
費
用
負
担
の
問
題
が
生
起
す
る
。
受
刑
者
に
は
、
信
書
発
受
の
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
の
（
行
刑
法
二

八
条
一
項
）、
同
化
原
則
を
考
慮
し
、
受
刑
者
は
信
書
の
発
受
に
か
か
る
費
用
を
自
己
で
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
二
八
条
関
係

行
政
規
則
第
二132

））。
た
だ
し
、

理
由
の
あ
る
場
合
に
適
当
な
範
囲
で
」
施
設
側
が
費
用
を
肩
代
わ
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

受
刑
者
の
信
書
の
発
受
に
か
か
る
費
用
負
担
は
、
光
熱
費
の
負
担
以
上
に
広
く
認
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
受
刑
者
の
費
用
負
担
の
原
則

は
、
す
べ
て
の
ラ
ン
ト
の
行
刑
法
に
お
い
て
、
行
政
規
則
で
は
な
く
、
法
律
に
規
定
さ
れ133

）、
そ
の
価
値
を
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
法
律
の

理
由
書
は
、
そ
の
場
合
、

自
己
責
任
に
基
づ
く
外
部
交
通
の
義
務
」
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
示
す
る134

）。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
は
批
判
が
あ
る
。
執
行
官
庁
に
は
受
刑
者
の
外
部
交
通
の
促
進
義
務
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
社
会
国
家
原
則
と
同
様

に
憲
法
上
定
着
し
た
再
社
会
化
原
則
を
も
考
慮
し
て
、
受
刑
者
が
落
ち
度
な
く
領
置
金
ま
た
は
自
用
金
か
ら
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
に
援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
施
設
に
よ
る
費
用
負
担
が
任
意
規
定
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
問
題
で

あ
る
。
ま
た
、
費
用
負
担
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
、
受
刑
者
の
作
業
報
酬
と
関
連
し
た
文
脈
で
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
報
酬
が
正
当
な
賃

金
で
支
払
わ
れ
る
と
き
に
追
認
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う135

）。

こ
の
他
、
受
刑
者
が
例
外
的
に
着
用
で
き
る
私
服
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
と
修
繕
、
電
話
、
小
包
の
送
付
、
補
助
具
、
保
健
、
ラ
ジ
オ
及
び
テ

レ
ビ
、
薬
物
検
査
に
か
か
る
費
用
を
受
刑
者
が
負
担
す
る
こ
と
を
法
律
に
定
め
て
い
る
ラ
ン
ト
が
存
在
し
、
一
部
の
ラ
ン
ト
は
同
化
原
則
に
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よ
っ
て
正
当
化
し
て
い
る
。
同
化
原
則
に
適
う
状
態
に
つ
い
て
言
及
す
る
箇
所
は
、
各
ラ
ン
ト
で
ば
ら
つ
き
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
費

用
負
担
に
関
し
て
は
多
く
の
ラ
ン
ト
が
同
化
原
則
を
引
き
合
い
に
出
し
て
お
り136

）、
同
化
原
則
に
よ
る
自
立
性
の
促
進
は
、
連
邦
制
度
改
革
後

の
新
し
い
傾
向
と
言
え
る
。
元
は
と
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
費
用
負
担
の
同
化
原
則
に
よ
る
正
当
化
も
、
モ
デ
ル
草
案
が
提
示
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
モ
デ
ル
草
案
の
提
案
は
、
社
会
の
消
極
的
側
面
へ
の
同
化
の
み
を
求
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
ラ
ン
ト
は
取
捨
選
択
す
る
こ

と
で
、
そ
の
消
極
的
側
面
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

⑶

受
刑
者
の
特
性
の
反
映

多
く
の
ラ
ン
ト
は
依
然
と
し
て
作
業
義
務
を
廃
し
て
お
ら
ず
、
同
化
原
則
を
背
景
と
し
て
自
立
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。
一
方
で
、

連
邦
行
刑
法
の
時
点
で
、
す
で
に
同
化
原
則
的
な
価
値
観
は
浸
透
し
て
お
り
、
ラ
ン
ト
も
そ
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。

そ
れ
を
と
り
わ
け
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
受
刑
者
ご
と
の
特
性
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

多
く
の
ラ
ン
ト
は
、
受
刑
者
に
対
し
て
作
業
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
作
業
義
務
は
、
同
化
原
則
に
基
づ
き
、
受
刑
者
の
性
質

に
よ
っ
て
柔
軟
に
対
応
さ
れ
て
い
る
。
受
刑
者
が
六
五
歳
以
上
で
あ
る
場
合
や
、
社
会
法
典
第
六
編
（
年
金
保
険
）
四
三
条
二
項
に
基
づ
き

就
業
不
能
の
受
刑
者
、
妊
娠
中
ま
た
は
授
乳
中
の
母
親
の
場
合
は
作
業
義
務
が
な
か
っ
た
（
連
邦
行
刑
法
四
一
条
一
項
）。
こ
の
こ
と
は
ラ

ン
ト
の
行
刑
法
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
受
刑
者
の
家
庭
で
の
役
割
を
刑
務
所
に
お
い
て
も
担
わ
せ
る
た
め
の
制
度
設
計
も
行
わ
れ
て
い
る
。
同
化
原
則
を
考
慮
す
る
と
、

面
会
は
外
部
社
会
と
の
個
人
的
な
接
触
を
行
う
唯
一
の
機
会
で
あ
る
た
め137

）、
特
別
な
意
味
が
付
与
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
同
化
原
則
は
、

性
的
接
触
を
伴
う
夫
婦
面
会
の
問
題
、
面
会
の
際
の
隔
離
用
ア
ク
リ
ル
板
の
使
用
の
是
非
と
も
関
連
す
る
。

半
数
以
上
の
ラ
ン
ト
で
は
、
連
邦
行
刑
法
に
比
し
て
面
会
の
最
低
時
間
を
拡
大
し
て
い
る138

）。
特
徴
的
な
の
は
、
子
ど
も
の
面
会
の
場
合
に

は
、
よ
り
多
く
の
面
会
時
間
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
行
刑
法
に
先
駆
け
て
こ
の
種
の
規
定
を
明
文
化
し
た
モ
デ
ル
草
案
の

（84-４- ）957 51

ドイツ行刑における社会との同化原則の意義（大谷）



解
説
に
よ
る
と
、
子
ど
も
の
面
会
は
受
刑
者
の
再
編
入
に
と
っ
て
特
別
な
意
義
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
面
会
時
間
を
増
や
す
こ
と
は
特

に
子
ど
も
の
福
祉
（K

in
d
esw

o
h
l

）
を
考
慮
し
、
拘
禁
さ
れ
た
親
と
子
ど
も
が
、
特
に
長
期
の
拘
禁
の
場
合
に
深
刻
な
レ
ベ
ル
で
疎
遠
に

な
る
こ
と
を
防
ぐ
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
た139

）。
面
会
時
間
の
特
別
な
配
慮
自
体
は
、
子
ど
も
自
身
の
利
益
を
考
慮
す
る
も
の
と
し
て
把
握

さ
れ
、
同
化
原
則
と
結
び
付
け
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
受
刑
者
の
家
庭
に
お
け
る
役
割
を
維
持
・
継
続
す
る
と
い
う
点
で
は
、

同
化
原
則
の
趣
旨
を
実
現
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
節

第
四
章
の
小
括

本
章
で
は
、
立
法
権
限
を
委
譲
さ
れ
た
ラ
ン
ト
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
に
制
定
し
た
行
刑
法
の
中
で
同
化
原
則
を
宣
明
し
、
そ
の
動
き

は
他
の
分
野
に
も
波
及
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
従
来
、

空
虚
な
決
ま
り
文
句
」
で
あ
っ
た
同
化
原
則
の
位
置
づ
け
は
、
近
年
の
ラ

ン
ト
行
刑
法
に
お
け
る
同
化
原
則
に
お
い
て
、
変
わ
り
得
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
同
化
原
則
を
考
慮
し
て
受
刑
者
の
自
由
意

思
を
尊
重
し
、
作
業
義
務
を
排
除
し
た
い
く
つ
か
の
ラ
ン
ト
の
存
在
が
そ
の
例
で
あ
る
。
か
つ
て
行
刑
に
お
い
て
中
核
的
な
役
割
を
占
め
て

い
た
作
業
を
、
再
社
会
化
の
手
段
の
一
つ
に
降
格
さ
せ
た
同
化
原
則
は
、
今
日
の
行
刑
の
構
造
を
も
変
革
す
る
影
響
力
を
有
す
る
概
念
と
し

て
、
ま
す
ま
す
看
過
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
一
方
で
、
モ
デ
ル
草
案
の
示
し
た
社
会
の
消
極
的
側
面
へ
の
同
化
を
法

律
に
進
ん
で
取
り
入
れ
る
傾
向
も
見
ら
れ
、
そ
の
行
く
末
は
ラ
ン
ト
行
刑
に
託
さ
れ
て
い
る
。

108
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B
T
-D
rs.

15 /1685.

109
）

連
邦
制
度
改
革
の
行
刑
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
、
武
内
謙
治
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
刑
改
革
」『
前
野
育
三
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集

刑
事
法
学
の

（法政研究84-４- ）52 958
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体
系
』

法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
八
年
）
七
六
頁
以
下
を
参
照
。
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z M
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g
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F
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G
a
n
g
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Z
fS
trV

o 2006,
S
.
145

149.

112
）

B
V
erfG

E
 
116,

69.

こ
の
判
決
の
内
容
の
詳
細
と
そ
の
意
義
に
関
し
て
、
武
内
謙
治
「
少
年
行
刑
法
は
不
要
か
｜
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
二
〇

〇
六
年
五
月
三
一
日
判
決
を
手
が
か
り
に
｜
」
法
政
研
究
七
四
巻
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
一
一
四

一
〇
七
七
頁
、
九
州
刑
事
政
策
研
究
会
（
武
内
謙

治
‖
大
谷
彬
矩
）
訳
「
少
年
行
刑
の
た
め
の
最
低
基
準
」
法
政
研
究
八
二
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
の
武
内
に
よ
る
は
し
が
き
を
参
照
。

113
）

B
V
erfG

E 128,326.

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
フ
リ
ッ
シ
ュ
（
金
澤
真
理
訳
）

国
際
的
法
規
範
に
よ
っ
て
吟
味
を
受
け
る
保
安
監
置
」
髙
田
昌
弘
ほ
か

編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
社
会
国
家
原
則
』

信
山
社
、
二
〇
一
五
年
）
三
六
五

三
八
六
頁
を
参
照
。

114
）

L
a
n
d
ta
g B

a
d
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-W
u
rttem

b
erg

,
D
rs.

14 /5012,
S
.
209.
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）

例
外
は
、
二
〇
一
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
ヘ
ッ
セ
ン
未
決
勾
留
執
行
法
と
、
二
〇
一
三
年
に
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
で
制
定
さ
れ
た
保
安
監
置
執
行
法
で
あ
る
。

ヘ
ッ
セ
ン
未
決
勾
留
執
行
法
は
同
化
原
則
で
は
な
く
、
無
罪
推
定
原
則
に
よ
っ
て
執
行
の
形
成
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
同
化
原
則
に
類
似
し
た
規
定
と
も

言
え
る
。
一
方
、
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
の
保
安
監
置
執
行
法
は
そ
の
よ
う
な
原
則
が
存
在
し
な
い
。
た
だ
、
こ
の
法
律
は
他
の
ラ
ン
ト
の
保
安
監
置
執
行
法
と

比
較
し
て
も
内
容
及
び
構
造
が
特
異
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

117
）

ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
で
は
、
少
年
受
刑
者
に
対
し
て
は
、
教
育
思
想
の
見
地
か
ら
行
刑
目
的
の
実
現
へ
の
協
力
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る

（
六
条
二
項
）。
こ
れ
は
、
少
年
受
刑
者
は
人
格
が
ま
だ
固
ま
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
自
主
性
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
、
可
塑
性
が
あ
る
こ
と
、
従
順
で
あ

る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
協
力
義
務
の
不
履
行
は
、
特
に
執
行
の
緩
和
を
保
障
す
る
か
否
か
の
問
題
に
関
わ
る
。
具
体
的
な
義
務
の
違
背
は
、
教
育
的

措
置
、
例
え
ば
懲
戒
処
分
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
。L

a
n
d
ta
g R

h
ein
la
n
d
-P
fa
lz,

D
rs.

16 /1910,
S
.
115f.

118
）

S
eebod

e
,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
101),

S
.
145ff.

119
）

A
rlo
th

は
、
未
決
被
勾
留
者
は
無
罪
推
定
の
結
果
と
し
て
非
常
に
狭
い
条
件
の
下
で
の
み
自
由
の
制
限
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
私
服
の
着
用

と
自
弁
が
未
決
被
勾
留
者
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
受
刑
者
に
も
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
主
張
を
的
外
れ
で
あ
る
と
批
判
す
る
。A

rloth
,
a
.

a
.O
.
(A
n
m
.
73),

S
.
330.
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）

S
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W
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zer

,
D
er V
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n
g
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S
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124.

121
）

T
h
u
rin
g
er L

a
n
d
ta
g
,
D
rs.

4 /4803,
S
.
48ff.

122
）

特
に
、
学
位
請
求
論
文
で
同
化
原
則
に
つ
い
て
論
じ
たIsa

b
ell M

a
tth
ey

は
、
同
化
原
則
が
具
体
的
に
問
題
に
な
る
場
面
と
し
て
、
収
容
、
給
養
、
（84-４- ）959 53
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外
部
交
通
、
教
育
、
作
業
、
宗
教
教
誨
、
余
暇
、
医
療
的
処
置
、
社
会
的
援
助
を
挙
げ
、
ド
イ
ツ
行
刑
に
お
け
る
同
化
原
則
の
網
羅
的
な
検
討
を
行
っ
て

い
る
。V

g
l.
M
atth

ey
,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
36).

123
）

ド
イ
ツ
行
刑
に
お
け
る
処
遇
の
位
置
づ
け
の
変
遷
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
処
遇
の
位
置
づ
け
の
動
向
」
本
庄
武
‖
武
内
謙
治
編
『
刑

罰
制
度
改
革
の
前
に
考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
』

日
本
評
論
社
、
二
〇
一
七
年
）
一
六
三

一
七
八
頁
。
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次
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文
献
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参
照
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バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
司
法
執
行
法
典
第
三
巻
二
三
条
三
項
、
バ
イ
エ
ル
ン
行
刑
法
三
一
条
三
項
、
ベ
ル
リ
ン
行
刑
法
三
四
条
二
項
、
ブ

ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
司
法
執
行
法
三
九
条
二
項
、
ブ
レ
ー
メ
ン
行
刑
法
三
一
条
二
項
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
刑
法
二
九
条
三
項
、
ヘ
ッ
セ
ン
行
刑
法
三
三
条
五
項
、

メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
・
フ
ォ
ア
ポ
ン
メ
ル
ン
行
刑
法
三
一
条
二
項
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
司
法
執
行
法
五
二
条
三
項
第
五
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト

フ
ァ
ー
レ
ン
行
刑
法
一
八
条
三
項
、
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
・
プ
フ
ァ
ル
ツ
司
法
執
行
法
三
九
条
二
項
、
ザ
ー
ル
ラ
ン
ト
行
刑
法
三
一
条
二
項
、
ザ
ク
セ
ン
行
刑

法
三
一
条
二
項
、
ザ
ク
セ
ン
・
ア
ン
ハ
ル
ト
司
法
執
行
法
草
案
三
八
条
二
項
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
行
刑
法
四
七
条
二
項
、
テ
ュ
ー
リ
ン

ゲ
ン
司
法
執
行
法
典
三
九
条
二
項
。

134
）

V
g
l.
H
essisch

er L
a
n
d
ta
g
,
D
rs.

18 /1396,
S
.
98.

135
）

T
h
iele

,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
115)

S
.
173.
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136
）

電
話
に
か
か
る
費
用
負
担
に
つ
い
て
は
、
一
〇
の
ラ
ン
ト
が
同
化
原
則
を
根
拠
と
し
て
い
る
。

137
）

C
allies,

M
u
ller-D

ietz
,
a
.a
.O
.
(A
n
m
 
103),

24 R
n
.
1.

138
）

V
g
l.
T
h
iele

,
a
.a
.O
.
(A
n
m
.
115),

S
.
122f.

139
）

M
u
steren

tw
u
rf zu

m
 
L
a
n
d
esstra

fv
o
llzu

g
sg
esetz,

S
.
96.

第
五
章

行
刑
に
お
け
る
同
化
原
則
の
意
義

第
一
節

生
成
過
程
に
お
け
る
特
徴

歴
史
的
視
座
か
ら
同
化
原
則
の
生
成
過
程
を
概
観
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
整
理
し
、
改
め
て
行
刑
に
お
け
る
同
化
原
則
の
意
義
に

つ
い
て
考
察
す
る
。

同
化
原
則
の
淵
源
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
の
時
代
の
教
育
思
想
に
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
段
階
的
処
遇
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
同

化
原
則
の
実
現
も
図
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
受
刑
者
は
処
遇
の
客
体
で
あ
る
た
め
、
同
化
原
則
は
独
居
拘
禁
や
雑
居
拘
禁
に
代

わ
る
効
果
的
な
手
段
で
は
あ
っ
た
が
、
社
会
復
帰
へ
の
意
欲
を
喚
起
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
位
置
づ
け
に
留
ま
る
。
同
化
原
則
そ
れ
自

体
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
守
る
べ
き
原
則
と
し
て
の
地
位
を
築
い
た
と
は
言
い
難
い
。
事
実
、
そ
の
後
の
第
三
帝
国
期
に
は
同
化

原
則
と
は
対
照
的
な
行
刑
が
追
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

戦
後
は
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、
一
九
七
六
年
に
制
定
さ
れ
た
連
邦
行
刑
法
で
は
、
累
進
制
度
や
優
遇
制
度
を
採
用
せ
ず
、
同
化
原
則

は
、
自
己
の
主
体
性
及
び
自
己
責
任
の
あ
る
生
活
を
お
く
る
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
受
刑
者
に
対
し
、
自
由
な
社
会
で
法
律
に
違
反
し

（84-４- ）961 55
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な
い
生
活
を
お
く
る
こ
と
を
学
ぶ
た
め
に
、
ま
た
、
人
道
的
な
拘
禁
条
件
の
確
保
の
た
め
に
、
刑
務
所
の
中
で
秩
序
あ
る
自
由
な
生
活
状
態

を
創
り
出
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
特
に
、
同
化
原
則
が
「
再
社
会
化
」
概
念
と
結
び
つ
い
た
こ
と
は
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

従
来
の
「
臣
民
の
教
育
」
や
「
民
族
共
同
体
の
有
用
な
構
成
員
に
適
合
」
す
る
こ
と
か
ら
距
離
を
置
き
、

自
立
し
た
人
格
」
へ
の
発
展

を
目
指
す
再
社
会
化
に
は
、
極
力
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
色
を
排
そ
う
と
す
る
傾
向
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
七
〇
年
代
の
立
法
過
程
の
段

階
か
ら
、
再
社
会
化
の
た
め
の
「
処
遇
」
概
念
を
広
範
に
解
す
る
立
場
に
対
し
て
、
行
動
科
学
の
最
近
の
成
果
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
援
助
と

し
て
限
定
的
に
解
す
る
対
案
が
現
れ
た
よ
う
に
、
国
家
の
受
刑
者
に
対
す
る
働
き
か
け
に
は
慎
重
な
立
場
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
も
、
八
〇
年

代
の
再
社
会
化
処
遇
に
対
し
て
疑
念
が
強
ま
り
、
批
判
的
に
検
討
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
揺
ら
ぎ
の
あ
る
「
再
社
会
化
」
目
的
の
下
で
、

特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
影
響
を
受
け
ず
、
そ
れ
自
体
が
追
求
さ
れ
る
べ
き
意
義
を
有
す
る
同
化
原
則
は
、
受
刑
者
が
社
会
に
再
編
入

す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
人
道
的
な
拘
禁
条
件
の
確
保
と
い
う
目
的
の
た
め
に
も
、
同
化

原
則
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
原
則
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

同
化
原
則
に
と
っ
て
、
そ
の
後
の
連
邦
制
度
改
革
に
よ
る
変
化
は
、
実
務
上
の
発
展
を
取
り
入
れ
、
各
ラ
ン
ト
の
事
情
に
合
わ
せ
て
適
応

さ
せ
る
上
で
必
要
か
つ
重
要
で
あ
っ
た
。
連
邦
行
刑
法
制
定
後
し
ば
ら
く
は
、
再
社
会
化
目
的
の
実
現
の
た
め
、
そ
の
手
段
で
あ
る
同
化
原

則
に
多
く
の
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
も
の
の
、
急
激
な
改
善
は
容
易
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
同
化
原
則
自
体
の
存
在
意
義
す
ら
問
わ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
し
か
し
、
判
例
に
よ
る
再
社
会
化
原
則
の
定
着
に
伴
い
、
同
化
原
則
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
は
下
火
と
な
っ
た
。
ま
た
、
連

邦
制
度
改
革
は
、
同
化
原
則
を
無
理
の
な
い
形
で
、
し
か
し
、
漸
進
的
な
発
展
の
た
め
の
指
針
と
し
て
、
改
め
て
捉
え
な
お
す
契
機
と
な
っ

た
。
現
在
か
ら
遡
っ
て
考
え
る
と
、
連
邦
行
刑
法
に
お
い
て
同
化
原
則
を
指
針
と
し
て
示
し
た
こ
と
の
意
義
は
決
し
て
小
さ
く
な
か
っ
た
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

歴
史
的
経
緯
を
見
る
と
、
生
活
水
準
の
改
善
は
、
再
社
会
化
（
社
会
復
帰
）
に
向
け
た
努
力
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
段
階
的
に
優
遇
さ
れ
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る
シ
ス
テ
ム
と
む
す
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
る
人
間
モ
デ
ル
か
ら

逸
脱
し
た
人
々
を
排
除
す
る
上
に
、
上
か
ら
の
恩
恵
的
な
行
刑
に
化
し
て
し
ま
う
点
で
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
後
、
段
階
的
シ

ス
テ
ム
を
維
持
し
、
社
会
復
帰
手
段
と
し
て
の
意
義
を
追
求
し
続
け
る
日
本
と140

）、
純
粋
な
本
人
の
意
思
に
基
づ
く
主
体
性
を
重
視
し
、
支
援

を
提
供
す
る
行
刑
へ
と
シ
フ
ト
し
つ
つ
あ
る
ド
イ
ツ
と
の
間
に
は
明
確
な
違
い
が
現
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
分
岐
点
と
は
何
で
あ
っ
た

か
を
考
え
る
と
き
、
再
社
会
化
原
則
と
そ
の
手
段
で
あ
る
同
化
原
則
の
存
在
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
節

ド
イ
ツ
行
刑
に
お
け
る
意
義

で
は
、
同
化
原
則
そ
の
も
の
の
意
義
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
同
化
原
則
は
何
ら
か
の
権

利
を
請
求
す
る
直
接
的
根
拠
と
は
な
ら
な
い
た
め
、
そ
の
保
障
内
容
が
謙
抑
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
行
刑

は
、
こ
の
原
則
を
指
針
と
し
て
、
現
行
制
度
へ
の
批
判
的
な
検
討
が
常
に
促
さ
れ
る
状
況
を
生
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
、
原
則
の
保
障
内
容

の
す
べ
て
が
瑣
末
と
は
言
え
ず
、
実
質
的
な
同
化
へ
と
確
実
に
歩
を
進
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
特
定
の
受
刑
者
に
関
し
て
は
作
業
義
務
を
免

除
す
る
な
ど
、
再
社
会
化
の
手
段
を
あ
る
程
度
相
対
化
す
る
こ
と
に
寄
与
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
化
原
則
を
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
い
く

つ
か
の
ラ
ン
ト
で
は
、
実
際
に
作
業
の
義
務
づ
け
を
廃
止
す
る
こ
と
に
ま
で
結
び
つ
い
て
い
る
。
歴
史
上
、
作
業
が
自
由
刑
に
お
け
る
中
核

的
な
内
容
で
あ
り
続
け
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
特
筆
す
る
べ
き
変
化
で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
瑣
末
に
思
わ
れ
る
内
容
で
あ
っ

て
も
、
同
化
原
則
に
よ
っ
て
保
障
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
権
利
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
困
難
な
内
容
も
、
同
化
原
則

を
導
き
の
糸
と
し
て
批
判
・
検
討
す
る
回
路
が
で
き
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
個
人
の
基
本
権
侵
害
を
前
提
に
し
て
審
査
を
行
う
憲
法
異
議
の
制
度
が
存
在
す
る
こ
と
と

も
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
個
人
の
基
本
権
を
脅
か
す
公
権
力
か
ら
の
保
護
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
化
原
則
と
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関
係
す
る
施
策
・
制
度
の
実
質
的
な
保
障
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
間
接
的
に
同
化
原
則
を
支
え
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節

わ
が
国
へ
の
受
容
に
向
け
て

同
化
原
則
は
理
念
と
し
て
の
望
ま
し
さ
が
あ
る
反
面
、
実
務
で
の
実
現
に
は
大
き
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
国
際
人
権

基
準
や
ド
イ
ツ
行
刑
は
目
的
や
理
念
を
徒
に
追
い
求
め
、
現
実
的
な
実
現
可
能
性
を
度
外
視
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
わ
が
国
の
行
刑
に
参
照

す
る
べ
き
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
る141

）。
し
か
し
、
制
度
と
し
て
の
前
提
と
し
て
理
想
を
追
求
す
る
こ
と
は
決
し
て
否
定
さ

れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
合
理
性
や
効
率
性
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
現
状
肯
定
に
傾
き
や
す
い
。
確
固
と
し
た
理
念

に
基
づ
い
て
改
革
を
行
お
う
と
す
れ
ば
、
時
と
し
て
合
理
性
や
効
率
性
を
二
の
次
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
問
題
な
の
は
、
理
想
な
く
問
題
あ

る
現
状
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
今
後
の
わ
が
国
の
行
刑
に
汎
用
可
能
な
尺
度
と
し
て
同
化
原
則
を
定
立
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
の
検
討

を
踏
ま
え
、
同
化
原
則
が
有
す
る
べ
き
性
質
に
つ
い
て
提
示
す
る
。

第
一
に
、
同
化
原
則
は
そ
れ
自
体
が
守
ら
れ
る
べ
き
指
針
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
論
、
同
化
原
則
の
追
求
に
当
た
っ
て
、
社
会
復
帰

目
的
は
同
化
原
則
の
限
界
と
し
て
観
念
し
得
る
。
仮
に
、
社
会
復
帰
に
支
障
を
来
す
可
能
性
を
生
じ
さ
せ
る
ほ
ど
社
会
と
の
同
化
が
行
わ
れ

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
行
刑
の
目
的
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
刑
務
所
が
期
待
さ
れ
る
役
割
を
果
た
せ
ず
、
機
能
不
全
に
陥
る
こ
と
を

も
意
味
す
る
。
一
方
で
、
同
化
原
則
が
社
会
復
帰
に
過
度
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
原
則
は
自
由
社
会
で
の
生
活
の
訓
練
の
た
め

に
こ
そ
追
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
有
用
な
生
産
活
動
に
従
事
で
き
る
こ
と
、
施
設
側
に
対
し
て
反
抗
的
で
は
な

い
こ
と
、
社
会
復
帰
の
意
欲
が
あ
る
こ
と
等
の
、
訓
練
の
適
格
性
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
社
会
復
帰
処
遇
の
対
象
者
の
選
別

は
、
そ
の
ま
ま
同
化
原
則
の
対
象
者
を
も
選
別
す
る
こ
と
に
な
る
。
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第
二
に
、
同
化
原
則
は
常
に
積
極
的
な
内
容
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
拘
禁
費
用
負
担
の
正
当
化
根
拠
と
し
て

同
化
原
則
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。
仮
に
こ
の
よ
う
な
用
い
ら
れ
方
を
許
容
す
る
な
ら
ば
、
受
刑
者
の
生
活
の
改
善
で
は
な
く
、
生
活
を
縛

る
結
果
と
な
り
、
人
道
的
な
拘
禁
条
件
の
確
保
と
い
う
目
的
を
没
却
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
同
化
原
則
を
口
実
と
し
て
様
々
な

制
約
が
許
容
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
点
で
、
ド
イ
ツ
の
ラ
ン
ト
行
刑
に
お
け
る
同
化
原
則
の
あ
り
様
は
模
範
と
は
な
ら
な
い
。

第
三
に
、
同
化
原
則
の
実
現
の
た
め
に
、
実
質
的
な
保
障
を
担
保
す
る
手
立
て
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
非
人
道

的
な
扱
い
の
禁
止
や
外
部
交
通
等
の
自
由
権
的
基
本
権
に
関
連
す
る
事
項
は
、
権
利
論
か
ら
相
応
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
構
造
に
あ
る
も
の

の
、
受
刑
者
が
侵
害
さ
れ
た
権
利
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
が
難
し
い
社
会
権
的
基
本
権
に
属
す
る
事
柄
や
、
自
由
権
的
基
本
権
に
属
す
る
も

の
の
執
行
の
緩
和
等
の
一
般
的
な
処
遇
の
在
り
方
に
関
わ
る
事
柄
こ
そ
、
保
障
の
手
立
て
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
の
手
立
て
と
し
て
、

受
刑
者
に
必
要
な
情
報
の
周
知
、
援
助
の
た
め
の
助
言
が
考
え
ら
れ
る
。
同
化
原
則
を
考
慮
し
て
施
設
で
利
用
で
き
る
施
策
を
準
備
し
た
と

し
て
も
、
そ
の
事
実
を
受
刑
者
が
知
り
得
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
い
。
施
策
・
サ
ー
ビ
ス
を
真
に
必
要
と
す
る
受
刑
者
に
は
施
設
職
員
の

側
か
ら
積
極
的
に
援
助
の
た
め
の
助
言
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
、
援
助
・
支
援
モ
デ
ル
の
行
刑
が
追
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

140
）

さ
ら
に
最
近
の
刑
罰
制
度
改
革
は
、
多
様
な
処
遇
を
義
務
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
方
向
性
を
強
め
る
と
考
え
ら
れ
る
。

141
）

人
事
院
行
政
官
短
期
在
外
研
究
員
と
し
て
一
九
九
四
年
か
ら
九
五
年
に
か
け
て
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
橋
本

洋
子
は
、
ド
イ
ツ
行
刑
法
三
条
一
項
（
同
化
原
則
）
の
規
定
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
現
れ
で
あ
る
「
被
収
容
者
の
拘
禁
生
活
の
自
由
度
の
高
さ
」

を
優
れ
た
点
と
し
て
評
価
す
る
一
方
、
課
題
と
し
て
、
保
安
事
故
（
特
に
逃
走
）
の
多
発
と
施
設
内
で
の
薬
物
の
濫
用
を
指
摘
し
て
い
る
。
中
で
も
薬
物

は
、
所
持
品
の
多
さ
か
ら
捜
検
が
困
難
な
居
室
等
に
隠
ぺ
い
さ
れ
、
被
収
容
者
間
で
薬
物
の
譲
渡
が
横
行
し
、
入
所
前
は
薬
物
を
使
用
し
た
経
験
の
な
い

者
ま
で
が
施
設
内
で
薬
物
中
毒
者
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
実
情
が
あ
っ
た
と
い
う
。
橋
本
洋
子
「
ド
イ
ツ
行
刑
の
現
状
」
犯
罪
と
非
行
一
〇
八
号
（
一
九

九
六
年
）
一
〇
五

一
二
一
頁
。

（84-４- ）965 59

ドイツ行刑における社会との同化原則の意義（大谷）



お

わ

り

に

本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
行
刑
に
お
け
る
同
化
原
則
の
生
成
過
程
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
同
化
原
則
の
詳
細
に
つ
い
て
も
、

で
き
る
限
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
た
も
の
の
、
ど
の
よ
う
な
状
態
が
社
会
と
同
じ
で
あ
る
か
は
、
非
常
に
幅
が
あ
り
、
一
概
に
は
答

え
を
導
き
出
せ
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
の
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
取
り
組
む
べ
き
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
行
刑
が
再
社
会
化
目
的
の
内
実
を
繰

り
返
し
問
い
直
し
て
き
た
こ
と
と
同
様
に
、
わ
が
国
の
社
会
復
帰
理
念
の
内
実
と
は
何
か
、
行
刑
の
段
階
か
ら
社
会
復
帰
へ
の
道
筋
を
つ
け

る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
核
心
的
で
容
易
な
ら
ざ
る
テ
ー
ゼ
と
向
き
合
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
今
後
の
課
題
と

し
、
本
稿
の
結
び
と
す
る
。

（法政研究84-４- ）60 966

論 説



BT-Drs.7/918,S.93.;BW LT-Drs.14/5012,S.173.;C/MD,6.Aufl.,Munchen1994,Rn.376.
BT-Drs.7/918,S.94.
SH LT-Drs.18/3153,S.173.
BW LT-Drs.14/5012,S.177.

具体的に問題になる場面 同化原則による評価

組織及び建築上の観点から、受刑者が過ご

す多種類の部屋を居心地良いものとし、あ

るいはそれぞれの目的に対応する構造とす

ること

同化原則の意味において、できる限り一般

の生活条件と同じにするよう義務付けられ

ている

受刑者は、代表を選ぶことが可能とする 一般的な民主主義の状態の追求を目的とし、

それによって同化原則を考慮している

受刑者の作業のための経営を行うこと 施設外の経営と同化されなければならな

い

非高権的任務の履行のために官吏ではない

外部の者と協働すること

特に給付の領域において、そのような協働

は発展的な執行の専門的基準の伝達を保障

するため、同化原則の具体化に十分であ

る

喫煙禁止の例外 居室にいるすべての受刑者が了承するなら

ば、自由な生活と同様に喫煙することが許

される

（84-４- ）967 61

ドイツ行刑における社会との同化原則の意義（大谷）



ME,S.81.;BE LT-Drs.17/2442,S.203.;BB LT-Drs.5/6437,S.28.;HB LT-Drs.18/1475,S.
49.;MV LT-Drs.6/1337,S.78.;RP LT-Drs.16/1910,S.123.;SL LT-Drs.15/386,S.77.;SN

 
LT-Drs.5/10920,S.98.;ST LT-Drs.6/3799,S.172.;TH LT-Drs.
SH LT-Drs.18/3153,S.105.
OLG Nurnberg,ZfStrVo 1993,311.
BT-Drs.7/3998,S.84.
NW LT-Drs.16/5413,S.141.
BT-Drs.7/3998,S.32.
Bemmann,a.a.O.(Anm.6),S.1055f.
BT-Drs.7/918,S.51.
Laubenthal,a.a.O.(Anm.2),Rn.346.

具体的に問題になる場面 同化原則による評価

拘禁時間外（作業または余暇時間）の集団

収容

執行の外でも、作業及び余暇時間は原則と

して集団の中で過ごすので、同化原則を考

慮している

夜間以外の集団収容 同化原則を考慮している

受刑者に図書の利用を求める権利を認める

こと

同化原則を顧慮しても認められない

妊婦または出産後間もない受刑者の扱い ワーキングマザーの保護に関する法律の規

定は、職場の形成に関して適用できる。こ

のことは、受刑者の状況を自由な社会の生

活に同化することを求める法律の趣旨に対

応している

受刑者は、そのふるまいによって職員や他

の受刑者などを妨害してはならない

同化原則の現れとして、拘禁された特別な

状況であっても、自由社会に妥当する基準

から解放されないことは明らか

受刑者は、生命に対する危険又は人の健康

に対する重大な危険があると認められる事

態を遅滞なく報告しなければならないこと

同化原則の観点から、刑法典323条ｃ（救

助義務違反）にいう一般的援助義務に対応

している

保健上の強制的処置 受刑者が望むか否かにかかわらず、強制的

に医療上の措置を行うことは同化原則に反

する

閉鎖施設に収容すること 安全措置と行動規則に縛られ、浮世離れし

た生活は同化原則に反する

開放施設における保安度の緩和 施設内でのコミュニケーション及びそれ以

外の社会とのコミュニケーションを行える

可能性を拡大することになり、同化を増進

する

（法政研究84-４- ）62 968

論 説



Laubenthal,a.a.O.(Anm.2)Rn.492;Callies,Strafvollzugsrecht,3.Aufl.,Munchen1992,S.
160f.;C/M ,11.Aufl.,Munchen 2008, 29Rn.3.
Laubenthal,a.a.O.(Anm.2),Rn.505.
KG Berlin,ZfStrVo 1998,307(308).
Laubenthal,a.a.O.(Anm.2),Rn.521.
Laubenthal,a.a.O.(Anm.2),Rn.631.
NW LT-Drs.16/5413,S.126.
NW LT-Drs.16/5413,S.127.
NI LT-Drs.15/3565,S.136.
BT-Drs.7/3998,S.25.;Arloth,a.a.O.(Anm.22), 56,Rn.1.
Matthey,a.a.O.(Anm.4)S.201.

具体的に問題になる場面 同化原則による評価

個々の事情を考慮せずに文通を無制限に監

督すること

同化原則違反

各種の接見交通の手段を利用するために誤

りのない裁量を求める権利が認められる

同化原則の観点から強化される

無償でテレホンカードを請求する権利を持

たないこと

同化原則から施設側に費用の負担を請求す

る権利は導き出せない

配偶者面会の許可 同化原則にいう生活関係の同一化にも役立

つ

政治活動を主たる目的とした世界観共同体

（Weltanschauungsgemeinschaft）には行

刑法53条及び54条を準用しないこと

同化原則を考慮すれば、法律の規定の範囲

内でこのような世界観を持って活動するこ

と、しかるべき文通をすること、面会する

こと及びその目的のために執行の緩和を申

請することは、受刑者の自由

余暇時間の課題を行うために、カルチャー

スクールなどの外部の者を受け入れる

同化原則の現れ

DVDプレーヤーなどの電子機器の利用 同化原則の尊重の下、電子機器の利用は執

行においても可能でなければならない

健康扶助の国家による保障を請求する権利 同化原則の具体化

国家による保健の請求権は、法律上の疾病

保険の基本的給付に対応したものでなけれ

ばならない

同化原則を顧慮している

外で働く受刑者の戸外滞留の請求権に何ら

の制限も付さない

同化原則を顧慮した積極的な改正であ

る

（84-４- ）969 63

ドイツ行刑における社会との同化原則の意義（大谷）



BY LT-Drs.15/8101,S.50.
BY LT-Drs.15/8101,S.50.;BE LT-Drs.17/2442,S.236.
BY LT-Drs.15/8101,S.50.
BW LT-Drs.14/5012,S.221.
Laubenthal,a.a.O.(Anm.2),Rn.442.
HE LT-Drs.18/1396,S.102.
ME,S.124.;BT-Drs.7/918,S.68.;BE LT-Drs.17/2442,S.240.;BB LT-Drs.5/6437,S.67.;

HB LT-Drs.18/1475,S.70.;HE LT-Drs.18/1396,S.102.;MV LT-Drs.6/1337,S. 108.;RP
 

LT-Drs.16/1910,S.140.;SL LT-Drs.15/386,S.102.;SN LT-Drs.5/10920,S.125.;ST LT-Drs.
6/3799,S.205.;SH LT-Drs.18/3153,S.121.;Laubenthal,a.a.O.(Anm.2),Rn.443.
BW LT-Drs.14/5012,S.173.
SH LT-Drs.18/3153,S.172.
Kintrup,Ausfallentschadigung fur Strafgefangene im Strafvollzug,NStZ 2001,S.127ff.
AE,S.177.
Laubenthal,a.a.O.(Anm.2),Rn.489.

具体的に問題になる場面 同化原則による評価

補助具、保健、社会復帰のための医師の治

療にかかる費用を自己で負担すること

同化原則の現れ

ラジオ及びテレビにかかる費用を自己で負

担すること

同化原則の現れ

薬物検査の費用を自己で負担すること 同化原則の現れ

妊娠時及び出産時の給付 同化原則からの帰結である

受刑者に対する低額の金銭的報酬 同化原則の観点から疑問

措置によって異なる報酬制度を設けること 異なる報酬制度は、専門教育及び職業上の

資格認定が、特定の仕事を営むことを可能

にするということを明らかにするために、

自由な社会の生活状態への同化において必

要である

本人の報酬を書面により通知する 同化原則の具体化を意味する

作業及び教育のために従事する設備の形態

と経営

同化原則の尊重の下で行刑外の生活状態に

適合されなければならない

同化原則の具体化

客観的にも主観的にも責めを負うべきでな

い不就業について、報酬の継続支給の請求

権が認められていないこと

同化原則違反

受刑者が制限なく信書の発受を行う権利を

有すること

同化原則として実現するべき

信書の秘密 社会との同化の視点から基本的に妥当

（法政研究84-４- ）64 970

論 説



NW LT-Drs.16/5413,S.110.
BT-Drs.7/3998,S.20.;NW LT-Drs.16/5413,S.111.;Feest/Lesting/Michael/Lindemann

(Hrsg.),Kommentar zum Strafvollzugsgesetz,7.Aufl.,Koln 2017, 9,Rn.9.
Laubenthal,a.a.O.(Anm.2),Rn.405.
BT-Drs.7/918,S.66.
Laubenthal,a.a.O.(Anm.2),Rn.409.
BT-Drs.7/918,S.71;BW LT-Drs.14/5012,S.225.;KG Berlin,JR 1979,217;BVerfG,NJW

1984,2513.
ME,S.94.;BE LT-Drs.17/2442,S.213.;BB LT-Drs.5/6437,S.40f.;HB LT-Drs.18/1475,

S.55.;MV LT-Drs.6/1337,S.87.;NW LT-Drs.16/5413,S.115.;RP LT-Drs.16/1910,S.128.;SL
 

LT-Drs.15/386,S.84.;SN LT-Drs.5/10920,S.105.;ST LT-Drs.6/3799,S.181.;SH LT-Drs.
18/3153,S.122.;TH LT-Drs.5/6700,S.101.
Kohne/Feest,Die Stromkostenbeteiligung von Strafgefangenen,ZfStrVo 2006,S.74-76.;

Feest/Lesting (Hrsg.),Kommentar zum Strafvollzugsgesetz,6.Aufl.,Koln 2012, 19,Rn.7.
BY LT-Drs.15/8101,S.50,65.;HE LT-Drs.18/1396,S.105.;NW LT-Drs.16/5413,S.127.
AE,S.149.;TH LT-Drs.5/6700,S.101.
ME,S.90.;BE LT-Drs.17/2442,S.210.;BB LT-Drs.5/6437,S.37f.;HB LT-Drs.18/1475,

S.54.;MV LT-Drs.6/1337,S.84.;ST LT-Drs.6/3799,S.20.
HE LT-Drs.18/1396,S.94.;RP LT-Drs.16/1910,S.128.;Laubenthal,a.a.O.(Anm.2),Rn.

436.
HE LT-Drs.18/1396,S.94.

具体的に問題になる場面 同化原則による評価

割り当てられる労作が過大でないこと 同化原則の現れ

受刑者の性質（65歳以上である受刑者並

びに妊娠中及び授乳中の母親）によって作

業義務を免除すること

同化原則に対応している

受刑者が指定された義務的作業を行刑施設

外の私企業工場で行うこと

同化原則から見た場合、施設内の義務的作

業に比べて好都合（例えば、釈放後その者

が同じ雇い主に引き受けてもらえる可能性

がある）

作業時間は施設外の職業の時間を考慮する

こと

同化原則にしたがって、出発点にしなけれ

ばならない

有給作業休暇としての作業義務免除の制度 同化原則の具体化

標準的な職業生活への同化である

同化原則を考慮している

受刑者が拘禁費用分担金（光熱費）を負担

すること

同化原則によっても正当化することはでき

ない

同化原則の現れ

行刑の分野にも一般労働市場の要素及びメ

カニズム（経済性）を導入すること

施設作業は自由な社会の経済にできる限り

同化されなければならない

行刑は変化する労働市場の条件に適合しな

ければならない

同化原則を考慮

同化原則の現れ

（84-４- ）971 65

ドイツ行刑における社会との同化原則の意義（大谷）



NI LT-Drs.15/3565,S.124.
BT-Drs.7/918,S.59.
Matthey,a.a.O.(Anm.4)S.176.
ME,S.101.;Arloth,StVollzG-Kommentar,3.Aufl.,Munchen 2011, 28,Rn.2.;C/MD ,

28,Rn.4.;BY LT-Drs.15/8101,S.50.;RP-LT-Drs.16/1910,S.128.
ME,S.101.;BY LT-Drs.15/8101,S.50.;BE LT-Drs.17/2442,S.220.;BB LT-Drs.5/6437,

S.46.;HB LT-Drs.18/1475,S.58f.;MV LT-Drs.6/1337,S.91.;RP LT-Drs.16/1910,S.131.;SN
 

LT-Drs.5/10920,S.109.;ST LT-Drs.6/3799,S.187.;SH LT-Drs.18/3153,S.127.;TH LT-Drs.
5/6700,S.107.
BY LT-Drs.15/8101,S.50.
ME,S.104.;BE LT-Drs.17/2442,S.224.;BB LT-Drs.5/6437,S.49.;HB LT-Drs.18/1475,

S.61.;MV LT-Drs.6/1337,S.94.;NW LT-Drs.16/5413,S.108f.;RP LT-Drs.16/1910,S.132.;
SL LT-Drs.15/386,S.90.;SN LT-Drs.5/10920,S.113.;ST LT-Drs.6/3799,S.189.;SH LT-Drs.
18/3153,S.130.;TH LT-Drs.5/6700,S.110.
LG Bielefeld,NStZ 1986,189;;LG Trier,NStZ 1987,428.;OLG Saarbrucken,NStZ 1993,

207.;OLG Celle,ZfStrVo 1994,174.;Schaaf,Anklopfen an Haftraumtur vor Betreten durch
 

Vollzugsbedienstete,ZfStrVo 1994,S.145ff.
ME,S.93.;BE LT-Drs.17/2442,S.212.;HB LT-Drs.18/1475,S.55.;SL LT-Drs.15/386,S.

84.;SN LT-Drs.5/10920,S.105.;ST LT-Drs.6/3799,S.181.
ME,S.92f.;BB LT-Drs.5/6437,S.39f.;RP LT-Drs.16/1910,S.127.;SN LT-Drs.5/10920,

S.104.;Laubenthal,a.a.O.(Anm.2),Rn.394.
Arloth, Der Angleichungsgrundsatz des 3 Abs.1 StVollzG: Gestaltungsprinzip oder

 
Leerformal?,ZfStrVo 1987,S.328-331.

具体的に問題になる場面 同化原則による評価

作業の免除または作業休暇の要求時期につ

いての決定を受刑者に委ねること

特に同化原則の具体化に資する

信書発受の権利を認めること 一般的な生活状態への前進的な同化であ

る

受刑者間の手紙のやりとり 同化原則を顧慮して、施設の安全及び秩序

に関する考慮を阻害しない限りで認められ

るべき

信書の発受にかかる費用を自己で負担する

こと

同化原則を顧慮している

電話の費用を自己で負担すること 同化原則の現れである

小包の送付費用を自己で負担すること 同化原則の現れである

通信の様々な形式（Ｅメール、インター

ネット等）を認める

同化原則を背景としている

行刑職員が居室に入る前にノックすること

の義務づけ

同化原則の観点から、職員と被収容者との

間に適切な礼儀が保たれる契機になる

作業は執行の外の収益作業に接近する機能

を有する

同化原則の現れである

受刑者の作業義務が無いこと 同化原則を顧慮している

作業の義務づけは同化原則に違反していな

い

（法政研究84-４- ）66 972
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Bemmann,a.a.O.(Anm.6),S.1051f.
ME,S.120.;BE LT-Drs.17/2442,S.237.;BB LT-Drs.5/6437,S.63.;HB LT-Drs.18/1475,

S.68.;MV LT-Drs.6/1337,S.105.;RP LT-Drs.16/1910,S.138.;SL LT-Drs.15/386,S.100.;SN
 

LT-Drs.5/10920,S.122.;ST LT-Drs.6/3799,S.202.;SH LT-Drs.18/3153,S.140.;TH LT-Drs.
5/6700,S.122.
BT-Drs.7/3998,S.13.
NW LT-Drs.16/5413,S.101.
OLG Frankfurt,NStZ 1985,381.
NI LT-Drs.15/3565,S.111.
ME,S.127.;BE LT-Drs.17/2442,S.243.;BB LT-Drs.5/6437,S.68.;HB LT-Drs.18/1475,

S.71.;MV LT-Drs.6/1337,S.110.;RP LT-Drs.16/1910,S.141.;SL LT-Drs.15/386,S.104.;ST
 

LT-Drs.6/3799,S.205.;SH LT-Drs.18/3153,S.141.;TH LT-Drs.5/6700,S.126. 後置性原則
とは、その労働力、収入及び資産それ自体の使用によって困窮状態を自力で解決できる者や、他
者によって必要な給付を得る者は、扶助を受けることができないとする社会扶助の基本原理のこ
とである。社会法典第２編（求職者への基礎保障）９条や社会法典第12編（社会扶助）２条に
規定されている。
Bemmann,a.a.O.(Anm.6),S.1053.
NI LT-Drs.15/3565,S.121.

具体的に問題になる場面 同化原則による評価

飲食物、嗜好品、身体衛生用薬剤などの購

入の権利

刑務所で所有を許されるすべての物品に購

入の権利を与えるべき

同化原則の現れとして、包括的な提供を目

指すべき

購入について、医者の指示に従って判断し

たときでさえも、共同責任は度外視される

この点で、できる限り自由な社会の生活状

態に適合されなければならない

受刑者の健康を危うくするおそれがあると

きは、購入の権利を制限することができる

こと

同化原則を顧慮している

自己の責めによらず不就業の受刑者には、

購入のために使える領置金の額を就業する

受刑者の自用金の平均額に対応させること

自由社会で働く人は失業者より多くの資金

を自由にできるから、賛同できない

受刑者は、医者の直接の監護下にない間、

一般的な保健の枠組みにおける医者の指示、

または患者の協力に沿う

同化原則も考慮

提供された過大でない作業を受け入れず、

または、行われる作業を落ち度により失っ

たときは、小遣銭（Taschengeld）が必要

とは見なされない

社会法においても後置性原則（Nachrang
 

prinzip）が有効であるので、このことは

同化原則を顧慮している

-

施設長が面会及び信書の発受を差し止める

ことができること

無条件に認めることはできないものの、限

定的な解釈を必要とする

受刑者が仕事のない時間に用務を行うこと

ができない弁護士との面会は、緊急の場合

に必ず許されなければならない

同化原則が適用されなければならない

（84-４- ）973 67
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BT-Drs.7/918,S.56.;NW LT-Drs.16/5413,S.99.;Laubenthal,a.a.O.(Anm.2),Rn.382.
Bemmann, Über den Angleichunsgrundsatz des 3 Abs.1 StVollzG, in: FS fur Karl

 
Leckner zum 70.Geburstag,1987,S.1049.
AE,S.57.;LG Hamburg,NStZ 1990,255.
ME,S.120.;BE LT-Drs.17/2442,S.237.;BB LT-Drs.5/6437,S.63.;HB LT-Drs.18/1475,

S.68.;MV LT-Drs.6/1337,S.105.;RP LT-Drs.16/1910,S.138.;SL LT-Drs.15/386,S.100.;SN
 

LT-Drs.5/10920,S.122.;ST LT-Drs.6/3799,S.202.;SH LT-Drs.18/3153,S.139.;TH LT-Drs.
5/6700,S.122.
Bemmann,a.a.O.(Anm.6),S.1051.

資料

同化原則の展開場面

具体的に問題になる場面 同化原則による評価

施設の指揮機関は、遅滞なく受刑者を収容

区画の構成員の一人にひきあわせる

指導的人物が新人をすでに居る者に紹介す

ることと同じで、同化原則の適用事例であ

る

狭いのぞき窓しかないバスの仕切られた小

部屋の中で、時には長時間を要する護送を

行うこと

同化原則違反

11.54mの居室に３人の受刑者を収容する

ことは違法であること

同化原則と一致している

単独室での収容 同化原則を考慮している

居室を私物で飾り付けること 同化原則を具体化している

受刑者は、自尊心を傷つけ、自由の剥奪と

感じられる衣服の着用を施設内では原則と

して受忍しなければならないこと

同化原則に反する

同化原則に基づき、下着を除く衣服は、施

設外で通常着用するものに対応するもので

なければならない

私服のクリーニングと修繕の費用を自費で

負担すること

同化原則の現れである

施設給食 同化原則に適合するように自弁の権利を認

めるべき

（法政研究84-４- ）68 974
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